
 

ICD NEWS 第14号（2004. 3） 13

～ 特 集 ～ 

 

第５回法整備支援連絡会 

（平成１６年１月２３日開催） 

 

国際協力部教官 山 下 輝 年   

 

１ はじめに 

 法整備支援連絡会は，１９９９年度に第１回を開催したことに始まり，今回で５回目とな

ります。毎年度１回のペースで着実に開催してきたわけで，第１回の時には，このように毎

年続くとは考えていなかったというのが正直なところだったのです。当初は関係各機関の情

報共有が目的でしたが，そのうち法整備支援の在り方，基本方針，戦略を考え，議論する場

へと変遷してきました。 

 このわずか４年の間における法整備支援を取り巻く状況は大きく変わってきました。例え

ば，政府開発援助（ODA）大綱は改定され，JICA は国際協力事業団から独立行政法人国際

協力機構に模様替えし，法務総合研究所においても国際協力部が新設され，大阪に移転しま

した。法整備支援の対象国も法分野も増えてきています。 

 そのような変化の中にあって，法整備支援連絡会で戦略を考え議論してきたと言っても，

年１回の会合では目に見えるような進歩は期待できないのが実情です。それでも，アジア諸

国を中心にして法整備支援に関係している者が一堂に会して，情報交換し，人の輪を広げ，

新たな知恵を生み出していくことは重要であると考えられます。法整備支援の在り方につい

ては，それぞれの想いがあると思いますが，まずは法整備支援連絡会の背景や経緯を御存知

ない方のために，簡単に振り返ってみます。 

 

２ 法整備支援連絡会の歩み 

 これまでの開催年月日と開催場所を一覧すると 

  第１回 平成１２年 １月１２日  法務省大会議室（霞が関） 

  第２回 平成１２年１０月１１日  国際協力総合研修所（市ヶ谷） 

  第３回 平成１３年 ９月１３日  法務省浦安総合センター 

  第４回 平成１５年 １月１５日  国際協力部国際会議室（大阪） 

  第５回 平成１６年 １月２３日  国際協力部国際会議室（大阪） 

となりますが，いずれの回においても，三ヶ月章法務省特別顧問に「総括」又は「所感」を

お願いしてきました。 

 今回の「所感」において（本誌連絡会議事録４５頁以下参照），本会の歴史と発展が簡単に

触れられていますが，そこでは，第１回が法務省の「地下室」で，関係機関が報告して顔合

わせした程度で議事録もないように紹介されています。これは，いわば冗談交じりの表現で

あり，今回を引き立たせるための表現でして，実際には，地下室と言いましても，地下１階
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にある法務省随一の大会議室であり，１００名弱の関係者が集まったのです。当時の案内状

には，法整備支援に関与している国内諸機関の連絡強調を密にするために気軽に情報交換が

できる場を設けたいという要望が寄せられ，情報交換の場として企画したという内容が記載

されています。それぞれが独自に行っていた法整備支援の関係者が一堂に会したところで，

様々な活動報告がなされたことは，第一歩としては意義深いものだったのです。 

 第２回は，JICA 主導で法務省が共催となって開催されました。当時は，ベトナム法整備支

援が第２期を迎えた直後で，長期派遣専門家も１名から３名に増え，カンボジア民法・民事

訴訟法の起草支援も本格化した時期だったのです。折しも，世界銀行（WB）が米国ワシン

トン州で法整備支援に関する会議を開催し，これに日本の法整備支援関係者も参加したので

す。日本としても法整備支援の基本方針，あるいは戦略と言ってもよいのですが，方向性を

定めなければならないという意識が持たれ始めた時期でした。その議論の皮切りになったの

が第２回であり，JICA が主催すべき内容のものだったのです。 

 第３回は，前年に引き続いて世界銀行がロシア・ペテルスブルグで法整備支援に関する会

議を主催したほか，法務総合研究所に国際協力部が新設された年でもあり，法務省主導で

JICA が共催となって開催されました。以後，この形式が続くことになります。世界銀行の会

議では，JICA 調査団名で「Basic Policy for Legal Assistance of Japan」を作成して提出し，

日本の法整備支援関係者が多数出席してパネリストあるいは参加者として積極的に発言した

のです。この第３回からその議事録を国際協力部発行の「ICD NEWS」に掲載するようにな

りました。協議した内容は，第２回とほぼ同様ですが，その詳細については，本誌創刊号（２

００２年１月号）を参照してください。 

 第４回から，国際協力部が移転した大阪中之島合同庁舎の国際会議室で開催するようにな

りました。それまでとは趣を異にし，ベトナムのグエン・ディン・ロック前司法大臣を招い

たほか，ベトナム，カンボジア，ラオス，ウズベキスタンに派遣された長期専門家のパネル・

ディスカッションや報告がなされたのです。そして，何より，カンボジアの民法・民事訴訟

法の草案を引き渡す時期でもあり，日本の法整備支援が充実し，一つの成果を上げるととも

に，転機を迎えた時期だったのです（内容は本誌第９号参照）。 

 

３ 本会（第５回）について 

 さて，今回の第５回は，平成１５年１０月１日に新生 JICA が誕生して間もない時期に開

催されました。もちろん，日本の法整備支援も拡大してきており，できるだけ国内の様々な

動きに関する情報を共有し，国内外の機関同士の協調を念頭に置きつつ，今後の支援の在り

方の参考にする目的で開催されたのです。 

 その趣旨は第１回に似ておりますが，テレビ会議システムを利用してアジア開発銀行

（ADB）との意見交換を採り入れるなど，内容も豊富で，かつ，充実しております。正確な

プログラムは１７頁を参照していただくこととして，私なりに簡単に表題をつければ，以下

のとおりとなります。 
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 ・国際協力部の貢献  ― 田内正宏国際協力部長（本誌連絡会議事録１頁以下） 

 ・新生 JICA の方針  ― 佐藤幹治 JICA アジア第１部長（２頁以下） 

 ・カンボジアでのドナー間調整  ― 竹下守夫一橋大学名誉教授（３頁以下） 

 ・ADB の活動  ― ADB マニラ本部幹部（９頁以下） 

 ・ラオスの司法改革  ― ラオス最高人民裁判所副長官（１３頁以下） 

 ・インドネシア支援の現状  ― 平石努弁護士（１６頁以下） 

 ・国内外の法整備支援の特徴  ― 森嶌昭夫名古屋大学名誉教授（１９頁以下） 

 ・機械翻訳システムの研究  ― 松浦好治名古屋大学教授（２４頁以下） 

 ・APEC 諸国の債権回収の研究  ― 北川俊光関西大学教授（２７頁以下） 

 ・中国に対する協力の可能性  ― 布井千博一橋大学教授（３０頁以下） 

 参加者の間で質疑応答が活発になされ，例えば，星野英一東京大学名誉教授からは，法整

備支援に携わる者の基本的な心構えについて言及がなされました（３４頁以下）。また，鈴木

康二立命館アジア太平洋大学教授からは，日本が貢献できることとして，個人をも対象にし

た民事再生法をアジア諸国に提案するのはどうであろうかという具体的な提案もなされたの

です（３６頁以下）。 

 なお，質疑応答の司会進行役の私が最後に，森嶌名誉教授の発言を受けて，「ドナー間調整

は不必要で，それぞれが主張すれば交渉のきっかけができ，そして調整ができる」とまとめ

ました。これは，文字になると過激ではありますが，会場でやり取りした方は分かっている

ように，ドナー間調整は要らないという点に力点があるのではありません。むしろ，ドナー

は各自の方針・戦略に基づいて支援しているのであって，その真意は日本の法整備支援も確

固たる方針・戦略を立てるのが先決であるという点にあります。これを強調するために，逆

にそのような表現になったものですから，老婆心ながら，この点を付け加えておきたいと思

います。 

 

４ 援助の在り方・戦略を考えるに当たって 

 既に２回目から法整備支援の戦略の話を始めながら，堂々巡りの議論のようで，なかなか

確たるものにたどり着けない気がします。逆に言えば，それほど困難なものなのかもしれま

せん。 

 もっとも，日本の法整備支援の戦略を考える上で，最近，考慮に入れなければならないこ

とがあります。それは，説明責任や成果主義という点です。これはあらゆる分野に浸透して

いるようですが，援助の世界もその例外ではありません。あるいは国益という言葉も登場し

ております。一方で，自立性，主体性を重んじ，持続的発展が可能になるようにするのが，

援助の基本とされており，政府開発援助もこれを重要視しております。 

 いずれも重要なことでありますが，時として両者が矛盾する場面があると感じることがあ

ります。説明責任や成果主義が，それが目に見える形で，かつ，３年から５年という期間で

求められることになりますと，やはり援助に携わる者は相手の置かれた状況よりも，国内向

けの説明や責任を気にすることになりがちです。その結果，自立性・主体性・持続的発展と
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いう観点がおろそかになることがあるように感じるからです。もちろん，両者が両立するよ

うなプロジェクトを立てればよいのでしょうが，なかなか至難の業です。 

 本報告の機会に個人的意見を述べたいと思います。実は，形は違えども，日本に賞賛され

るべき援助の成功事例が幾多もあるのですが，その中の一つとして二宮尊徳（金次郎）の例

を思い出します。要約すると，尊徳は，小田原藩主から荒れ地の再興を頼まれますが何回も

断ります。断りきれないと分かると，自ら荒れ地に出向いて数か月間，荒れ地の村民と過ご

し，土質，排水，設備，そして村民の日常生活，態度まで調べあげます。そして，次のよう

に言います。 

    仁術を施せば豊かな暮らしに戻すことができます。 

    そのためには，藩主は金銭を貸し付けないでください。税を免除

しないでください。金銭的援助は断ち切るのです。金銭的援助は貪

欲と怠惰，そして争いを引き起こします。 

    荒れ地は荒れ地自身が持つ力によって開発されなければならず，

貧困は自力で立ち直らせなくてはなりません。 

    ただし，藩主は一定量だけ年貢として納めさせ，それ以上は求め

ないでください。村民の生活に一定割合を使わせ，余った分は残り

の耕地を開墾する資金として使わせてください。それが私の言う仁

術です。自分自身の努力，慈愛，勤勉，自助で生活が徐々に向上す

ることを知れば，１０年で見違えるように再興できます。 

 

 昔聞いた話なので，正確かどうかは分かりませんが，大筋は間違いないと言えます。仮に，

藩主が日本（又は JICA）なら，JICA 又は法整備支援関係者は尊徳の立場でしょうし，荒れ

地は援助対象国で，村民はその国民になぞらえることができます。すると，十分な調査の必

要性，村民と共に苦労する重要性（JICA 緒方貞子理事長の「遠隔操作は援助ではない」に通

じる），自助努力の重要性，明確なビジョンの必要性，そして短期的な成果ではなく，長期的

視野の重要性などなど，この話のすべてが法整備支援に当てはまると思います。現実に異な

るのは，藩主，尊徳，村民の登場人物の力量と精神かもしれません。あるいは，他のドナー

がいるという点の差が大きいのかもしれません。 

 もちろん，時代も違えば，環境も人も違います。まして国民性も言語も違います。他のド

ナーのやり方も違います。金銭的援助を断っては何も進まないかもしれません。現代の援助

は，きれい事ばかりでは進まないのも十分承知しております。しかし，援助する側される側

の全員が金銭的動機でしか動かないわけではないでしょう。戦略やプロジェクトを考える上

で，どこか頭の隅に入れておきたい話であり，そのような方向に一歩でも進めばよいと感じ

る次第です。 
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プログラム ページ（本誌連絡会議事録） 

11:00～11:20 開会あいさつ 

   田内正宏 法務総合研究所国際協力部長 …… １

   佐藤幹治 国際協力機構（ＪＩＣＡ）アジア第一部長 …… ２

11:20～12:00 基調講演 

   「カンボジアにおけるドナー間協力の課題」 

   竹下守夫 駿河台大学学長，一橋大学名誉教授 …… ３

12:00～12:30 基調報告 

   「アジア諸国におけるＡＤＢの法整備支援活動とその連携について」 

   アーサー Ｍ． ミッチェル アジア開発銀行（ＡＤＢ）法務局長 

   ハミッド Ｌ． シャリフ 同副局長（法整備支援担当） 

   エヴェリン Ｎ． フィッシャー 同 上 …… ９

12:30～13:30 昼 食  

13:30～14:00 基調講演 

   「ラオスの司法改革と日本の支援」 

   ダヴォン・ワーンヴィチット ラオス最高人民裁判所副長官 ……１３

14:00～14:15 法整備支援レポート（インドネシアから TV 会議） 

   平石 努 在インドネシアＪＩＣＡ企画調査員，弁護士 ……１６

14:15～14:50 基調講演 

   「ドナー間における支援の相克と日本の支援の調整」 

   森嶌昭夫 （財）地球環境戦略研究機関理事長，名古屋大学名誉教授 ……１９

14:50～15:10 報 告 

   「法律情報の発信・自動翻訳に向けた取組」 

   松浦好治 名古屋大学法政国際教育協力研究センター教授 ……２４

15:10～15:25 休 憩 

15:25～15:45 報 告 

   「ＡＰＥＣ諸国・地域における債権回収手続の実情に関する研究会報告」 

   北川俊光 関西大学法学部教授 ……２７

15:45～16:05 報 告 

   「中国支援に向けた調査研究の現状」 

   布井千博 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 ……３０

16:05～17:20 質疑応答／自由討論 ……３４

17:15～17:30 総括及び所感 

   三ヶ月 章 元法務大臣，法務省特別顧問，東京大学名誉教授 

        （財）国際民商事法センター特別顧問 

         日本ローエーイシア友好協会会長 ……４５

17:30     閉 会 
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講演者紹介（順不同，敬称略） ※アジア開発銀行講演者については，資料に別添 
 

          竹
たけ

下
した

 守
もり

夫
お

 駿河台大学学長，一橋大学名誉教授 

                  JICA カンボディア「法制度整備」 

                  民事訴訟法部会長 
            （略歴） 
              1963 東京大学大学院博士課程修了（法学博士） 
              1990 一橋大学法学部長 
              1996 一橋大学名誉教授 
              1999 司法制度改革審議会（会長代理） 
                 駿河台大学学長 
              2001 法制審議会会長 
 

          Mr.Davone
ダヴォン

 VANGVICHITH
ワーンヴィチット

 

 ラオス人民民主共和国最高人民裁判所副長官 
            （略歴） 
              1973 ラオス，ビエンチャン王立法律行政大学法学部卒業 
              1973 ラオス，ビエンチャン第一裁判所判事 
              1984 アゼルバイジャン大学法学研究科修士課程修了 
              1986 司法省民事・家庭・経済部長 
              1990 最高人民裁判所副長官 
 

          平
ひら

石
いし

 努
つとむ

 在インドネシア JICA 企画調査員 
            （略歴） 
              1988 東京大学法学部卒業 
              1993 米国ペンシルバニア大学ロースクール法学修士課程 
              1994 米国ニューヨーク大学ロースクール法学修士課程 
              1994 米国ニューヨーク州弁護士登録 
              2000 東京弁護士会登録(東京青山・青木法律事務所) 
              2003 JICA 企画調査員(JICA インドネシア事務所) 
 

          森
もり

嶌
しま

 昭
あき

夫
お

 財団法人地球環境戦略研究機関理事長 

                  名古屋大学名誉教授 

                  JICA ベトナム民法改正共同研究会委員長 

                  JICA カンボディア「法制度整備」民法部会長 
            （略歴） 
              1958 東京大学法学部卒業，同学部助手 
              1968 米国ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学ﾛｰｽｸｰﾙ大学院修了(LL.M） 
              1988 名古屋大学法学部長 
              1996 名古屋大学名誉教授，上智大学法学部教授 
              1998 財団法人地球環境戦略研究機関理事長 
              2000 中央環境審議会会長 
 

          松
まつ

浦
うら

 好
よし

治
はる

 名古屋大学 

                  法政国際教育協力研究センター教授 
            （略歴） 
              1971 大阪大学法学部卒業 
              1971 米国エール大学ﾛｰｽｸｰﾙ大学院修了(LL.M） 
              1975 大阪大学大学院法学研究科学博士課程単位取得退学 
              1976 中京大学選任講師 
              1979 中京大学助教授 
              1982 大阪大学助教授，大阪大学法学研究科担当 
              1991 大阪大学教授 
              2000 名古屋大学教授，大阪大学教授を併任 
              2001 名古屋大学教授 
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          北
きた

川
がわ

 俊
とし

光
みつ

 関西大学法学部教授 

                  大江橋法律事務所弁護士 

                  国際経済法学会理事 
            （略歴） 
              1962 九州大学法学部卒業 
              1971 米国ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学ﾛｰｽｸｰﾙ大学院修了（LL.M） 
              1993 九州大学法学部・法学研究科教授 
              2002 東亜大学大学院総合学術研究科法学専攻教授 
              2002 大阪弁護士会登録(大江橋法律事務所) 
              2003 関西大学法学部教授 
 

          布
ぬの

井
い

 千
ち

博
ひろ

 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 
            （略歴） 
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写真”morishima”

入る 

第５回法整備支援連絡会議事録 
 

平成１６年１月２３日（金） 

１１：００～１７：３０ 

 

大阪中之島合同庁舎２階国際会議室 

 

開 会 

 

【司会（三澤）】  長らくお待たせいたしました。

ただいまから第５回法整備支援連絡会を開会いた

します。 

 私は法務省法務総合研究所国際協力部教官の三

澤と申します。本日の司会進行を務めますので，

よろしくお願い申し上げます。 

 まず，開会に当たりまして，法務総合研究所国

際協力部長田内正宏がごあいさつ申し上げます。 

 

田内正宏 

法務総合研究所国際協力部長あいさつ 

 

【田内】  おはよう

ございます。国際協力

部長の田内でございま

す。本日はお忙しい

中，また，お寒い中お

集まりいただきまして

誠にありがとうござい 

ます。法務省では，平成１１年から財団法人国際

民商事法センターなどの御支援を得まして，国際

協力機構との共催により本連絡会を開催してまい

りました。本年で５回を数える運びとなりました

が，１００名を超えるこれまでにない多くの方々

に御参加いただき，厚く御礼申し上げます。 

 さて，国際協力機構ＪＩＣＡの枠組みで行いま

す法整備支援は，平成６年度にベトナムの法律家

を日本に招いて国際研修を実施したことに始まり，

それから数えまして１０年が経過しております。

この間，我が国の法整備支援活動はカンボジアに

おける民法草案，民事訴訟法草案の起草を始め，

大きな成果を上げております。それらはいずれも

ここにお集まりの我が国を代表する学者，実務家

の皆様方の精力的な取り組みが生み出した成果で

あります。そしてまた，我が国の法整備支援の発

展も，これを支えてこられた皆様方の献身的な御

努力と御支援の賜物と思っております。改めて法

整備支援に対する皆様方の御努力に敬意を表する

次第であります。 

 今回の法整備支援連絡会は，お配りしたプログ

ラム記載の講演，報告等を予定しておりますが，

関係機関の行っております法整備支援活動を紹介

いたしまして，情報を共有するという目的に沿う

ものであるとともに，その他にもドナー間の協力

と連携というものがこの議論の中で一つのテーマ

として挙がってくるのではないかと思っておりま

す。 

 カンボジアでは，本日竹下先生から御講演があ

りますが，複数ドナーによる法整備支援作業，相

互間の矛盾抵触というものが指摘されております。

森嶌先生からもドナー間の支援の相剋と日本の調

整という御講演をいただく予定であります。 

 また，今回新たな試みといたしましてテレビ会

議システムを利用し，フィリピン・マニラにある

アジア開発銀行からその取組と連携につきまして

基調報告をいただく予定であります。 

 改めて我が国の法整備支援を見ますと，民法，

民事訴訟法等の各国の民事法制，民事訴訟制度の

基本となる法律に焦点を当てて，体系的でかつそ

の国の社会，経済情勢に適合した形での法整備支

援が行われてきたと思っております。しかも，こ

れを学者，実務家の皆様方の英知を集めて行われ

てきたというところが大きな特徴の一つだったと

理解しております。このような社会経済活動の基

本になるルール，そして訴訟の基本的なルール作

り，これを体系的なまとまりを持った形で行うこ

とは，他のドナーにはない日本の法整備支援の本

領を発揮している部分ではないかと思っておりま

す。 

 また，手前味噌でありますが，国際協力部では

ベトナムにおける国家司法学院という統一法曹養

成機関の設立を視野に入れまして，そのプログラ

ムや教材の改善に貢献しようとしております。そ

の内容といたしましては，成文法を前提に法律の

厳密な解釈に基づいた法律要件の発見と事実認定，

そして法律の事実への当てはめという法的三段論

法の積み重ねにより結論に至る思考過程をベトナ

ム側に伝えたいと思っているところであります。

これも成文法を基本といたします大陸法系の日本

が得意とする分野ではないかと思っております。

そのために最高裁判所司法研修所の御協力も得ま

して，既に現地セミナーを行うなど，日本の法曹

教育が培ってきたものをベトナムに移転するべく

活動を展開しているところであります。 

 法整備支援対象国の多くが大陸法系に属し，あ

るいはその大陸法系の色彩が強い中で，やはり同

じ法系統に属する日本が蓄積してきたもののうち，

伝えるべきものは多いと思っております。もちろ

ん，法整備支援の中身はこれらにとどまらず，

様々な領域における支援が要請されております。

援助国，援助機関にとりましても，支援対象国に

とりましても，法整備支援が多様化し複雑化する

ことは明らかであります。その連携や調整は今後

重要な課題となってくると思われます。 

 このような情勢に対応し，かつ効果的な支援を

実現していくためには，これまでの活動の成果や

問題点を率直に確認し，それらを踏まえて今後の

法整備支援活動の理念と方針を検討した上で，一

貫した活動を継続していく必要があると考えてお



 

ICD NEWS 第14号（2004. 3） 23

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 ・・・・・・・・・・・・・・・・

ります。 

 今回の連絡会はこれまでの法整備支援活動の成

果と問題点を踏まえ，今後の更なる連携と活動の

発展のための展望を得るものにしたいと考えてお

ります。幸い今回は現地で活躍されております長

期専門家を始め，国内外の各分野において御活躍

の方々に御講演や御総括を快諾いただきまして，

改めて厚く御礼を申し上げます。 

 本日の会議が活発で実り多いものとなりますよ

う，会場の皆様にも積極的に議論に御参加いただ

くことを心からお願い申し上げます。 

 最後に，本連絡会を御後援いただいた最高裁判

所，日本弁護士連合会，名古屋大学法政国際教育

協力研究センター，日本貿易振興機構，アジア経

済研究所，財団法人国際民商事法センターを始め

といたしまして，当部の活動に御協力をいただい

ている方々に対し深く感謝申し上げ，本連絡会が

我が国による法整備支援の更なる発展に貢献する

こと祈念いたしまして，私のあいさつといたしま

す。ありがとうございました。（拍手） 

 

佐藤幹治 

国際協力機構アジア第一部長あいさつ 

 

【司会（三澤）】  引き続きまして，国際協力機

構アジア第一部長，佐藤幹治様に開会のごあいさ

つを頂戴いたします。 

【佐藤部長】  おはようございます。ＪＩＣＡ

アジア第一部長の佐藤でございます。本日は法務

省，ＪＩＣＡ共催，そして最高裁，日弁連，名古

屋大学，日本貿易振興機構，国際民商事法センタ

ーの後援により，また，かくも多数の皆様方の参

加を得まして，第５回法整備支援連絡会の開催が

実現いたしましたことを大変喜ばしく思っており

ます。この場をお借りしまして，日ごろＪＩＣＡ

の途上国の協力事業に対する皆様方からの温かい

御理解と御支援に対しまして，心より厚く御礼申

し上げます。 

 ＪＩＣＡは法務省，最高裁，日弁連，国内各大

学，そして国際民商事法センター等の御支援を得

ながら，ベトナム，カンボジア，ラオス等のイン

ドシナ諸国を中心とする法整備支援を実施してお

ります。先ほど田内部長から詳しい御報告がござ

いましたが，最近はインドネシア及びウズベキス

タン，更にはモンゴル，中国が支援対象に加わ

り，活動が拡大するとともに，協力の内容につき

ましても新たな展開が生じております。 

 最初の法整備支援協力国でありましたベトナム

では，フェーズ３の協力として民法の大きな改正

にかかわる継続的支援のほか，法曹養成にも積極

的な協力を実施しております。カンボジアは間も

なくフェーズ２の協力の開始となりますが，いよ

いよ民法及び民事訴訟法両法案の立法化支援が本

格化します。本日はベトナム，カンボジア，両プ

ロジェクトに御尽力をいただいております森嶌先

生，カンボジアのプロジェクトにおいて民訴法部

会長として御尽力をいただいております竹下先生

より講演をいただきます。 

 ラオスでは，法曹養成や教科書，実務マニュア

ルの作成といった法律基礎インフラ整備の協力を

実施しております。本日はダヴォン・ワーンヴィ

チット，ラオス最高人民裁判所副長官より講演を

いただきます。また，インドネシアでは現在国家

開発計画の中で法による統治，グッド・ガバナン

スが最重要課題とされております。日本に対し司

法改革支援の要請がなされております。現在，今

後の協力の可能性が検討されておりますが，本日

はテレビ会議で現地より平石専門家の最新の報告

があります。 

 日本は明治以降の近代化の過程で大陸法を中心

に欧州の近代法を受容し，戦後は民主化を進める

中で英米法の影響を受けて独自の法整備を確立し，

今日の社会経済発展の基礎を築いてまいりました。

このような我が国の経験は市場経済化への変換を

急ぐ国々だけでなく，民主化を進め社会経済発展

のため法制度の改革を目指すアジア諸国等に今大

変強い関心が持たれ，日本の経験に根差した法整

備支援に対し国際的な期待がますます高まってお

ります。 

 ＪＩＣＡは２００３年１０月１日に独立行政法

人国際協力機構として生まれ変わりました。新生

ＪＩＣＡは国民の期待にこたえる組織として，事

業，組織の在り方を見直し，自己改革を今進めて

おりますが，ＪＩＣＡの改革の四つの柱につき簡

単に御説明させていただきます。 

 第一は，成果重視と効率性の見直しです。より

少ないコストでより質の高い事業ができるよう，

業務の方法や組織の体制を抜本的に見直しており

ます。第二は，経営及び事業の透明化です。ＪＩ

ＣＡの経営をガラス張りにするという方針のもと

に，各種事業の進ちょく状況や評価結果を積極的

に発信したいと思います。第三は，市民参加の推

進です。地方自治体，大学，ＮＧＯ関係者などと

協力し，草の根技術協力やボランティア派遣事業

など，市民レベルの国際協力を推進します。第四

は，平和構築，復興支援事業の強化です。カンボ

ジア，アフガニスタン等への支援の経験を活か

し，平和構築，紛争予防の観点から復興支援事業

を強化してまいります。 

 以上のとおり，ＪＩＣＡは今まで以上に日本の

ＯＤＡの実施機関として内外の関係機関の御支援

を得て，独立行政法人として主体的に中長期的な

援助戦略を策定し，それに基づく事業の計画，運

営，管理，そして評価も適正に行っていくことと

しております。 

 皆様も御存じのとおりＯＤＡ予算も大変厳しい

中，２００３年８月下旬に見直された新しいＯＤ

Ａ大綱の中でも，援助の基本方針の中で法整備支
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援に関してはこのようにうたわれております。

「良い統治，グッド・ガバナンスに基づく途上国

の自助努力を支援するため，これらの国の発展の

基礎となる人づくり，法制度構築や経済社会基盤

の整備に協力することは，我が国ＯＤＡの最も重

要な考え方である。このため開発途上国の自主性，

オーナーシップを尊重し，その開発戦略を重視す

る。その際，平和，民主化，人権保障のための努

力や経済社会の構造改革に向けた取り組みを積極

的に行っている開発途上国に対しては，これを重

点的に支援する」とうたわれております。ＪＩＣ

Ａといたしましても，ＯＤＡ大綱の中でもこのよ

うな形で法整備支援の重要性が述べられており，

ますます途上国からの本分野の協力を求められて

いる中で，この事業を世界の平和と発展に貢献

し，長期的な視点に立脚した真の国益を求める国

際協力として今後も積極的に協力していきたいと

考えております。 

 ＪＩＣＡの実施体制につきましてお話しします。

本年４月より，より計画的で効率的な事業を実施

するため種々の課題部を設置することを検討して

おります。法整備支援につきましても，従来地域

ごとに各地域部が対応していたものを，例えばガ

バナンスというような新しい課題の協力の枠組み

の中で，民主化支援，平和構築，人権保障などの

分野とも十分連携した重要政策支援として事業が

展開できる体制とすべく，今鋭意検討をしており

ます。 

 また，アジア地域等の経済統合支援，民間セク

ター開発等の新たな協力分野との連携のほか，Ａ

ＤＢや世銀，ＵＮＤＰ等の国際機関との協調につ

いても十分対応していく必要があると考えており

ます。 

 最後に，本日の連絡会におきましては法整備支

援の方策や，ＯＤＡ事業としての協力の在り方，

また，各ドナー間との連携の方策などにつき，是

非積極的な議論を深めていただきたいと思います。

本日の成果が実り多きものとなり，また，我が国

の法整備支援がますます発展していきますよう祈

念いたしまして，私のあいさつとさせていただき

ます。誠にありがとうございました。 

【司会（三澤）】  佐藤部長，どうもありがとう

ございました。 

基調講演 

「カンボジアにおけるドナー間協力の課題」 

竹下守夫 駿河台大学学長，一橋大学名誉教授 

 

【司会（三澤）】  それでは，これから基調講演

をいただきたいと思います。まずは竹下守夫先生

を御紹介いたします。 

 竹下先生につきましては改めて御紹介するまで

もございませんが，駿河台大学学長，一橋大学名

誉教授でいらっしゃいます。先生は司法制度改革

審議会会長代理，法制審議会会長等の要職をお務

めになり，法整備支援事業に関しては，ＪＩＣＡ

カンボジア法制度整備民事訴訟法部会長としてカ

ンボジア民事訴訟法起草の議論の牽引役であり，

まとめ役でいらっしゃいます。本日の先生の講演

の演題は「カンボジアにおけるドナー間協力の課

題」でございます。 

 では先生，どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

【竹下】  ただいま御紹介

いただきました竹下でござ

います。先ほどの田内部長の

お話にもございましたよう

に，今回の連絡会のテーマの

一つは，法整備支援のドナー

間の協力の問題ではないか 

思います。私はただいま御紹介いただきましたと

おり，カンボジア王国民事訴訟法案の起草支援事

業に関与しております関係で，そこで起こりまし

た各ドナー間の援助方針の齟齬抵触問題，コンフ

リクトの問題を具体例といたしまして，このドナ

ー間協力の課題について考えるところを申し上げ

たいと思います。 

 一つの開発途上国に対して複数のドナー国が支

援をする場合に抵触の問題が起こってくるという

ことは，私も昨年の連絡会で触れたところでござ

います。現在カンボジア王国では森嶌部会長を中

心とする民法典の起草支援と，私が責任者になっ

ております民事訴訟法典の起草支援作業が継続中

であることは，御承知いただいている方も多いと

思います。 

 現状は，２００３年，つまり昨年の３月初めま

でが第１期の支援事業でございましたので，民法

部会，民事訴訟法部会，双方とも法案を完成いた

しまして，昨年３月の期限にカンボジア側に引渡

しをいたしました。以後は民事訴訟法の点につい

てだけ申しますと，完成しました民事訴訟法案

は，現在閣僚評議会で審理中でございます。具体

的には，閣僚評議会の中の法律家委員会にかかっ

て検討されているという状況でございます。 

 ところが，昨年の８月になりましてカナダ政府

の支援を受けて，カンボジア商業省が中心になり

商事裁判所法案というものを作成しまして，それ

について，プノンペン在住のＪＩＣＡ長期派遣専
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門家である安田佳子弁護士に，これに対するコメ

ントを要請してくるという事態が起こりました。

商業省が中心となって商事裁判所法を制定すべく

作業中であるということは，実は昨年のこの連絡

会でどなたであったか忘れてしまったのですが，

私に対する質問をしてくださった方のお一人から

指摘されたところでございます。 

 当時，私どもが聞いておりましたのは，そうい

う動きが事実としてあるけれども，その商事裁判

所法の手続については民事訴訟法の規定を基本と

するということで，司法省側からはそのような情

報を提供されておりましたので，そのようにお答

えをしたと思います。 

 ところが，日本側にコメントを求めてまいりま

した商事裁判所法案を見ますと，広い意味でのコ

ンフリクトの問題があるということが明らかにな

りました。ただ，このコンフリクトは，単純に

我々の支援をしてまいりました民事訴訟法案の

規定と商業省がカナダ政府の支援を受けて作りま

した商事裁判所法案の規定とが正面から抵触する，

いわば食うか食われるかの関係にあるという抵触

ではございません。 

 こちらは一般法として民事訴訟法典の起草支援

をしたわけですけれども，示された商事裁判所法

案によりますと，特別裁判所として商事裁判所を

作る。その商事裁判所の裁判手続は，商事裁判所

法案自体に定められている外は，商事裁判所が定

める規則によるということになっております。ま

た，商事裁判所の事物管轄，どういう事件を扱う

かについても，その商事裁判所法案で決めるとい

って，これが非常に広範に及んでいるのです。 

 したがって，このまま商事裁判所法が成立する

と，民事訴訟法の方は成立しても，それが実際に

適用になる場面が非常に限定されてしまうと，そ

ういう性格の抵触問題でございます。つまり，二

つの法律は，その規定の上では別段矛盾するわけ

ではなく，その意味で両立しうるのですが，一方

が成立すると他方は実際上骨抜きになってしまう

という関係にあり，ここにこの問題の特色がある

わけでございます。これからドナー間の法整備支

援のコンフリクトという場合に，そういうものも

あり得るということを我々に知らせてくれる一つ

の重要な例ではないかと思います。 

 そのことについて，これから御説明をしてまい

りたいと思いますが，まずこの商事裁判所法案の

基本的な内容はただ今申したとおりでございます。

私どもの方といたしましては，自分達の支援で起

草した民事訴訟法案をディフェンスするだけでは

足りず，商事裁判所法案がそれ自体としていろい

ろな難点を含んでおり，そのまま法律として制定

させるのは妥当でないということを指摘して，こ

れを修正させないと支援をした目的を達しないと

いうことになるわけであります。本来であれば，

食うか食われるかの関係ではないわけですから，

こちらとしては自分たちの支援した民事訴訟法案

がそのまま法律になれば目的を達したことになる

はずなのですけれども，それでは実質的には目的

を達しないということになります。 

 そこで，他のドナー国の支援によって別に出て

きた商事裁判所法案自体に内在的に問題があると

いうことを指摘して，その商事裁判所法案の修正

を求めるということにならざるを得えません。私

どもが意識している重要な問題点は，レジュメ

（本誌連絡会資料１頁参照）に書きましたように，

第一は，この商事裁判所法案なるものはカンボジ

ア王国の憲法上いろいろ疑義があるということで

ので，そこに２点指摘してございます。 

 一つは，カンボジアの法律上，裁判官は司法官

職最高評議会，そこに書きました Supreme Council 
Magistracy というところの推薦によって，ロイヤ

ル・ディクリー，つまり勅令により任命するとい

うことになっております。ところが，この商事裁

判所法案では本来の Judge についてはその手続に

よるけれども，Associate judge，これは，陪席裁判

官を意味するものを考えられますので，そこでは

陪席裁判官という訳語を当ててございますが，こ

の Associate judge につきましては，司法官職最高

評議会が国王に推薦をする際に各省合同委員会の

意見に拘束されると定められております。 

 これも各省合同委員会と訳すのがよいかどうか

わかりませんが，an inter-ministerial commission と

いう英語の表現になっております。この構成を見

ますと，その中には商業省の代表，財務省の代表

というような行政機関の代表が入っているわけで

あります。陪席裁判官といえども司法権の行使の

担い手であることは間違いないわけでありまして，

司法官の任命に行政機関が関与をするということ

は，これはカンボジア憲法上疑義があるというの

が第１点であります。 

 第２点は，裁判所の規則制定権に関することで

あります。実はこの商事裁判所法案では裁判手続

についても規定を置いているのですが，具体的な

規定は１４条しかございません。私どもが支援を

しました民事訴訟法案では，強制執行を除いた，

本来の民事訴訟法に関する規定だけで３３３条と

いう非常に詳細なものでありますが，それに対し

て商事裁判所法案ではたった１４条しかない。な

ぜそれで第一審から上告審までの手続を記述でき

るかというと，商業裁判所には規則制定権がある

ということを前提にいたしまして，規則に譲ると

いう構成になっているからなのです。 

 これはカナダ政府が援助しているのですが，御

承知のとおり，英米法系の国では裁判所が規則制

定権を持つということが歴史的にも認められてま

いりましたし，現在それぞれの国の特別の議会の

授権法でそういうことが認められております。我

が国でも最高裁判所に規則制定権があるというの

は御承知のとおりでございます。 
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 しかし，これらの国でも，当然に裁判所が規則

制定権を持つというわけではないようでありまし

て，アメリカでは，現在では１９３４年の裁判所

に対する授権法に基づいて裁判所が規則を制定し

ておりますし，日本は御承知のとおり，憲法第７

７条で明確に裁判所は裁判手続等について規則を

制定する権限があると決められているわけであり

ます。 

 一方，カンボジア憲法上は，レジュメに５１条

という条文だけ挙げておりますが，カンボジア憲

法５１条３項では「すべての権力は国民に属する。

国民はその権力を国民議会，上院，王国政府，司

法機関を通じて行使する。」と定め，また第４項で

「立法権，行政権及び司法権は分立する。」と決め

ております。したがって，この憲法を前提にする

と，商事裁判所が規則制定権を持つということは

明らかに憲法に反する疑いが強いということにな

ります。さらに，最高裁判所には規則制定権がな

いのに商事裁判所にだけあるというのも，一国の

法体系としては明らかに矛盾をしているというこ

とになるわけであります。 

 そこで，先ほど申しましたように，この場合の

コンフリクトというものが単純に食うか食われる

かの関係でないところから，こういうところまで

立ち入って問題点を指摘せざるを得ないというこ

とになるわけであります。 

 直接に裁判手続に関する規定で申しますと，問

題点としてレジュメに具体例として三つばかり挙

げております。まず，商事裁判所法案では，当事

者の出廷権，Right to appear を定めておりますが，

これは申すまでもなく近代訴訟法の大原則であ

り，裁判を受ける当事者が必ず裁判所から審問を

受けるということを保障するとの趣旨に出たもの

と思われます。 

 ところが，商事裁判所法案３５条では，当事者

は本人又は代理人によって出廷することができる

ということが定められているだけでありまして，

それが手続上どういう形で保障されるのかという

ことについては，すべて規則に譲ることになって

いるのであります。 

 これに対して，私どもが支援して起草しました

民事訴訟法案では，まず総則の規定で審問請求権

を保障すると定め，またいかなる場合にも対審審

理の原則を貫くということをうたいまして，更に

具体的な手続のところで口頭弁論は必ず公開の法

廷で対審審理によって行い，その期日には双方の

当事者を呼び出す，と定めておりますので，実質

的にこの権利が保障されるという仕組みになって

いるわけであります。 

 また第二に，訴え提起の方式につきましても，

商事裁判所法案によりますと，規則で定めるドキ

ュメントを裁判所にファイリングする。それによ

って訴えが提起されると規定しているだけであり

まして，一体どういう文書，日本で言えば訴状に

該当する文書に何を書くのかは，この法案自体で

は一切分からないということになっております。 

 第三に最も問題なのは，商事裁判所の事物管轄

でありまして，これが大変広範であります。長く

なりますが，御理解いただくために申しますと，

まず，商人間のコマーシャル・トランズアクショ

ン（a commercial transaction），これは全部商事裁

判所の管轄である。ミクスト・コントラクト(a 
mixed contract)というのは，一方が商人で他方が非

商人の場合でありますが，そのミクスト・コント

ラクトの場合には，非商人が商事裁判所で審判を

受けることを求めるという場合には，商事裁判所

の権限に属するということになっております。 

 さらにネゴシアブル・インストゥルメント

（negotiable instruments），有価証券に関連するト

ランズ・アクションは全部商事裁判所の管轄に属

するし，コマーシャル・エンタープライゼス法

（Law of Commercial Enterprises），つまり会社法に

関する事件も全部商事裁判所の管轄。倒産事件も

そうであります。それから，バンキング・アンド・

ファイナンシャル・インスティテューション(Law 
of Banking and Financial Institutions)に関するもの

もそうであり，フォーリン・エクスチェンジ

(Foreign Exchange)に関する事件もそうでありま

ります。プロダクト・アンド・サービスのクオリ

ティー・アンド・セイフティー法に関する事件

(Law on the Management of Quality and Safety of 
Products and Services)，製造物責任関係事件，マリ

タイム・ロー(maritime law)もそうであります。さ

らには不正競争，あるいは無体財産法等々は全部

商事裁判所の管轄ということにされております。 

 しかも，これだけ広い管轄権を認めながら予定

しております商事裁判所はプノンペンに一つ設置

するだけで，他は巡回裁判によって処理をすると

いう構成でございます。一体こういうことで果た

してカンボジアの司法制度を国際的に信頼あるも

のとして構成することができるのかどうかは，当

然非常に疑問になるわけであります。 

 このような形で我々の支援した民事訴訟法案と，

広い意味でのコンフリクトを生じる商事裁判所法

案というものが示されたわけであります。 

 当然，ＪＩＣＡの現地事務所並びに長期派遣専

門家から，ただいま申しましたような問題点を指

摘いたしました。そこで，カンボジア政府側も調

整が必要であるということは意識しているようで

ありまして，この点について，現在その調整をし

ようとしているようではありますが，カンボジア

政府側といたしましては，閣僚評議会の中に２０

０２年６月１８日の勅令によって設置されました

法律司法改革審議会，レジュメに書きましたよう

に英文の表記では，Council for Legal and Judicial 
Reform ということになっておりますけれども，こ

こが中心になって調整をしようとしているようで

あります。 
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 現地ＪＩＣＡ事務所長あての長期派遣専門家の

報告書によりますと，昨年の１０月１３日にこの

委員会で，各国の支援により起草された法律案の

審議の優先順位を定め，さらに矛盾調整を図るた

めの第１回のワークショップが開催され，そこで

アクションプランをこれから作成していくという

ことが提案されているとのことであります。 

 さらに，１１月１３日にはＪＩＣＡの長期派遣

専門家と協議をしたいということで，この委員会

と長期派遣専門家の安田さんとの間で協議が持た

れました。そこでは，日本の支援によってできた

民法案，民事訴訟法案は最優先課題にするという

方針が示されたようでございます。今後は分科会

つまり，タスクフォースという言い方もあるよう

でございますが，そういうものをつくって民事訴

訟法案は民事訴訟法の分科会で審議をするという

方針であるということが伝えられたとのことであ

ります。 

 先ほど来申しておりますように，最優先課題に

位置づけられるということ自体は結構でございま

すけれども，それだけではこちらの目的は達しな

いというところに，我々の当面している問題の難

しさがあるわけであります。 

 このような状況の中でカンボジアの司法省はど

ういう動きをしているかというと，我々のカウン

ター・パートでありました司法省の作業部会は，

これまで商業省がそういう内容の商事裁判所法案

を作成しようとしていることについて情報を全く

提供されていなかったということで，司法省のワ

ーキンググループとしては是非その修正を求めて

いきたい。できれば自分たちが対案を出したいと

まで言っているそうであります。しかし，これ

は，カンボジア国内の政治の力関係で，果たして

司法省だけでそういうことが実現できるのかにつ

いては，かなり疑問があるように思います。 

 他方，世銀がこの問題に絡んでまいりまして，

世銀としては，ドナー会議を開催して，そこで世

銀がイニシアチブをとって調整をしようという動

きを示しているようであります。２００３年８月

１５日に世銀主催のドナー会議が行われたという

報告をもらっておりますが，その後も類似の動き

があったかもしれません。詳細は承知しておりま

せん。 

 日本側の対応でございますけれども，ＪＩＣＡ

の現地事務所は非常に迅速に対応してくれました。

２００３年１０月２８日付でＪＩＣＡの現地事務

所長により「商事裁判所法草案にかかる商業省及

び司法省への文書による申入れ」が行われました。

このレターの中で，商事裁判所法案の問題点，先

ほど申しました憲法上の疑義，それから具体的な

手続規定の問題点を指摘し，日本の支援でできた

民事訴訟法案を実際上骨抜きにしかねないもので

あるということについて，注意を喚起するとかな

り強い調子で申し入れをしていただいております。

また，これには，ＪＩＣＡの長期派遣専門家の安

田さんによる逐条的な商事裁判所法案に対するコ

メントが付されております。どの規定がどういう

問題を含んでいるかということについての大変詳

細なものであります。 

 これに対しまして，私ども民事訴訟法作業部会

はどういう対応をいたしているかと申しますと，

長期派遣専門家が昨年８月半ばに商業省からコメ

ントを求められた段階で，すぐ私どものほうに連

絡が参りました。安田さんから，民事訴訟法部会

として緊急に簡単なものでもよいから差し当たり

のコメントが欲しいと言ってこられましたので，

私どもとしましては，８月末までにとりあえずの

コメントを出して長期派遣専門家に送付いたしま

した。 

 それから，昨年末現地で開催されました特別の

ワークショップの際に，私自身もＪＩＣＡの現地

事務所の仲介により商業大臣，及び官房長官に会

う予定にしておりましたところ，現地事務所がア

ポイントメントを取っておいて下さったのですが，

恐らく事務上の手違いで，商業省次官には会うこ

とができませんでした。しかし，ソク・アン官房

長官には表敬訪問を致しまして，こちらの意図を

伝えてまいりました。さらに，現地事務所の力石

所長の示唆によりまして，商業省の次官に直接会

えなかったものですから，文書で我々の意見を改

めて提出するということにいたしました。意見書

の内容は，先ほど問題点として申し上げたことで

あります。日本語で書きました意見書を，現在Ｊ

ＩＣＡ本部のほうで英文に訳してくれております

ので，英訳が完成しましたら，今月中にも現地に

送って，現地事務所を介して商業大臣・次官，さ

らには司法大臣・次官，官房長官等にも，その意

見書を渡して貰う予定にいたしております。 

 こういう状況の中で，一体こういう問題が起こ

ってきたときにだれがどう対応するのがよろしい

のかということについての，私なりの感想的な意

見でございますが，意見を申し上げたいと思いま

す。先ほどＪＩＣＡの佐藤部長も引き合いに出さ

れました新ＯＤＡ大綱によりますと，その基本方

針の一つとして，「国際社会における協調と連帯」

という箇所があり，そこでは国際社会においては

「国際機関が中心となって開発目標や開発戦略の

共有化が進み，様々な主体が協調して援助を行う

動きが進んでいる。我が国もこのような動きに参

加して主導的な役割を果たすよう努める。同時に，

国連諸機関，国際開発金融機関，他の援助国，Ｎ

ＧＯ，民間企業などとの連携を進める。特に専門

的知見や政治的中立性を有する国際機関と我が国

のＯＤＡとの連携を強化するとともに，これらの

国際機関の運営にも我が国の政策を適切に反映し

ていくよう努める。」と言われております。 

 これは既に政府の方針として決まったことでご

ざいますが，私はこの方針は極めて適切であると
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思います。こういう時代でございますから，国際

機関が中心となって調整を図るということが一般

原則としては必要なのだろうと思いますけれども，

とりわけ国際機関の運営にも我が国の政策を適切

に反映させていくよう努めるというところが重要

でございます。申すまでもなく，国際機関が常に

そのメンバー国のすべての意見を公平に代表する

とは限らないし，また，代表し得るものでもない

ということを考えますと，単に国際機関であるか

らというので，その調整のみに任せておくという

ことは適切ではないと思います。 

 そこで，少なくとも我々の当面しているこのＪ

ＩＣＡプロジェクトにかかわる問題について言え

ば，一体今のような基本方針，大方針のもとでど

こが権限と責任を持って交渉に当たるべきかと申

せば，私は，やはりＪＩＣＡにその権限と責任を

もって頂くほかないだろうと考えているわけであ

ります。もちろん我々専門家グループと情報を共

有し，対処方針等について協議をしていただく必

要はあると思いますけれども，責任を持って交渉

に当たるのはやはりＪＩＣＡであろうと考えてお

ります。 

 それは，なぜかと言えば，第一に，もともとこ

の法整備支援事業はＪＩＣＡのプロジェクトであ

るからであります。第二に，より実質的には各ド

ナー国の支援事業相互の矛盾抵触の調整をどうい

う手段，方法によって行うのが最も有効適切か

は，言うまでもなく一律に決定することは困難で

あり，具体的場合の諸条件にかかってくるわけで

あります。しかし，相手国政府内の調整に向けた

作業の見通しとか，相手国のいかなる部門と折衝

するのが適切か，あるいは国際機関とどの程度連

携を図るべきか，我が国はドナー間調整にイニシ

アチブをとるべきかというような様々な，しかも

相互に複雑に絡み合った考慮事項についての具体

的な判断は，おそらくＪＩＣＡのみが適切になし

得るだろうと思うからであります。 

 このことは冒頭から申しておりますように，私

ども民事訴訟法作業部会の直面しているこのやや

特殊なコンフリクトについても同様であろうと思

います。その意味で，今回のＪＩＣＡ現地事務所

及びＪＩＣＡ長期派遣専門家，また，もちろんＪ

ＩＣＡ本部の対応は極めて迅速で適切なものであ

ったと，私どもとしては大変高く評価し，感謝致

しているところでございます。 

 では，我々の役割は何かということになります

と，専門家としての作業部会の役割はＪＩＣＡに

対してこのような折衝に必要な専門的な助言，意

見を提供するということを原則とすべきであろう

と思います。法整備支援事業を担当する専門家グ

ループとしての国内作業部会は対外折衝の責任を

負い得ないわけでありまして，したがってその権

限もないと考えるのが当然ではないかと思います。

現在我々が準備している意見書も，あくまでもこ

れはＪＩＣＡの行動を側面からサポートするため

の専門的意見という趣旨でございます。責任を負

わない者，あるいは負い得ない者が直接折衝に当

たるということはおそらくあり得ない話であろう

と思うのであります。 

 最後に，昨年この連絡会で私はカンボジアの法

整備支援のプロジェクトについての管理運営体制

という問題について，誠に失礼ながらＪＩＣＡの

当時の体制について批判的な意見を申し上げまし

た。そのことも一つの契機になったかと思います

が，その後ＪＩＣＡの体制が変更され，現在では

当時とは変わっております。それが今回の問題に

つきましても非常に迅速，適切な対応をしていた

だけることになった，少なくとも一つの重要な理

由であったのではないかと考えております。 

 カンボジアの法整備支援プロジェクトはこの２

００４年１月３１日に第２フェーズのための実施

協定を締結する予定とうかがっておりますが，今

後ともＪＩＣＡが現在の方針，体制で対処して下

さることを希望いたします。我々もその体制の中

で十分責任を果たしてまいりたいと思っているこ

とを申し上げ，少し時間を超過いたしましたが，

私の基調講演とさせていただきます。御清聴あり

がとうございました。 

【司会（三澤）】  竹下先生，どうもありがとう

ございました。先生はこの後，所用のためお帰り

になられます。そのため，大変残念ですが，先生

には午後の自由討論に御参加いただくことができ

ません。そこで，先生に御質問がおありの方は，

是非今のこの機会にお話しくださいませ。なお，

お話しになる場合にはお手元のマイクをオンにし，

お話が終わりましたらオフにしていただきますよ

うお願い申し上げます。 

【竹下】  ちょっと参加者の皆様の御了解を得

ておくべきことを申し上げるのを失念しましたの

で，補足させていただいてよろしいですか。実は

本日この基調講演をお引き受けすることは昨年の

秋からお約束をしていたのでございますけれども，

その後事情の変化がございまして，本日は，これ

から直ぐに東京に帰らなくてはならないというこ

とになりました。本日の法整備支援連絡会の主催

者である法務総合研究所及びＪＩＣＡの関係者の

皆様はじめ参加者の皆様には大変失礼でございま

すが，御了解下さいますようお願い申し上げま

す。おくればせながらおわびを申し上げたいと思

います。 

【司会（三澤）】  どうぞ。 

【鈴木】  立命館アジア太平洋大学の鈴木と申

します。少しお聞きしたいのですが，いわゆるカ

ナダの専門家が商事裁判所法を提案したというこ

とですが，カナダは英米法の国だと思いますけれ

ども，英米法では法の支配のもとで特別裁判所は

認めないという考え方があると思います。カンボ

ジアでは，一つの最高裁のもとで商事裁判所を造
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って，そして民事裁判所を造るのですから，構わ

ないというふうにカナダの人は思ったということ

でしょうか。それとも，ケベックみたいな考え方

があって，特別裁判所を造ってもいいのではない

かということを考えたのでしょうか。そのどちら

のほうに属するのでしょうか。お聞かせ願いま

す。 

【竹下】  カナダ政府とカンボジアの商業省と

の間でどのようなことが話し合われたのかにつき

ましては，私どもは全く存じませんが，この商事

裁判所法は第一審の裁判所として位置づけられて

おりますので，商事裁判所の管轄に属する事件も，

第２審以上は一般の裁判所構成法上の高等裁判所，

最高裁判所の管轄に属することになります。ある

いはそういうこともあって，こういう一種の特別

裁判所，第一審限りの特別裁判所を設置しても差

し支えないという判断をされたのかもしれません。

あるいは，御承知のとおり，旧宗主国であるフラ

ンスには商事裁判所がありますから，カンボジア

側の意識では，それに倣おうとしたのかもしれま

せん。 

 ただ，先ほど申し上げたことからすぐお分かり

になるとおり，カンボジア政府としましては，外

資を呼び込むために投資家保護という観点から非

常に広範な事件を商事裁判所の管轄として，おそ

らく裁判官なども一般の裁判所とは違う，言って

みれば質の高い裁判官を集めて対外的な信用を得

たいというのが基本的な動機だと思います。 

 これも申し忘れましたが，私どもも，したがっ

て商事裁判所というものをカンボジア政府が設置

すること自体には一切反対はしない。それは政策

だから，結構であるが，問題は手続とその管轄

で，その点について問題点の指摘をしていると，

そういう状況でございます。 

【司会（三澤）】  よろしゅうございましょうか。 

 それでは，他に質問がある方，どうぞ挙手を願

います。よろしくお願いいたします。 

【松浦】  名古屋大学の松浦でございます。先

生のお話でもう少し御説明いただきたいのは，法

律案がカンボジアで出てきたときに，様々な省庁

が起草してくる法律案が相互に共有されるという

システムはどの程度あるのか。全くないと考えた

ほうがいいのか，それとも断片的に存在するのか

といったあたりを，もう少し御説明いただけない

でしょうか。 

【竹下】  一般的なことは存じないのですが，

法令上は先ほども申しました，Council for Legal 
and Judicial Reform，ここの権限の一つとして，そ

ういう法令相互間の調整をするということも含ま

れております。したがって，おそらくカンボジア

政府の体制としては，各省庁がここへ法案を持ち

込んで，ここで調整をするという建前になってい

るのだと思います。 

 この商事裁判所法案について言いますと，先ほ

どはそこまで触れなかったのですが，やや我々に

とって困った事態として，この法案に商業省の担

当次官と司法省の二人の次官のうち一人が署名を

しているという事実があります。司法省内部の意

思連絡の悪さとか同じ司法次官でも一人は人民党，

いま一人はフンシンペック党というような，種々

の事情からこのようなことが生じたのかもしれま

せん。司法省でも問題になったらしいのですが，

署名をした御本人は，自分自身も具体的な内容に

ついては知らなかったと言っているということで

ございます。 

【新美】  省庁間の調整については，このカウ

ンシルではなくて省庁間会議というのがありまし

て，それをスーパーバイズするのがこの改革評議

会であります。省庁間の調整会議の前提として法

律家委員会というものがあります。これは閣僚評

議会の中に用意されておりまして，法律専門職が

法案の具体的な中身について検討するということ

です。それをもとにして，省庁間会議におけるス

テアリングをこの法律家委員会で行うということ

になっています。 

 先ほど竹下先生がおっしゃったように提出され

ていて，今リーディングされているというのは，

この法律家委員会で現在始めようという，タスク

フォースが用意されて，始められようとしている

と私は情報を聞いております。ですから，改革評

議会はもっと大きな大所高所の方針決定とうかが

っております。 

【竹下】  補足をして頂きありがとうございま

した。省庁間会議というものがあるのかもしれま

せん。それはどういう法令的根拠・位置づけに基

づくのか存じませんが，私はこの Council for Legal 
and Judicial Reform の性格・権限について現地の長

期派遣専門家に問い合わせをいたしました。その

結果，この Council の根拠法令は，２００２年６

月１９日付けのロイヤル・ディクリーであり，こ

の Council の「責務と使命」については，このロ

イヤル・ディクリー４条によってサブディクリー

で定めるとされ，さらに同年８月２１日付けのサ

ブディクリーでは，Council の責務及び使命の中

に「司法にかかる各省及び機関並びにその他のリ

ーガル・アンド・ジュディシャルリフォームに関

係する機関の活動を調整すること」「国家及び国

際機関の援助を得るための関係創設及び調整を行

うこと」をも含めているとの回答を得ております。

したがって，このカウンシルの責務の一つとし

て，そういう省庁間の調整をやっていることは間

違いないと思います。 

 これの下になるのかどうかわかりませんが，具

体的には法律家委員会というのがあって，そこが

審査をしているということは，先程私も申しまし

たとおりです。 

【司会（三澤）】  よろしくお願いいたします。 

【金子】  神戸大学の金子と申します。世銀が
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調整に乗り出しているというお話でございました

が，世銀自身が投資家利益の擁護という方針で，

カンボジアのみならず近隣諸国におきまして特別

裁判所の設置，あるいはＡＤＲの促進ということ

を掲げていると理解しております。例えばタイ，

インドネシアといった近隣諸国でも既に世銀の指

導のもとで特別裁判所を設置して，全く同じよう

に大変広範な商業関係の管轄を集中する傾向があ

るということです。それは投資家の利害として現

地の裁判所は信用がならないので，迅速効率的な

特別の裁判所を造ってくれということが世銀自身

の方針としているように理解しております。そう

だといたしますと，世銀の調整というのは，結局

カナダの法案と一枚岩の方向が見えてくるのでは

ないかという懸念がございますけれども，先生は

どのように御覧になっておられるでしょうか。 

【竹下】  世銀の人自体に私はお会いしたこと

がないのでわかりませんが，ＪＩＣＡの現地事務

所，長期派遣専門家の話を聞きますと，カンボジ

アにおける世銀の代表の動きには，日本側として

はかなり疑問を持っている，懐疑的であるという

印象をもちました。また世銀の代表自身も自分は

法律家ではないと言っていると聞いております。 

 したがって，これはＪＩＣＡのほうの方針で私

がとやかく申すことではございませんけれども，

おそらくＪＩＣＡの方針としては世銀の調整にそ

のまま唯々諾々と従うというつもりではないだろ

うと思います。 

【司会（三澤）】  たくさん質問がおありかと思

いますが，時間の都合もございますので，これで

竹下先生の御講演を終了いたしたいと思います。

竹下先生，どうもありがとうございました。（拍

手） 

【竹下】  失礼いたします。 

（ 休   憩 ） 

基調報告 

「アジア諸国におけるＡＤＢの法整備支援活動 

とその連携について」            

アーサー M．ミッチェル 

アジア開発銀行（ＡＤＢ）法務局長 

ハミッド L．シャリフ 

同副局長（法整備支援担当） 

エヴェリン N．フィッシャー，同上 

 

【司会（三澤）】    それでは，次に，ＡＤＢ，ア

ジア開発銀行，アーサー Ｍ. ミッチェル氏，ハミ

ッド Ｌ. シャリフ氏，エヴェリン Ｎ. フィッシ

ャー氏による基調報告に移りたいと思います。本

日は，フィリピンＡＤＢ本部とテレビ会議システ

ムで接続しております。 

 ミッチェル氏は，ＡＤＢの法務局長でいらっし

ゃいますし，シャリフ氏とフィッシャー氏は，法

務局副局長であり，法整備支援を担当しておられ

ます。ですから，特にミッチェル氏は，京都大学

大学院で日本の政治学を研究なさったこともあり，

大変な知日家でいらっしゃいます。そこで，本日

は，このお三方に，アジア諸国におけるＡＤＢの

法整備支援活動とその連携について御報告をいた

だきたいと思います。なお，本日は，通訳を用意

しておりませんので，その点は御了承いただきた

いと思います。 

【司会（三澤）】    Good morning, Mr. Mitchell, Mr. 
Sharif and Ms. Fischer.  Could you hear me? 
【ミッチェル】    Yes, we can hear you. 
【司会（三澤）】    My name is Misawa, an attorney 
of the Ministry of Justice, Japan.  I am the presenter 
of this conference.  Nice to meet you. 
【ミッチェル】    It’s nice to meet you.  Thank 
you. 
【司会（三澤）】    We appreciate your participation 
in this conference and we are interested in your 
presentation and ADB’s activities, because we think 
the cooperation or coordination among donors is 
becoming more important.  I have already introduced 
you to the audience in Japanese.  So would you start 
your presentation? 
【ミッチェル】    Yes, we will.  Thank you.  I’d 
like to mention that I agree with you that the 
coordination among donors is very important. 
    I’m going to take a few minutes to give you a 
brief overview of the directions in which we are going, 
and then Mr. Sharif will give you more specific details 
about our activities throughout the region, and Ms. 
Fischer will focus on Vietnam and Cambodia. 
    The ADB has been involved in law and policy 
reform for seven to eight years.  We have a great deal 
of experience now throughout the region.  Currently, 
we are in the process of trying to distill the lessons 
that we have learned through this experience. 
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    We have discovered that our interventions 
involve civil society, the government as well as the 
private sector, and, in particular, the intersection 
between those three spheres of activities.  It can take 
place, for example, between the government and the 
private sector through the reform of local laws in 
China, involving the WTO accession and compliance.  
Another intersection might be between civil society 
and the government concerning reforms that are 
necessary in order for citizens to obtain access to 
justice.  We have a very large program in Pakistan 
that deals with all sorts of issues. 
    We will propose new interventions that will focus 
specifically on the nexus between these various 
spheres and try to determine: Which are the best kinds, 
the most effective types of interventions for 
multilateral development banks, such as the ADB? 
    Now I’d like to turn over to Mr. Sharif to give 
you a few more concrete examples. 
【シャリフ】    Thank you very much.  I would 
like to inform you about how the ADB, as a 
development bank, got started in law and policy 
reform and the sorts of activities it has been 
supporting. 
    The ADB’s interventions go back to its Policy on 
Governance that was adopted in 1995.  In the 
aftermath of the governance policy, the main focus of 
ADB’s law and policy reform activities was basically 
on supporting and enabling environment for a market 
economy. 
    As the ADB sees economic growth as the driver 
of poverty reduction, it is very important to support 
the market economy.  For this purpose a lot of 
technical assistance has been provided to enable 
developing countries of Asia to put in place basic 
market laws, such as insolvency law, secured 
transaction law, company law, improvement in 
banking law, etc. 
    Examples of this are: in Mongolia. ADB has also 
supported, development of capital market; in Pakistan, 
the Philippines and Indonesia, and in the Kyrgyz 
Republic a very significant program to strengthen 
corporate governance has been supported by ADB. 
    However, as the ADB in 1999 re-engaged with 
poverty as the main overarching goal of its operations, 
the ADB’s law and policy reform activities also began 
to support a more equitable economic growth.  This 
has led to many new initiatives and many new areas in 
which we now operate. 
    An example of this is the support to increase the 
availability of information to citizens.  In many 
countries, not even the basic laws are available and 
ADB has played a key role in enabling developing 
countries to disseminate information, particularly legal 

information like laws and court decisions, to their 
citizens. 
    ADB has also had to get involved in much 
broader issues of access to justice.  By this I mean 
looking at the relationship between citizens and 
institutions of the state that are in charge of service 
delivery.  This has been a focus particularly in 
countries where ADB is supporting decentralization 
programs — for example, currently in Pakistan, 
Indonesia and the Philippines.  When you look at 
service delivery, it’s important to appreciate that the 
bureaucracy lies at the center of this service delivery.  
And, in a sense, a lot of dispensation of justice takes 
place at this level.  Therefore, there is a need to look 
at government procedures, working of bureaucracies 
and ways to make the bureaucracy more accountable 
to citizens.  This means that we have supported 
internal grievance procedure mechanisms and what 
lawyers understand as broad interventions in the 
development of administrative law. 
    The third area on which I’d like to focus relates 
to some regional initiatives that the ADB has 
supported.  In the aftermath of the 1997 economic 
crisis, ADB provided support for the insolvency and 
secured transaction law reform in developing countries 
affected by the contagion.  This has led to regional 
workshops, development of common principles for 
insolvency and secured transaction law reform.  In 
fact, in many countries such as Vietnam, Sri Lanka 
and Bangladesh, ADB is actively involved in 
supporting secured transaction law reform. 
    The second regional initiative to which I’d like to 
draw your attention is the area of legal empowerment.  
Again, this means looking at legal and judicial reform 
from the perspective of access to justice issue.  In the 
context of legal empowerment, we have looked at 
different mechanisms that can be used to strengthen 
citizens’ engagement with the government and legal 
institutions.  We have looked at the ways in which 
development projects can incorporate features that will 
enable citizens to get better service delivery. 
    The third regional initiative to which I would like 
to draw your attention is judicial independence.  In 
the summer last year, ADB held a major seminar on 
judicial independence that was attended by many chief 
justices, law ministers and members of civil societies 
from many developing countries.  The final study 
report is now available on the ADB website. 
    I would like to stop here and hand over to my 
colleague, Eveline Fischer.  She will speak about 
ADB initiatives in the Mekong and Southeast Asia.  
Thank you. 
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【フィッシャー】    Good morning.  I would like 
to focus, in particular, on two projects that ADB has 
been involved in Vietnam and Cambodia. 
    The project in Vietnam was a technical assistance  
project for the retraining 
of government legal 
officers.  It was a large 
program for ADB; it 
took several years to 
deliver and required S$1 
million. 
    The thing that we wanted to achieve with this 
program was to change the mindset of Vietnamese 
lawyers, rather to change their way of thinking about 
legal issues.  The problem was that, before, in the 
law schools in Vietnam there was purely lecturing and 
there was a rote mode of learning.  People did not 
learn how to actively analyze issues and how to find 
solutions themselves.  Then what happened was that 
lawyers, when they were confronted with a real 
problem and they did not have their teachers next to 
them, they were unable to come up with a solution by 
themselves, and this was what we wanted to change 
through this program. 
    What we did was, first, to have a six-month 
program to train trainers.  We wanted this to be a 
program delivered by Vietnamese in Vietnamese to 
Vietnamese.  Therefore, first the government selected 
a number of trainers who were already trainers or 
teachers at the law school in Hanoi, who had sufficient 
level of English; they underwent additional English 
training and after that they went to Melbourne 
University Law School, where they were trained in 
adult-teaching methodology, legal skills development 
and some specific substantive law subjects.  After 
that, they went back to Vietnam and delivered ten 
courses of three months each in Vietnam. Under this 
program 1,000 Vietnamese lawyers were trained. 
    Now, as I mentioned before, one of the special 
values of this program was that new teaching 
methodologies were applied.  The way the 
Vietnamese teachers taught their students was through 
dialog, role plays and moot court exercises.  Of 
course, there were lectures on certain subjects but it 
was intermingled with the dialog method.Ａafterwards, 
when we went around and checked with the 
participants of all these training courses, we were told 
that what really made a difference for them and what 
they really liked about the program was the fact that 
during the courses they were not passively absorbing 
knowledge, but they were immediately forced to use it 
in the classroom. 
    I’ll stop here about this program, except for one 
last point I’d like to comment about this program: that 

the Vietnamese really took it over and now it is 
institutionalized in the Vietnamese system; they have 
their schools that continue delivering similar courses. 
    Now, a few words about Cambodia where we 
have been working on a technical assistance program 
for the implementation of the land law.  This program 
consists of three components.  First one is drafting 
implementing decrees; second is the training of 
persons who implement the law; and the third is public 
awareness-raising, helping people to obtain the right 
that they are entitled to under the land law. 
    About the drafting component, what is quite 
important is the process being involved.  Rather than 
foreign consultants coming in, as happens so often, 
who draft legislation, drop it and go away, this has 
been a very interactive process involving the 
Cambodian counterparts. 
    Moreover, we are not only looking at the law; we 
are also looking at: How does it fit into the need of 
Cambodia and into the overall policy environment?   
What happens is, we start with listing policy issues 
that should be included in the sub-decrees.  This is 
done through discussion with the Cambodian 
counterparts.  Then, a policy paper is developed.  
The next step, also very important, is public 
consultation to receive written and oral comments 
from all stakeholders.  Subsequently, a draft of 
sub-decrees consistent with the policy paper is 
developed, and then there is another round of public 
comments and another round of revisions 
incorporating public comments.  Finally the draft 
gets approved and submitted to the Council of 
Ministers.  Therefore, it is a very interactive program 
seeking the feedback from as many stakeholders as 
possible. 
    On the public awareness component, I would like 
to mention that we have worked with actors who have 
produced a video to make the land law come alive for 
the general public.  These videos are shown on TV in 
Cambodia and there have been numerous reruns.  
The general public can see, through a drama that is an 
interesting show to look at, how the law actually 
works and what they should do in order to register 
their rights. 
    I think we are running Out of time, so I will stop 
here. 
【司会（三澤）】    Thank you very much for your 
informative presentation. 
    Could I start Question and Answer Session? 
 それでは，質疑応答に入りたいと思います。先

ほども申し上げましたが，本日は通訳の用意がご

ざいません。また，私の英語も大変怪しゅうござ

いまして，御質問の趣旨を正確にお伝えする自信

が全くございません。それで，是非質問者の方に



 

ICD NEWS 第14号（2004. 3） 33

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 ・・・・・・・・・・・・・・・・

は御自身で，英語で質問をお願いいたしたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

【森嶌】    My name is Morishima.  May I raise 
two questions?  First, I’d like to ask you, how much 
is the budget for the legal assistance program in 
general, the ADB budget for the legal assistance 
program per year?  That is my first question. 
    Secondly, in the Japanese legal assistance 
program in Cambodia, we are now drafting the civil 
code — probably everyone knows about that.  Of 
course, civil code has some relationship — not only 
some — a very intimate relation with the land law.  
So we would like to talk with the ADB staff about the 
land law and the civil code in the very near future.  
Can we discuss this matter?  Since time is very 
limited, I have no time to discuss in detail substantive 
matters, but are you prepared to discuss the matter 
with us?  That is my second question.  Maybe the 
second one is just a request. 
【ミッチェル】    On the first question, I’m going 
to ask Hamid Sharif to respond, and then Eveline will 
respond on Cambodia. 
【シャリフ】    On the budget, let me say that we 
don’t have any budget specified as such for law and 
policy reform activities.  What happens in fact is that, 
as part of country strategies, our regional departments 
engage in a dialogue with the country concerned.  
And then, if a county is interested in pursuing law and 
policy reform, our staff will speak to them about 
possible assistance that ADB can provide.  That 
assistance usually begins in the form of technical 
assistance and ranges from 150,000 to even 1 million 
or more.  This may result in a loan.  Again, the size 
of the loan will depend on the demand of the country 
in question.  So far, we have only made one 
stand-alone loan for law and policy reform, but we do 
have, in many loans, components that focus on law 
and policy reform.  And again, the size of these 
components varies according to the demand from the 
country involved.  Thank you. 
【フィッシャー】    Regarding the second question 
on the civil code and the land law in Cambodia, I’m 
very well aware of the issues that are on the table and I 
would be delighted to discuss it at length at some other 
occasion.  So, let’s keep in touch on that. 
【森嶌】    Okay.  Thank you very much. 
【司会（三澤）】    他に御質問がおありでしょう

か。矢吹先生，お願いいたします。 

【矢吹】  My name is Kimitoshi Yabuki.  I’m the 
director of the Office of International Affairs of Japan 
Federation of Bar Associations.  Our federation, the 
JFB, has involved in the training of lawyers in 
Cambodia for several years.  Through that experience 
I have one question. 

    Financial institutions, like World Bank and ADB, 
are very often in the center of coordination of donor 
organizations.  My question is, how can you 
coordinate your two laws?  The first law is the law 
for a financial institution; the second one is the law as 
a supporting organization of developing countries.  
You always discuss poverty reduction or human rights.  
However, what financial institutions have done and 
focused on so far are finance-related laws, like secured 
transaction law, arbitration law or bankruptcy law 
which require to be effected expeditiously.  In my 
experience, I got an impression — if my impression is 
not correct, please correct me - that financial 
institutions put importance on the speed and certain 
types or areas of law as I mentioned earlier, and do not 
finance the training of legal professionals.  However, 
in developing countries, assistance in many areas, 
such as the training of legal professionals, needs 
certain period of time.  For example, in Cambodia, 
Japan and France have worked on the training of 
judges and lawyers, but ADB has not been involved in 
the training of such professionals.  So, my question 
is: How have you coordinated your laws, laws of a 
financial institution and laws for coordinating human 
rights and donors in such countries?    
【フィッシャー】    Thank you very much.  I 
think there is a misunderstanding that ADB is only 
focusing on the legislation in the financial area.  For 
instance, the land law in Cambodia is a quite different 
area and we are not only involved in the legislation in 
that area, but also in the training.  Under this program, 
for implementing the land law, we have developed a 
training book, which is now being used in the royal 
school for judges and prosecutors. 
    So, we are focusing on quite different subject 
matters.  I hope that that answers your question. 
【森嶌】    May I interrupt you?  Morishima again.  
For the training, are you providing loan or you provide 
just free training courses?   
【フィッシャー】     We are not providing a 
separate loan for training.  We do provide technical 
assistance. 
【森嶌】    By yourself?  In that case, as a financial 
institution, are you allowed to provide such service to 
the developing countries?  That may be his question. 
【フィッシャー】     ADB provides the funds, 
which are used to pay for external consultants selected 
by ADB in consultation with the government 
concerned. ADB staff work closely with the 
consultants. 
【野口】    May I add one thing...?  野口ですけれ

ども，今出てきている言葉の中で，テクニカルア

シスタントというのは，グラントで，返さなくも

いい金のことです。ローンのほうは，１０年とか
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２０年とかをかけてバロアのほうが返す金です。

それで，ADB の場合は，このＬＰＲのプロジェク

トの大半は，グラントのテクニカルアシスタント

でやっていますけれども，先ほどハミッドが説明

しましたように，パキスタンの関係では，access 
to justice のローンなどがあると。これは別の形態

であります。 

【司会（三澤）】  矢吹先生，よろしゅうござい

ましょうか。 

 それでは，時間の関係もございますので，午前

の部を終了いたしたいと思います。 

  Thank you very much for your participation in 
spite of your tight schedule.  I sincerely appreciate 
you, Mr. Mitchell, Mr. Sharif, Ms. Fischer and Mr. 
Noguchi.  Thank you very much. (拍手) 

 それでは，これで午前の部を終了いたします。

これから昼食の休憩に入ります。午後の部は１時

３０分より開始いたします。その時刻までにこの

会場にご参集ください。 

 それでは，これにて午前の部を終了いたしま

す。ありがとうございました。 

（ 休  憩 ） 

 

基調講演 

「ラオスの司法改革と日本の支援」 

ダヴォン・ワーンヴィチット 

ラオス最高人民裁判所副長官 

 

【司会（三澤）】  それでは，時間が参りました

ので午後の部を開始いたします。 

 午後はまず，ラオス最高人民裁判所ダヴォン・

ワーンヴィチット副長官より基調講演をいただき

ます。ダヴォン副長官は，現在ラオス法整備支援

プロジェクトの一環である判例集改善等のために

来日中です。ダヴォン副長官のほかに数名のラオ

スの法律家の方々が現在来日中でいらっしゃいま

して，本日後方のブースにてダヴォン副長官の講

演をお聞きになっていらっしゃいます。 

 ダヴォン副長官の講演の演題は「ラオスの司法

改革と日本の支援」でございます。本日，ラオ語

と日本語の通訳を名古屋大学の瀬戸裕之氏にお願

いしてございます。それでは，ダヴォン副長官，

よろしくお願いいたします。 

【ダヴォン】  会場の敬愛する皆様，そして日 

本の皆様こんにちは。私

はこの度セミナーに参

加し，日本の皆様と意見

を交換する機会を得ら

れたことについて，ラオ

ス人民民主共和国から

の研修員を代表して，心 

から感謝の意を表したいと思います。 

 この度のセミナーは重要なテーマのもとに行わ

れております。我々はこのセミナーをグローバル

化の時代にラオスの法制度を発展させるための貴

重な教訓を得る場であると感じております。さら

に，この度のセミナーの主催者，とりわけ日本の

法務省法務総合研究所に対し，我々に，日本の皆

様から直接よい経験及び実践を学ぶための機会を

与えてくださったことについて，感謝の意を表し

たいと思います。 

 我々は日本で得た経験及び実践をラオスに持ち

帰り，法務に関する本，例えば検察官マニュア

ル，民法や商法の教科書，判例集などの今回のセ

ミナーで得た知識を基に作られた本の作成を実現

させるために，それらの知識を応用していきたい

と考えております。 

 私の時間は限られております。そのため，大き

く二つの部分についてお話ししたいと思います。

すなわちラオスにおける法整備と日本からの支援

であります。初めに，ラオスにおける法整備につ

いて御説明します。まず，ラオスにおいて憲法及

び法律が制定される以前のことについて御説明申

し上げます。１９８６年にラオスは改革路線を開

始しました。すなわち外国との関係を開放し，計

画経済を市場経済へと転換して，法律によって国

家及び社会を管理するという路線を実行しました。
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その実行の手段として法律及びその他の法令は最

も必要なものであると言えます。１９８９年の終

わりごろに，刑法，刑事訴訟法，人民裁判所法，

検察庁法などの法律が第２期最高人民議会によっ

て採択され，国家主席令によって公布されまし

た。憲法については１９９１年８月１５日に公布

されました。これらは，国の経済，社会を管理す

るために憲法及び法律が制定され，真に市民の権

利が保障されるようになった歴史上重要な出来事

であります。 

 次に，憲法及び法律が制定された後について御

説明します。憲法の制定以降の司法機関，すなわ

ち人民裁判所と人民検察庁に関して御説明します

と，それらの二つの機関が分離独立した機関とな

りました。かつては，最高人民裁判所と人民検察

庁は司法省の中に置かれており，司法大臣が一人

でこれらの職務を担当しておりました。この時期

における裁判所制度について御説明しますと，最

高人民裁判所，地方人民裁判所，これには県レベ

ルの人民裁判所と郡レベルの人民裁判所が含まれ

ます，並びに軍事裁判所によって構成されており

ました。 

 そこで重要なことは，それぞれの法廷が裁判官

１名と人民参審員２名によって構成されていたこ

とであります。このような人民参審員制度は１９

９１年１２月まで行われておりました。しかし，

その後廃止されました。というのも，人民参審員

に不備があったからであります。例えば，各人民

が自らの機関や工場での自らの仕事があるために，

定期的に裁判所で人民参審員としての職務に就く

ことができず，事件を検討する時間があまりない

上，法律面の知識が限られていたために，事件の

審理において困難を引き起こしていたからであり

ます。 

 次に，その時期において裁判所及び検察庁で働

いていた人材について御説明したいと思います。

彼らの多くは１９８５年に設立された，ラオスで

唯一の法曹養成機関である中級法律学校を卒業し

た法律家であり，まだ若く，経験も豊富ではあり

ませんでした。そのため初期における任務の実行

において多くの失敗を避けることはできませんで

した。ともあれ全国の人民裁判所は継続的に判決

を行うことができ，多くの事件において紛争当事

者に対し正義を実現してまいりました。また，あ

る一定のレベルにおいて法律に違反する行為を制

限してまいりました。 

 立法についてですが，行政，経済，文化，社会

及び天然資源の分野に関して管理するための明確

な法律が制定されてきました。例えば政府法，事

業法，教育法，土地法，農業法，森林法などであ

りまして，それらすべてを合わせてこれまでに約

５０の法律が制定されてきております。 

 ラオスの経済社会状況が発展してきていること

に伴い，また，ラオスと国際社会との結びつきが

ますます強くなってきていることに合わせまして，

２００３年の５月に憲法を改正し，そのほかに幾

つかの新しい法律を公布しました。 

 次に，憲法を改正して以降の法律の公布状況に

ついて御説明します。人民裁判所に関する憲法改

正の内容に基づきまして，人民裁判所制度に控訴

裁判所が新たに加えられました。また，必要な場

合に応じて国会常務委員会の決定に基づき部門別

の特別裁判所を設置できることになりました。 

 また，改正された憲法の第８０条におきまして

は，最高人民裁判所は国家の最高裁判機関である

と定めております。最高人民裁判所は，すべての

級の裁判所及び軍事裁判所の司法行政を行い，す

べての裁判所の判決を検査できることになりまし

た。これまでにおいては，地方人民裁判所は司法

省の直接の管轄下に置かれていたからであります。 

 ２００３年１０月２１日に，第５期国会におき

まして人民裁判所法及び検察院法を改正いたしま

した。この改正された人民裁判所法の新しい内容

は，最高人民裁判所，控訴裁判所，県（及び中央

直轄市）人民裁判所に刑事部，民事部に加えて，

新たに商事部，家庭部及び児童部を設けることに

なったことです。最高人民裁判所は，訴訟当事者

から破棄を求められている，又は人民検察官から

異議が出されている控訴裁判所，県・中央直轄市

人民裁判所が控訴審として既に審理し，判決を出

した事件につきまして，上告審，あるいは破棄審

として審理を行います。 

 かつては最高人民裁判所が第一審となったり，

あるいは破棄審，監督審として事件の審理を行っ

てきました。そのために，これまで裁判事件を長

引かせ，裁判所の判決の執行を差し止めていた原

因になっていたからであります。 

 その他に検察庁の組織の問題，あるいは司法省

の活動の問題につきましては，もしお時間があり

ましたら，皆様からの御質問に答えさせていただ

きたいと思います。 

 今日，我々は人民裁判所の制度が徐々に完全な

ものになるように改善及び設立を行っている最中

であります。特に，控訴裁判所につきましては，

法律によればラオスの北部，中部及び南部に設置

される予定でありますが，まずは首都ビエンチャ

ンに中部控訴裁判所を試験的に設置する予定であ

ります。そして，そこにおいて教訓を蓄積してか

ら，北部と南部にそれを拡大して設置する予定で

あります。 

 私の予想するところでは，２００４年の３月の

中旬，あるいは４月の初めに第５回通常国会が開

かれます。そこにおいて新しい法律を採択し，ま

た，幾つかの法律を改正する予定であります。例

えば，裁判所判決執行法，あるいは刑事訴訟法，

民事訴訟法を改正する予定であります。 

 次に，私は第２部として，日本からの支援につ

いて述べたいと思います。とりわけ司法及び法律
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分野における日本の支援について御説明したいと

思っております。１９９８年より日本の専門家が

ラオスを訪問し，ラオスの法律分野の職員に対し

まして法律に関するセミナー，あるいは研修とい

ったものを行ってまいりました。１９９９年以降，

多くの学生が修士レベルの法学教育を受けるため

に，名古屋大学に留学しております。 

 ２０００年１２月２８日に，日本の作業グルー

プ及び専門家が話し合いを行い，相互に意見を交

換した後にラオス側の関係機関，すなわち司法

省，最高人民裁判所，最高人民検察院と協力し

まして，司法及び法律分野におけるプロジェクト

の覚書に調印をしました。そして，２００３年８

月８日に司法及び法律の発展のためのプロジェク

トにおける技術協力に関する覚書に署名をいたし

ました。これらの協力は，我々裁判所にとって重

要な出来事であります。 

 ラオスが，他の国，又は他の国際機関よりも，

日本から法律面の支援及び協力を求めたかった理

由は以下のとおりであります。まずは，ラオスの

人民と日本の人民の文化及び習慣がとてもよく似

ているからであります。二つ目の理由は，日本の

法律が非常に整って十分なものであるからであり

ます。そのため，ラオスにおいてこれを応用する

ことができると考えました。さらに，日本におけ

る人的資源が他の国よりも進んでいると見ており

ます。三つ目の理由としましては，日本の科学技

術が非常に高度に発展しているからであります。 

 過去３年間におきまして，ラオスと日本が合意

して次のことについて協力を行ってまいりました。

一つ目に，司法及び法律業務というテーマにより

まして裁判所職員及び法律関係機関の職員に対し

てセミナーを開催してまいりました。二つ目に，

ラオスの裁判所職員及びラオスの他の法律関係機

関の職員に対しまして，日本において研修を行っ

てまいりました。三つ目に，法律の起草及び法律

の管理においての技術面における支援を行ってま

いりました。四つ目に，法律の起草において資

料，情報及び機材を与え，法制度の発展，特に裁

判所の改善のために支援してまいりました。 

 以上，述べましたように，今日までにおいてＪ

ＩＣＡはラオスの職員に対する法律に関する研修

を日本とラオスの両方で行ってきておりまして，

さまざまなラオス側の機関から研修に参加した職

員は全部で約６００人以上にも及んでおります。

この研修の特徴といたしましては，法律の問題を

明確に理解させるために，まず研修を５週間行

い，それぞれの科目について学習させた後に，Ｊ

ＩＣＡは試験を実施しております。それは，その

トレーニングの質を高めるためであります。 

 次に，将来この協力のプロジェクトが効果的に

実行されるために，特に最高人民裁判所について

日本及びラオスは次の活動を行う予定であります。

一つ目に，最高人民裁判所の中に作業チームを設

け，詳細な作業計画を作成することであります。

二つ目に，選抜した判決の内容をチェックするこ

とであります。三つ目に，判例集の内容を執筆す

ることであります。四つ目に，判例集を印刷し，

各機関に配布することであります。五つ目に，判

例集の執筆及び作業の進みぐあいを検査すること

であります。六つ目に，裁判所職員及び法律家に

対して，法律問題に関する教訓を継続して提供す

ることであります。七つ目に民法及び商法に関す

るテーマのセミナーを行うことであります。八つ

目に法律家のためのセミナーを，少なくとも１年

に１度行うことであります。九つ目に，ラオスの

裁判所の職員及び法律家に対して，日本での研修

を引き続き行うことであります。 

 私が日本に来る直前の２００３年１２月２３日

に，過去におけるこれまでの活動の評価及び将来

に行うべきプロジェクトの活動計画に関する会議

を最高裁判所，人民検察院，司法省の三つの機関

による共催で行いました。これによって，これま

でのプロジェクトそして将来のプロジェクトの実

行における相互の理解が形成され，また，日本側

とラオス側は相互が誠実であるといったことが明

らかになりました。 

 最後に，参加してくださった皆様のますますの

御発展と御多幸を心よりお祈り申し上げたいと思

います。日本とラオスの間における法律面の協力

が今後とも持続し，更に一層発展することを心よ

り願っております。ありがとうございました。 

【司会（三澤）】  ダヴォン副長官，どうもあり

がとうございました。時間の関係もございますの

で，会場から一つだけ質問をお受けしたいと思い

ます。質問のある方は挙手願います。 

【質問者】  国際協力部教官の山下です。憲法

改正の経緯を説明していただいてありがとうござ

います。裁判所制度の改革で控訴裁判所はいいの

ですが，説明によると，国会常務委員会の承認を

得て特別部門の裁判所を設けることができると改

正したということです。一方で，先ほどの説明で

は，民事，刑事部のほかに商事部と家庭部でした

か，新たに設けたとあります。その特別部門の裁

判所というのは商事部のことを言うのでしょうか，

それとも，それとはまた別個のことを言うのでし

ょうか。以上です。 

【ダヴォン】  御質問ありがとうございます。

まず最初に，特別裁判所についてでありますが，

特別裁判所は憲法の改正によりまして国会常務委

員会の提案により，必要がある場合におきまして

設立することができるようになりました。この特

別裁判所というのは，現在ある人民裁判所の制度

の中に設けられるものではありません。そして，

先ほど私が申し上げました商事部，あるいは家庭

部，児童部といったものは，現在ある裁判所の中

に設けられるものであります。 

 まとめますと，そのために特別裁判所というも
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のは現在ある人民裁判所の制度の外に置かれるも

のであります。例えば私の知っている限りでは，

フランスにおきましては行政裁判所，あるいは商

事裁判所が通常の裁判所の外に置かれているもの

と認識しております。以上です。 

【質問者】  ありがとうございました。 

【司会（三澤）】  ダヴォン副長官，どうもあり

がとうございました。また，通訳の瀬戸さんもど

うもありがとうございました。 

 それでは，これにてダヴォン副長官の講演を終

了いたします。（拍手） 

 

法整備支援現場レポート 

（インドネシアから TV 会議） 

平石 努 

在インドネシアＪＩＣＡ企画調整員，弁護士 

 

【司会】 それでは，引き続きまして平石努弁護

士による「法整備支援現場レポート」をいただき

ます。本日はインドネシアＪＩＣＡ事務所とテレ

ビ会議システムで接続されております。平石弁護

士は２００３年９月から在インドネシア企画調査

員としてジャカルタに滞在しておられます。平石

弁護士の派遣に当たりましては，日本弁護士連合

会が全面的に協力しておられまして，その関係で

本日は日弁連国際室長でいらっしゃいます矢吹公

敏先生にお越しいただいております。 

 矢吹先生は先ほどＡＤＢとのセッションで自己

紹介なさっておられましたが，国際室長として法

整備支援に長期的に，かつ，深く携わっておられ

ます。矢吹先生，どうぞ前のほうにお越しくださ

い。また，法務総合研究所国際協力部では，教官

の山下輝年がインドネシアを担当しておりますの

で，山下もまた参加いたします。では，矢吹先

生，山下教官，どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

【山下】  私たち二人が前に出る趣旨は，平石

さんが向こうから見ていて少しでも知った顔がい

たほうが安心するだろうということで，こんな顔

でよければということで前に出ることにいたしま

した。平石さん，聞こえますか。 

【平石】  はい，聞こえております。 

【山下】  まず，いつごろからそちらにいて，

これまでどんな活動をしてきたかを簡単に御紹介

していただければ。もちろん，自己紹介を含めて

ですけれども，よろしくお願いいたします。 

【平石】  ありがとうございます。２００３年

９月の上旬から，司法改革関連のＪＩＣＡ企画調

査員としてこちらに派遣されております平石と申

します。まだこちらに来て４か月ほどですが，本

日は，現地で生活し，いろいろな調査を行った結

果ですとか，現状の感想といったものをお話しで

きればと思っております。 

 私のこちらでの活動としましては，インドネシ

アにおける日本からの司法改革支援プロジェクト

発掘のために，司法制度，司法改革の現状や，課

題にかかわる調査，検討などが主な内容になって

おります。 

【山下】  すみません，ちょっとよろしいです

か。マイクが遠いみたいなのですが，近付けられ

ませんか。聞こえますか。そちらの声もよく聞こ

えるようになりましたので，先ほどの話したとこ

ろの続きからで結構なのですが，活動の内容をお

願いいたします。 

【平石】  活動の内容といたしましては，イン

ドネシアにおける日本からの司法改革プロジェク
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ト発掘のために司法制度ですとかの改革の現状，

課題の調査，分析が主な内容になっております。 

【矢吹】  平石さん，矢吹です。私のほうから

一つ質問させていただきます。インドネシアで現

在，司法改革が行われていると思いますけれども，

どういった点が一番重要な点なのでしょうか。 

【平石】  インド

ネシアの司法制度の

背景から説明させて

いただきます。イン

ドネシアは３００年

以上にわたりまして

オランダの長期的な 

支配下にありました。その間に法の支配が行わ

れてこなかっただけではなく，１９４５年からの

独立以降におきましても，１９９８年のスハルト

政権崩壊による，いわゆる開発独裁時代が終了す

るまでにおいて，意図的に法の支配が軽視された

という経緯がございます。 

 その結果，ここまで国の規模が大きくなってい

るにもかかわらず，法の整備，司法制度等の強化

が遅れている背景がございます。現在におきまし

ても，法律自体は存在しますが，民法，民事訴訟

法，刑法などかなりの法律に関してオランダ統治

時代のものを使用している状況にあります。それ

らの法律の原文はオランダ語なのですが，現在の

法律家はオランダ語を解しませんので，インドネ

シア語の翻訳が使用されまして，翻訳の誤りの危

険性も指摘されております。 

 裁判制度に関しましても，判決文の理由付けは

十分ではございませんので，同様の事案に対する

判断も統一性がないなどの，様々な問題がござい

ます。訴訟手続とか，裁判所の内部制度，裁判関

係者の能力開発などの改革を要する点は多いので

す。また，司法マフィアなどと呼ばれて，司法関

係者の間に広く汚職が存在すると言われており，

これも問題とされています。 

【矢吹】  そういった背景を踏まえて，現在司

法改革ではどういったことが重要視されているの

でしょうか。 

【平石】  司法改革につきましては，インドネ

シア国内でも重要なこととして認識されておりま

す。毎日とは言いませんけれども，週に何回かは

司法改革関連の記事が新聞に掲載されています。

私がこちらに来ましてから４か月の間にも，憲法

裁判所が活動を開始したりですとか，憲法を改正

する憲法委員会や反汚職委員会が設立されたり，

法務人権省から最高裁判所に下級裁判所に関する

司法行政権移管のための法改正が行われるなどの

動きが見られます。 

 その中でも，最高裁判所長官は改革に積極的で

２００３年１０月に最高裁判所から包括的な裁判

所の改革計画が発表されました。 

【山下】  すみません。やはりマイクが遠いの

で，もっと手前に引いていただいて，逆に手で持

っていただくぐらいで話していただけるとありが

たいのですが。しゃべってみてください。聞こえ

ますか。 

【平石】  聞こえております。 

【山下】  その状態でお願いいたします。憲法

裁判所がつくられて，もう活動し始めたのでしょ

うか。その辺は御存じでしょうか。 

【平石】  憲法裁判所が設置されまして，様々

な法律が現在審議されております。 

【山下】  分かりました。平石さん自身は弁護

士で，もちろん日本の裁判実務もよく知っておら

れると思われますが，インドネシアの裁判所の現

実を見に行かれたことはありますか。そのとき受

けた印象でも皆さんに御紹介できればと思います。 

【平石】  昨年１２月に中央ジャカルタ地方裁

判所に視察に行ってきました。中央ジャカルタ地

方裁判所は，インドネシアにおきまして中心的な

裁判所になりますが，ここでもインフラ的にはエ

アコンが使われている法廷は一つしかございませ

んで，一般の法廷では窓とかドアを開放して審理

を行っている状況でございました。 

 また，多くの人が裁判所の内外にあふれてお

りまして，強烈な印象を受けました。現地の弁護

士の方にお聞きしましたところでは，審理の期日

は設定されるのですけれども，審理の順番ですと

か時間が設定されることはなくて，朝，弁護士が

裁判所に行きましてから，書記官に出頭を報告す

ると，その後，何時間でも待たされるといった状

況でした。 

 審理の順番だけではなくて，裁判手続の進行と

か，判決書の交付まで，事件管理手続きに書記官

と裁判当事者の間に癒着が生じやすいような不透

明な制度であることが問題だと思います。 

【矢吹】  平石さん，ありがとうございまし

た。私から最後の質問ですけれども，平石さん，

随分長く法整備支援に参加することを希望されて

インドネシアに発たれたわけですが，現地で何か

苦労話等があれば御紹介ください。 

【平石】  苦労話と言うのとは少し違うかもし

れませんけれども，二点隔靴搔痒といいますか，

フラストレーションを感じる点がございまして，

一つ目は言葉の問題でございます。インドネシア

の司法制度を調査するに当たりましては，法律で

すとか判例の原文を直接読めれば，それが早くて

正確だと思うのですが，いかんせんなかなか資料

を理解して読めるところまでは至っておりません

ので，限られた翻訳資料で調査を進めなければい

けないところにフラストレーションを感じます。 

 また，二つ目にインドネシアにおきましてはま

だ本格的なプロジェクトは始まっておりませんの

で，私はインドネシアのＪＩＣＡ事務所の中に席

を置いて活動をしておりますが，カウンターパー

トと密にコンタクトを取るのが難しいことがござ
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います。 

【山下】  カウンターパートと連絡をとるのが

難しいということですけれども，一昨年あたりか

らインドネシアに対して研修をやっているのです

が，研修に行った人たちとはコンタクトは取った

りはしておられますか。 

【平石】  はい。研修から帰られた方とはコン

タクトをとらせていただいております。私はこち

らに来るまで，インドネシアの司法関係者の方と

の行き来はなかったものですから，研修から帰ら

れた方ですとか，日本で研究をされた方とコンタ

クトをとりまして，個人的にお付き合いをさせて

いただいております。 

【山下】  協力的でしょうか。それとも，なか

なかコンタクトがとれないとか，そういうことは

ありますか。 

【平石】  研修で日本に行かれた方につきまし

ては，非常に親日的な方々ばかりで，日本の司法

制度に対する比較法的な視野もございますので，

御協力をいただいております。 

【山下】  分かりました。まだ二，三分ありま

すので，せっかくですから，もし会場の方で何か

インドネシアにいる平石さんに聞きたいこと，あ

るいは，インドネシアに行かれた経験がある方で

助言してあげたいことがありましたら，是非お願

いしたいと思います。作本さん，どうぞ。 

【作本】  平石さん，お元気ですか。アジア経

済研究所の作本です。インドネシアの暑い中で，

今回の法整備支援の御活躍，御苦労さまです。と

りわけインドネシアでは，今裁判制度の改革に大

きな焦点が当たっておりますので，おそらく支援

のほうもかなり難しいこともあるかと思いますけ

れども，どうぞお体に気をつけて頑張ってくださ

い。 

【平石】  どうもありがとうございます。 

【山下】  他にございますでしょうか。マイク

のある席に移ってください。 

【島田】  初めまして。名古屋大学の島田と申

します。何度か御連絡をいただいたのですが，な

かなかお会いできなくて申しわけありません。最

近の話を聞かせていただいて，大変参考になりま

した。私から，法整備支援の発掘ということで，

是非この点について調べてみてほしいというお願

いを二つほど申し上げたいのですが。 

 一つは，こちらの法務総合研究所での研修が過

去に２回行われています。その間に裁判所や検察

の方がいらっしゃっていましたが，主にジャカル

タ近辺の方が中心でした。これは選任の，セレク

ションの作業の都合などもあるのですが，主にジ

ャカルタ中心の方が来ていました。やはりジャカ

ルタの裁判所の質というのもかなり悪いのですが，

地方に行くと更にそれが劣悪になっているという

状況もあります。したがって，是非地方での能力

向上にはどういう手法が可能かということを，一

度お調べいただけたらいいと思います。 

 もう一つは，今回日本の法整備支援で主に対象

になっているのが，裁判行政能力の向上という点

に焦点が置かれています。私が是非お願いしたい

のは，一般国民の方が裁判所へのアクセスをどの

ように確保されるかという問題に少し注目してい

ただければいいと思います。インドネシアではも

ともと法律扶助NGOというのが非常に盛んです。

これは日本のものとは性質が違うかもしれません

が，これはかつて法の支配があまり重視されてい

ない時代においても，非常にインドネシアの一般

国民の方が法裁判所を利用するのに役に立ってい

ました。 

 ただ，最近聞くところによりますと，どこも非

常に財政的に困難で，ほとんど破産の危機に瀕し

ているということも聞きます。もちろん，そこに

経済的支援を送るというのはどうかと思うのです

が，ただ，今の法整備支援では重視されていない

裁判所へのアクセスという問題についても，是非

何か役に立つプロジェクトを考えていただければ

いいと思います。ありがとうございました。 

【平石】  貴重な御意見ありがとうございまし

た。能力の問題もありますけれども，御指摘いた

だきました点に留意しまして，これから努力した

いと思います。 

【山下】  どうもありがとうございました。慣

れないニュースキャスターと慣れない現地レポー

トのようで申しわけありませんでした。平石さ

ん，どうもありがとうございました。 

【矢吹】  ありがとうございました。 
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写真 tanaka 

入る 

基調講演 

「ドナー間における支援の相克と日本の支援の 

調整」                   

森嶌昭夫 

地球環境戦略研究機関理事長 

名古屋大学名誉教授 

 

【司会（三澤）】  それでは，引き続きまして，

森嶌昭夫先生の基調講演に移りたいと思います。

森嶌先生，どうぞ前方にお越しください。 

 森嶌先生につきましては，改めて御紹介申し上

げるまでもないのですが，地球環境戦略研究機関

理事長，名古屋大学名誉教授でいらっしゃいま

す。法整備支援の分野におきましては，ＪＩＣＡ

ベトナム法制度整備国内支援委員会委員長であり，

民法改正共同研究会委員長でいらっしゃいます。

また，カンボジア法制度整備につきましても同様

であり，国内支援委員会の委員長であり，民法部

会の会長でいらっしゃいまして，まさしく我が国

の法制度支援事業の第一人者でいらっしゃいます。 

 本日は森嶌先生から，「ドナー間における支援

の相剋と日本の支援の調整」という演題で講演を

いただきます。なお，これより後の講演，報告に

つきまして，御意見や御質問は４時５分からの自

由討論，質疑応答の際にお寄せいただければと思

います。それでは，森嶌先生，どうぞよろしくお

願い申し上げます。 

【森嶌】  森嶌でございます。今日の演題でご

ざいますが，「相剋」という言葉が使ってあります 

けれども，これは，ドナー

の思惑がそれぞれ違ってい

るということで，この言葉

自体は主催者側からいただ

いたものですので，そのよ

うに御理解いただきたいと

思います。また，「調整」と 

ございますけれども，調整できるということでは

なくて，調整が困難だという意味でございます

ので，それもあらかじめ御了解いただきたいと思

います。 

 今御紹介がございましたように，私はＪＩＣＡ

による法整備支援のプロジェクトが始まる前から，

名古屋大学にいましたころから法整備というより

も，ベトナム等において法律がどういう状況にな

っているかということを調査したりしてアジアの

法律家と交流してきた関係で，最初からＪＩＣＡ

の法整備支援事業にもかかわってまいりました。

そこで，その経験に基づいて法整備支援事業とい

うものについて若干お話し申しあげたいと思いま

す。 

 なお，法整備というものは，それぞれの方がイ

メージを持っておられるでしょうけれども，現実

にはそれぞれの国がその国益に基づいてＯＤＡを

展開をしておりますし，また，国際機関もそれぞ

れの国際機関のストラテジーに基づいて法整備を

展開しているわけであります。また，支援という

のも，現時点ではＯＤＡないしは国際機関による

無償支援，あるいは投資（融資）という形で行わ

れているわけでありますが，人によっては法整備

支援はこのような国の事業ではなく，民間が展開

すべきであると言う人もいます。 

 先ほどＮＧＯの話がありましたけれども，ＮＧ

Ｏがいろいろと裁判へのアクセス等について，途

上国の一般の人たちに対してサポートするという

こと自体については，もちろんそれをやっていけ

ないということは全くありません。例えば名古屋

大学などでも，ＪＩＣＡの事業が始まる前からそ

ういうことをやってきたわけであります。しかし，

先ほどのＡＤＢの話でも分かりますように，法整

備支援事業ということになりますと，かなりの資

金がかかります。金のかかることでありますから，

ここでお話をする法整備支援事業というのは，資

金がなくて行ういろいろな試みについては，ここ

では一応お話の範囲外ということで進めたいと思

います。したがって，ここで対象としている法整

備支援事業というのはＯＤＡないしは国際機関が

資金をつけてやっていく事業ということでお考え

いただきたいと思います。 

 このような形である国なり国際機関がやってき

た，他の国の法律あるいは法制度に対する整備を

していこうという事業，と申しましょうか試みは，

１９６０年代にアメリカが，アフリカの諸国が第

２次世界大戦後独立していく過程で，ロー・アン

ド・ディベロップメントという一環として，共産

諸国に対する対抗勢力をつくるために，これらの

国にアメリカン・デモクラシーを植えつけるため

に，アフリカ諸国にさまざまなアメリカ式の民主

主義国家をつくることを目ざして，ハーバードや

エールの若手の研究者たちを中心に新しい国家創

りの，顧問群を送り込んだわけであります。 

 しかしながら，それは結局御承知のように，ア

フリカの諸国に軍事政権をつくったり，あるいは

一部の権力者をつくることになり，うたい文句と

しては，人権を守り，民主主義を確立するという

ことだったのですけれども，政府の形はつくった

けれども，結局はあまりアメリカン・デモクラシ

ー，あるいはルール・オブ・ローは根づかなかっ

たわけであります。そこに送られた研究者たちは

失意のまま帰って，例えばエールなどでアフリカ

ン・ローをその後講義した人たちは，このロー・

アンド・ディベロップメントに対して非常に批判

的な講義を展開したことは，ここにご出席の何人

かの方は御存じかと思います。 

 その意味で，１９６０年代にアメリカが展開し

た法整備は，アメリカのその当時の国益，つま

り共産諸国に対抗する政治体制をアフリカの諸国

に打ち立てようとした施策，そのためのアフリカ

諸国の法律制度というか，政治体制をつくろうと
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した試みであったわけであります。 

 その後，１９８０年代の終わりごろになりまし

て，御承知のようにソ連が崩壊をしました。そし

て，東欧の諸国がソ連圏からほうり出された過程

で東欧諸国が経済的に再建をするために，ＥＢＲ

ＤというヨーロッパのＡＤＢやワールドバンクみ

たいなものですが，ヨーロッパ復興銀行がこれら

の国に資金を融資することになりました。しかし，

それまで共産主義のソ連圏でしたから，東欧諸国

ではお金を貸すのにあたって，受け皿となる担保

法であるとか破産法はありませんでした。しかし，

先ほどの矢吹先生の質問にもありましたが，ＥＢ

ＲＤは，融資をするための国際銀行でありますの

で，資金回収ができないところに金を貸すわけに

いきませんから，担保法等をきちっと整備するた

めに，融資を行う国に対してＥＢＲＤから職員が

送られまして，急遽これらの法律の整備をしたわ

けです。しかし，ＥＢＲＤは金融機関ですから，

法律一般の整備はそのマンデートを超えますから，

基礎的な法律は後でおつくりなさいということで，

ローンを貸す条件としての法整備が行われたとい

うわけです。 

 しかし，東欧諸国は従来ヨーロッパの法律を背

景に持っていますから，そうした担保法などを受

け入れるということで，いろいろコンフリクトは

あったかもしれませんけれども，それはそれで受

け入れていくことができたわけであります。しか

し，その後問題になりましたのは，中央アジアで

あるとか，アジアの国，カンボジアなどもそうで

ありますけれども，先ほどお話がありましたよう

に，それまでヨーロッパ法の伝統を持っていない

国が市場経済に移行するに当たって，外国と取引

をしたり，外国から投資をしてもらわなければな

らないことになるわけですが，そこへＡＤＢなど

が乗り込んできたり，ＵＮＤＰというのは融資銀

行ではありませんけれども，ＵＮＤＰなどが出て

きますと，金をつぎ込んだけれどもそれが消えて

しまわないような措置をきちんととるために立法

措置や政府機関の整備をしてくれということで法

整備の要望をしてまいります。そこで国内的な体

制整備の必要性に加えて外部からも法整備が求め

られているわけであります。こうしたいきさつの

中で，１９９０年代の半ばぐらいから，これら市

場経済移行国で法整備支援の要望が非常に強まっ

てくるわけでありまして，我が国にもそうした中

で法整備の要請が来ているわけであります。 

 このようないろいろな背景があって，法整備が

求められるわけでありますが，それでは，支援の

内容，方法はどういうものであったかということ

であります。一つは，法律に関する技術的な支援

であります。単純なものは，先ほども申しました

担保法を立法してくれとか，破産法を作ってくれ

とか，それからもうちょっと大きな法律ですと，

午前中竹下先生のお話もありました，民事訴訟法

とか，民法などの，個別の法律技術の移転をする

ということであります。 

 そして，さらにもう少し複雑なものになります

とシステムとして制度的な改革を求めるもので，

例えば，裁判制度の改革ですが，その改革に当

たっては，個別の立法で民訴法とか，先ほども問

題になっていました商事裁判法とか，そういうも

のもかかわってきますけれども，体系的に制度そ

のものを変えていくということが入ってまいりま

す。 

 ワールドバンクは，ルール・オブ・ローという

ことを言っており，裁判制度の改革かと思うと，

実はアメリカ的な法の支配，つまり，判例法を入

れていこうということです。アメリカの裁判制度

と判例法を入れていこうということで，ワールド

バンクが旧ソ連圏やアジアへの導入に大変関心を

持っています。この話はまた後でいたしますが。

ガバナンスとか何とかいうことは，実はアメリカ

的な裁判制度を持ち込むこと，コモン・ロー的な

考え方を入れるということであります。 

裁判制度の改革だけではありません。他にもい

ろいろな制度の改革がありましょうけれども，シ

ステムとしての制度改革を支援する場合には当然，

先ほど最初に挙げた技術的な，法技術の移転とい

うことが中には含まれているわけであります。 

 それから，法的な人材の人材育成ということも

あります。法的な技術移転をするにしても，制度

改革をするにしても，それを支える人材は，特に

中央アジアとか，アジアとか，もともと市場経済

法的な伝統を持っていないところでは人材がおり

ませんので，法や制度を運用する人材を育成する

必要があります。これには短期の人材育成もあり

ますけれども，極端な場合には，大学教育も含め

て長期にわたる基本的な人材育成を必要とする場

合があります。 

 もちろん，細かく言えばこのほかにもいろいろ

あるでしようが，大きく言えば，以上のような支

援の仕方があるわけであります。この他に，これ

らに伴って判例集とか，法令集とか，データベー

スを作るとか，様々な機材の供与というものがあ

ります。 

 さらには裁判所の建物をつくってくれとか，担

当職員の給与の補助をしてくれとかいった法整備

支援の要請もあります。 

 そして，これらの支援の方法，内容は，実は支

援国のストラテジーあるいは目的とかかわってい

るわけであります。そこで，次に，法整備のスト

ラテジーがそれぞれの国によってどう違っている

のかについて見てみたいと思います。実は，ドナ

ー間における支援の相剋といいますけれども，こ

れはドナーがどういうストラテジーを持って乗り

込んでくるのかということにかかわっているわけ

であります。例えばＥＢＲＤとか，ＡＤＢ，これ

らはもともと融資，ファイナンスをやる機関であ
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りますから，国際機関といえども，メンバー国は

みんな資金を拠出しているわけですから，自分た

ちが出した金がただ使われてしまうわけにはいか

ないわけで，融資した資金の返済が担保されるよ

うな法制度の整備をＥＢＲＤに求めるわけで，そ

こでＥＢＲＤの法整備のストラテジーは最初から

資金回収のためで被支援国の利益を直接目的とし

ていないわけです。 

 先ほど私がＡＤＢに質問したさい，シャリフと

いう人に予算は幾らだと聞きましたら，予算はな

いと言いましたけれども，それは当たり前です，

融資をする機関で，ただで出す予算を最初から持

っているわけはないわけです。後から女性がグラ

ントだと言いましたが，あれは，もともと銀行の

予算にはないもので，多分ＡＤＢですから，日本

政府だと思うのですけれども，ＡＤＢが日本政府

に対して無償のグラントを法整備のために別途出

してくれと言って，日本が拠出金以外に金を出し

たのだろうと思います。 

 そうしますと，日本から銀行業務とは別の使途

に使える金をもらっているのですけれども，日本

の顔はそこで消えてＡＤＢの金になって，ＡＤＢ

の融資の予算とは別にグラントとしてＡＤＢが付

けてやるわけです。ところが，オランダのような

国は，グラントとして出す場合にはちゃんとオラ

ンダの旗を立てさせるわけです。日本は謙譲の美

徳なのか，日本のポリシーをグラントに反映させ

ていないのです。後で申しますけれども，ワール

ドバンクが法整備について調整をするための予算

は，実は日本から出ている金なのです。日本はこ

れについて何も注文をつけずに黙って出している

ものですから，結果的にはＪＩＣＡの法整備の方

針と接触するような調整をその金でやろうとして

いるわけです。私はそれを後で知ったものですか

ら，そこでＪＩＣＡを通じてワールドバンクの日

本の理事に話をしてもらって，その話しをとりあ

えず差し止めてもらったということがあります。

これは後でお話ししますが。 

 実は，ファイナンスをする国際機関は，もとも

とただで金を使ってはいけないのです。それは当

たり前なのです。見返りがない金を勝手に使った

ら，それは拠出入国に対する背任行為で理事の責

任になりますから，ただで金をつけるときには，

必ずただで使える金を別にグラントとしてよそか

らもらってきてやるのです。ＡＤＢとか，ＥＢＲ

Ｄというのはこれまでそういう金はあまり持って

いなかったのですけれども，最近では，環境関係

などについては特にそうですけれども，かなりこ

のようなお金を持つようになってきました。ＡＤ

Ｂはごく最近かなり持つようになってきました。

ワールドバンクはかなり前から持っていましたけ

れども。 

 それはともかくとしまして，ＥＢＲＤやＡＤＢ

の法整備支援のストラテジーとしては，資金回収

のために必要な法律の整備を自分の拠出者の利益

のためにきっちりやるということであります。で

すから，先ほどＡＤＢに私が質問しましたが，土

地について担保をとって融資をしなくてはいけま

せんから，そこで担保法絡みで土地法についてま

ずディクリーをつくらせているわけです。そこで

土地法がＪＩＣＡが作ろうとしている民法とかか

わってくるので，ちゃんと調整しましょうと言っ

たのは，そういうことであります。 

 彼らのストラテジー，自分たちが融資する金が

ただで消えてしまわないようにするという目的の

もとで，それに必要な法をきちっとカンボジア側

にのませようとしているわけです。それをしなけ

ればお金を貸さないということでありますから，

彼らのほうからすれば当然のことをやっているわ

けです。しかしながら，多くの場合，特にＡＤＢ

はそうですけれども，そこの法律家は，先ほど野

口さんが言いましたが，今までのところはほとん

どアメリカ人ないしはインド人で，英米法系の人

で，ヨーロッパ系の人はいませんので，ヨーロッ

パ的な感覚なしに英米法の技術をそのまま持ち込

みます。 

 ＥＢＲＤはわりあいヨーロッパ人が多いです，

非ヨーロッパ的な法律をそのまま押しつけるとい

うことはあまりしません。ＥＢＲＤには日本人が

いましたけれども（なお，ＥＢＲＤにも日本は大

きな拠出国です。），ＥＢＲＤの場合には，東欧に

はあまり英米法が入らなかったと思いますけれど

も，しかし，ＡＤＢの場合には，かなり英米法と

いうか，アメリカ法が入っています。たまたまＡ

ＤＢには私がハーバードで教えた学生がいて，お

まえ，あまり余計なことをやってくれるなと言い

ましたけれども，彼らはあまりヨーロッパ法を知

らないで，アメリカ法こそがいい法律だと思って

います。特に担保法などは全然ヨーロッパ法と違

ったものをぽんと持ってきて入れていきますので，

今我々はカンボジアで非常に困っていますけれど

も，そういう問題があります。 

 これは彼らのストラテジーというか，何のため

に法整備をするかということですが，彼らからす

れば当然のことです。ですから，彼らの目から見

れば当然のことをやっているわけですから，コン

フリクトが起きるのは当たり前なのです。 

 それから，次にワールドバンクです。ワールド

バンクは，これもお金を貸す銀行ですけれども，

彼らはもっとグローバルな観点を持っています。

特にワールドバンクは，ウォルフェンソンという

アメリカ人の総裁になってから，彼は非常にグロ

ーバリゼーションとかマーケットイズムというこ

とを主張しており，例えば経済でいいますと，Ｉ

ＭＦとワールドバンクは一緒になって，世界経済

を市場経済で統一するというイデオロギーを持っ

ています。 

 そして，法整備についても，１９９０年代の終
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わりまではワールドバンクはほとんど関心を持っ

ていませんでした。環境には非常に関心を持って

いましたけれども。ところが，この人が総裁にな

ってから，グローバリゼーションということが言

われはじめました。グローバリゼーションという

のは実はアメリカナイゼーションということなの

ですけれども。それでルール・オブ・ローとか，

グッド・ガバナンスとかいうことが言われはじめ

ました。先ほどＪＩＣＡがグッド・ガバナンスと

言いましたが，ガバナンスというのは日本語で考

えられているのと違って，ガバナンスというのは

いろいろなシステムを全部アメリカ的にしようと

いうことです。今日本の会社法などでも，みんな

アメリカの会社法のようにしようとしていますが，

あれと同じですね。みんなアメリカ的な仕組みに

しようというのがグッド・ガバナンスなのです。 

 グローバリゼーション，あるいはマーケット・

ローというふうに言っていいと思うのですけれど

も，実はそういうことだと思います。法律の場合

に最大の問題は，法律制度において相手の文化社

会というものを考慮しないで，市場経済をそのま

まその国の法律の中へ入れることではないでしょ

うか。それから，従来その国でどういう法律の

仕組みであったのか，あるいは憲法体制も随分変

わってきておりますけれども，特に家族法みたい

な分野はその国の憲法がどうなっているかにかか

わらず，国によってかなり違っています。男女の

平等 ― それはそれでいいのですけれども，欧米流

の家族観をそのまま持ち込むことはできません。

アメリカン・デモクラシーこそが実現すべきバリ

ューであり，それが法の最終目的であるというこ

とであり，そして，裁判制度もアメリカ的なシス

テムがルール・オブ・ローの根源であるという考

え方を持ち込んでくることがルール・オブ・ロー

であり，ワールドバンクの法整備のストラテジー

であるように思います。 

 ただし，ワールドバンクは個別の法律制度では

なくて，全体のフレームワークを持ち込むという

ことであります。そこで，ワールドバンクが法整

備支援の中でイニシアチブをとって調整をしよう

とするのは，結局個別の分野まで金を出してやる

というのではなくて，法整備をするなら他の国が

やるものも含めて，アメリカン・フレームワーク

に従ってくれということになります。ですから，

フランスなどがワールドバンクの調整を非常に嫌

がるのはそういうところに原因があります。 

 私の知る限りで他にもたくさんの国があると思

いますけれども，スウェーデンなどは支援の規模

も小さい，お金も少ないということもありまして，

その国の社会の実態に触れるところではなくて，

基盤整備みたいなところで，ＩＴ支援をしたり，

法律データベース支援をやったり，周辺のところ

で支援をしています。これもまた，一つのストラ

テジーだと思います。 

 フランスは，ベトナムやカンボジアがもとフラ

ンス領だったということもあるかもしれませんけ

れども，個別の問題というよりも，法学教育など

の人材育成といった，基本的なところでフランス

的なもの考え方を根づかせたいというロングレン

ジなストラテジーをとっているようです。そうで

はない分野の支援もありますけれども，基本的に

はそういうストラテジーではないかと思われます。 

 私は，オーストラリアは人材育成のための金を

出しているのだと思っていたのですが，先ほどの

ＡＤＢの話で，あれは，多分日本のグラントの金

だと思いますが，ＡＤＢ経由の金で，トレーニン

グをオーストラリアのシドニーでやっているよう

ですね。先ほどの話しを聞くと，人材育成はやっ

ていますけれども，オーストラリアはＯＤＡを出

しているのではなさそうです。ＡＤＢとコントラ

クトでやっているのですね。オーストラリアは，

カンボジアにしろ，ベトナムにしろ，かなり人材

育成には力を注いでいますが，どうも先ほどの話

だと他人の何とかで相撲をとっているようですね。 

 これに対して日本は，先ほどのラオスの話もあ

りましたが，１９９６年にベトナム，１９９９年

にカンボジアを始めていますけれども，最初から，

その国の社会，文化を尊重して，法技術について

の支援はするけれども，押しつけをすることはし

ない。実際には，向こうに全部イニシアチブを任

せてもなかなか選択してくれませんけれども，で

きるだけ相手側にイニシアチブを任せてやってい

くという方針でやってまいりました。 

 ただし，スタートしたときは，まだＪＩＣＡの

方も何をやっていいのか分からないといった状態

でありましたし，法務省も何をやるのか分からな

いという状態でした。私自身も正直言って，何を

やっていいのか，またどこまで何ができるのか，

はっきり見通しがつきかねていましたから，日本

は全くストラテジーなしに相手側と交渉しながら，

あれをやるか，これをやるかという手探りの状態

でやってきて，今日まで８年たったわけです。他

方で，明確なストラテジーを持って，中身も何も

なくてストラテジーだけを持って割り込んでくる

ワールドバンクみたいなのが自分の方針に沿って

調整しようとする中にあって，少なくとも日本が

今までやってきたことについては，今のラオスの

話も含めて現地では非常に高い評価を得ているの

ではないかと思います。ですから，私はこの時点

で，法整備支援連絡会の皆さんに，日本が過去に

やってきたことについて褒め合うということでは

なく，他のドナーのやり方やワールドバンクの調

整のやり方も含めて，一度客観的な評価をしてい

ただきたいと思います。 

 それと同時に，日本の法整備支援についてスト

ラテジー一度考えていただきたい。それも，人権

とか，憲法体制とかいった，観念論ではなくて，

我々が今，支援事業をしているアジアが置かれて
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いる現実の状況のもとで，つまりグローバリゼー

ションの中に貧困な状態の途上国が置かれている

わけですが，そこにそれぞれのドナーや国際機関

がそれぞれの利害関係をもって乗り込んでくると

きに，日本はどういう視点から何をするのか。 

 こういう中で，アジアのより多くの人のプラス

になるような，法整備支援であるにはどういうス

トラテジーであるべきなのかということを皆さん

で考えていただきたい。ＪＩＣＡはどういうスト

ラテジーをとるべきか，ワールドバンクあり，Ａ

ＤＢあり，ＥＢＲＤあり，アメリカあり，スウェ

ーデンあり，いろいろな中で日本はどういうスト

ラテジーをとるべきかを考えていただきたい。 

 しかも，それについてきちっと明示して，これ

を表に出すべきです。日本は，何も法整備支援に

限らず，環境政策などでも，内部ではいろいろな

ことを言って，日本はいいことをやってきたとか，

かなりやっているよなどと言いながら外部には出

さないものですから，よその国から日本は少しも

やっていないではないかと言われています。やっ

ていることは，表に出して説明をしなければ評価

してもらえないのです。 

 この間も新聞に出ていましたけれども，ＯＤ

Ａを，日本はあれだけ出していながら，外国の若

い人はそれについて１０％ぐらいしか知りません

でした。日本の若い人でさえも知らない。これは

ＪＩＣＡが悪いのではないけれども，きちっとし

た，こういう目的のもとにこういうことをやって

いますということを言わなくてはならない。法整

備も，法務省や我々がこんなにいいことをやって

みんなに喜んでもらっていると我々の仲間うちで

言っていても，世の中とくに外国には通用しない

のです。 

 まず今までやってきたことをきちっと評価をし

てたうえで，これまで事実上，少しずつストラテ

ジーらしきものはできてきているけれども，それ

をきちっと検討したうえで明示的にストラテジー

として位置づけ，これから５年，１０年後，相手

国で市場経済移行が終わったときまで，法整備支

援をするのかどうか，どの段階で支援の内容を変

えるべきなのか，きちっと位置付けてプランを示

すべきです。そして，それを文章にして，英語に

して表へ出すべきです。 

私は，他のドナーとの調整ということを積極的

には考える必要はないと考えています。むしろ，

自分たちはこれでやるのだということをきっちり

言うというこが大切です。ドナーはそれぞれ自分

の方針を持っているのですから。それから，ワー

ルドバンクについて申しますと，実はワールドバ

ンクが２０００年にワシントンでルール・オブロ

ーの会議を開いてさきに申しましたようにアメリ

カ法的な判例による（司法による）支配を普遍化

しようとしたのですが，あれはジャパン・ファン

ドで開催したのです。それを後に知って，ＪＩＣ

Ａを通してワールドバンクの日本の理事に言いま

して，翌年の会議では副総裁にも会って，日本の

法整備の考え方を伝え，その後，日本の意見が通

るようになりました。やはり意見をちゃんと言わ

ないと通るものも通りません，カンボジアなどで

あまりワールドバンクが一方的なことを言わない

のは，まだジャパン・ファンドの金が出ているの

かどうかよくわかりませんが，日本がきっちり自

分の方針を言っているからではないかと思います。

その意味で，外から吠えているのではなくて，き

っちりと自分たちのスタンスをはっきり出して，

言うべきことは言うということが第一です。 

 私は調整するというよりも，言うべきことは言

うというのが，結局はいいと思います。そして，

言ったことがきちっとした根拠に基づいて，意味

があり，ジャスティフィケーションがあれば，ワ

ールドバンクであれ，どこであれ通用するという

のが私の信念です。その意味で，支援の相剋とい

うのは当たり前です。それぞれの国によってスト

ラテジーが違うのだから当たり前です。調整とい

うのは，和解をするということではなくて，お

互いにそれぞれの根拠に基づいて言いたいことを

言うことが解決への道を見出す第一歩であろうと

いうことで，私の結論にしたいと思います。どう

もありがとうございました。（拍手） 

【司会（三澤）】  森嶌先生，どうもありがとう

ございました。先ほども申し上げましたが，森嶌

先生の御講演に対する御質問，御意見は４時以降

に予定しております自由討論の際にお寄せいただ

きたいと思います。 
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報告「法律情報の発信・自動翻訳に向けた取組」 

松浦好治 

名古屋大学法政国際教育協力センター教授 

 

【司会（三澤）】 それでは，引き続き，プログラ

ムの次に移りたいと思います。次は，松浦好治先

生による御報告でございます。どうぞ松浦先生，

前方にお越しください。こちらへどうぞお座りく

ださい。松浦先生は名古屋大学法政国際教育協力

センター教授でいらっしゃいます。法整備支援事

業に積極的に関与しておられ，近時は法整備支援

関係の翻訳等の情報管理に関心をお寄せであり，

その方面の研究を進めておられます。 

 そこで，本日は松浦先生から「法整情報の発

信・自動翻訳に向けた取り組み」について御報告

をいただきます。先生，どうぞよろしくお願いい

たします。 

【松浦】  名古屋大学の松浦でございます。話 

を始めます前に重大な

誤解を避けるためにお

断りを二つ申し上げま

す。自動翻訳という言

葉が報告タイトルに入

っておりますけれども，

完全な自動翻訳に未来 

はないというのが専門家の一致した意見です。し

たがって，ここでお話しするのは完全な自動翻訳

の話ではなくて，コンピューターを支援の道具と

して利用する法情報の翻訳だというのが，第一の

お断りです。 

 もう一つのお断りは，このプロジェクトは私個

人のものではなく，さまざまな専門分野の専門家

１０人ぐらいのチーム･プロジェクトだという点

です。例えば今日来ていらっしゃるフランク・ベ

ネット先生も私以上に重要な作業を分担されてい

ます 

 前置きはそのぐらいにいたしまして，本題に入

ります。お手元のディスプレー（本誌連絡会資料

２５頁参照）に提示されているパワーポイントの

スライドを御覧ください。今から御紹介するの

は，法令翻訳支援システムの開発プロジェクトで

す。 

 このプロジェクトを始めた背景的事情をいくつ

か申し上げておきます。 

 名古屋大学は，１９９０年代以来，法整備支援

プロジェクトに関わってきています。御覧の地図

で今指し示した箇所（カザフスタン，ウズベキス

タン，キルギス，中国，モンゴル，ラオス，ベト

ナム，カンボジア）は，名古屋大学が関わってき

た国家や地域であり，その範囲は，そろそろ東ヨ

ーロッパにも広がりつつあります。 

 活動の中心は，教育と研究でありました。例え

ば，名古屋大学には，アジア法整備関連で留学生

を受け入れて，英語で教育するコースがありま

す。このプログラムをやり始めてすぐに気がつい

て，今でも改善されていない問題があります。そ

れは，留学生が必要とする日本法に関する基本的

な情報が英語で存在していないという問題です。

日本に関する最新の法情報というのはすべて日本

語であり，英語になっておりません。日本の基本

的な法令情報の英訳さえ十分ではありません。ま

してや，論文の注で留学生が引用できるような信

用できる日本法に関する文献も非常に限られてい

て，留学生は，下手をすれば１９８０年ごろの論

文を引用して学術論文を書かざるを得ないのです。

これでは，最新の日本法教育ができるはずがあり

ません。 

 翻訳は，法整備支援の重要な柱である法典起草

支援についても不可欠なものです。今朝の竹下先

生のお話にも出てまいりましたように，法典起草

支援は，起草を支援する側にとって非常に負担の

重い作業です。例えば，法案を作っていく過程で

は，幾つもバージョンができます。各バージョン

のどこがどのように変わっていったか，変化の理

由は何かをきちんと記録し，必要に応じて参照で

きるようにしておくのは，立法史という観点から

も重要です。 

 これらの草案に変化は，日本と相手国の双方で

きちんと管理されていなければなりません。しか

も，双方の間で十分なコミュニケーションをとる

ことが求められます。ここで翻訳作業が不可欠に

なります。草案の変化に即応できる翻訳作業を支

えるシステムが必要なことは明らかです。 

 こういったことのすべては，情報管理というコ

ンセプトで捉えることができます。きちんとした

情報管理をしながら，翻訳作業を行うためにはど

うしても情報科学のデータ管理技術を活用しなけ

ればならないと思います。これまで，それなしに

作業がうまく行われてきたということ自体が一つ

の驚きであると私は思います。 

 法令情報の管理という観点からすると，法整備

支援対象国で大量の法律が短期間に制定され，頻

繁に改正されている状況が大いに気になります。

それは，たくさん制定されている法律が相互に矛

盾なく整合的であるのかどうか，ある法令の改正

に伴って他の関連法令の改正も遺漏なくなされて

いるのかという懸念です。 

 御承知のように，日本法は世界でもまれに見る

ぐらいこの点について関心をもち，法令情報の管

理に努力してきました。例えば，総務省の法令デ

ータベースで特定の言葉で検索すれば，その言葉

がどの法律でどんなふうに使われているか全部出

てまいります。そのようなチェックを経て，日本

の法律は起草されています。しかし，このような

システムを持っている国は，ほとんどありませ

ん。アメリカ合衆国にもありません。 

 ある意味で日本の立法の全体を管理する伝統的

なシステムは，極めて優秀で，極めて細かいこと
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にこだわっています。句読点の打ち方，条のつ

くり方，スペースの入れ方，漢字の使い方などが

すべてきちんとしたルールに従っています。それ

は，コンピューターによる法令情報の管理には一

番適合的なシステムだと言えます。 

 ともあれ，法令の翻訳は，日本の国際化の局面

でも求められています。人の移動がグローバル化

してくれば，各国の法令情報やさらには法情報一

般が外国人に共有される必要が生じます。例えば

日本に来て働いている外国人に日本語で日本法を

理解して，遵守せよとはなかなか要求できなくな

っています。つまり，いろいろな国の人が理解し

共有できる法令情報の提供が求められているので

す。 

 我々のプロジェクトは，法令情報の管理システ

ムを整備し，常に現行法を最新の形で把握しなが

ら，それと連動して翻訳システムを動かそうとす

るところに特徴があります。法が改正されれば，

同時に旧法の翻訳文についてもそれが現行法でな

いという表示がなされるというわけです。 

 法令翻訳をするときには，いくつかの条件をク

リアーしなければなりません。まず，翻訳は低コ

ストでなければなりません。１ページ当たりの翻

訳料金が数万円もかかるようでは，日本の主要法

令を翻訳するという目的は容易に達成できません。

しかも，安かろう，悪かろうでは役に立ちませ

ん。法令は継続的に修正されますし，新しい法律

が出てきますから，これを継続的にサポートしな

ければなりません。 

 この観点からしますと，現在利用可能な日本の

法令の英訳はほとんど旧法です。しかも，多くの

場合，その英訳がどの時点の法令を翻訳したもの

なのかは，なかなか特定できないという難点があ

ります。我々のプロジェクトは，現行法の翻訳を

提供する一方で，過去の翻訳も時点を特定して自

由に提供しようと考えています。総務省の法令デ

ータベースのような日本の現行法とそれに対応す

る英訳を提示し，さらに，例えば，１９９９年 

５月５日段階の日本法を全部提示するようなこと

を計画しています。 

 法令翻訳には，機械翻訳技術の発展が不可欠で

す。自動翻訳は全くだめだというのが私のこれま

での印象でした。しかし，最近になって，情報科

学の先生方と研究会を始めましたところ，最近の

機械翻訳技術の発展には目覚しいものがあること

が分かりました。お見せしているスライドのレジ

ュメにいろいろな技術をリストアップしておきま

した。例えば，レジュメの下から２番目（本誌連

絡会資料２６頁参照）の「自然言語処理技術」と

いう部分をご覧ください。仮に，日本側がベトナ

ムに提供した日本語の民法典とそれに対応するベ

トナム語の民法典があるとします。 

 このときに，それぞれの言語（つまり，日本語

とベトナム語）の単語について，名詞か動詞かな

どが自動的に分るとします（この作業をするプロ

グラムがかなりの言語についてすでに作られてい

ます）。すると，一定のプログラムを使って，機

械的に日本語のある単語（表現)がベトナム語のど

の単語(表現)に翻訳されているのかという対応関

係を特定することができます。つまり，大ざっぱ

ですが，二つの言語の間で機械的にある種の法律

辞書を作り出すことができます。これは完璧なも

のではありませんが，実用に役に立つレベルのも

のは用意することができます。さらに，法文の文

章構造を解析するプログラムなどを使うと，かな

りのところまで機械翻訳で処理することができま

す。 

 そこで，私たちは二つの部分に分けて研究をや

ろうということになりました。一つは，法制執務

支援環境の整備です。それは，要綱から法案を起

草し，完成法案にする過程を支援し，その法が改

正されると，旧法を保存しながら，最新の現行法

を提示するという法令情報管理のソフトウェアの

開発です。すでに触れましたように，日本法は厳

格な法令管理技能に支えられています。日本法の

法制執務をベースにして，立法支援ソフトを開発

し，それを多くの国の言語で提供することができ

れば，法令情報の管理技術を国際的に共有するこ

とができるだけでなく，法令情報の国際的共有の

ための基盤も作ることができます。特に発展途上

国の場合は，中央政府のやっている立法作業と地

方でやっている立法作業がリンクしていないこと

が稀ではありません。中央が基本的な法典を作っ

て，その実施規定の策定を各地方に委ねた場合，

中央の法と各地の法規との間に不整合が発生して

しまいます。法制執務支援ソフトは，この問題に

適切に対処することができます。 

 幸いなことに，後から一部だけお見せいたしま

すけれども，日本法の立法支援ソフトは，すでに

マーケットに登場しています。その背景は，地方

分権促進の動きです。地方の自立に伴って，各地

方自治体は，自ら条例を起草しなければならなく

なりつつあります。今までのように，総務省や自

治省のひな形をコピーして済ませるわけにはいか

ないのです。日本の国の法律とリンクした格好で

条例を書けるソフトが要請され，その支援ソフト

が開発されてきたというわけです。 

 印刷では見にくいのですが，レジュメ（本誌連

絡会資料２６頁参照）を御覧ください。これは日

本のある民間企業が開発した管理ソフトです。あ

る条文を改正しますと一番右下隅のように，もと

もと１年以上という表現を２年以上と書きかえる

と，こういうふうにどこをどういうふうに書きか

えたかということがちゃんと出てくるというよう

なソフトウェアがあります。ここです。こういう

ふうに出てまいります。この辺の作業は，法律改

正の作業をおやりになった方は御存じのようにこ

の種の作業を全部やらなければいけないわけです
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が，このソフトは条文を書き換えたら，その後の

対照表その他は全部出てくるようになっています。 

 このようなことが可能になったのは，法文など

の文章に一定の追加情報をつけて，コンピュータ

が文章の構造を理解できるようにする工夫がされ

たからです。コンピューターに関心のおもちの方

は，最近ＸＭＬという言葉が使われていることに

お気づきでしょう。ＸＭＬは言葉に特定の印をつ

ける道具です。法文がどのような構造をしている

のかをコンピューターが理解できるようにするた

めの作業にそれは使われます。この道具によっ

て，法改正が行われた場合に，どこが変わったの

かという情報を正確に管理できるようになります。 

 次のページ（本誌連絡会資料２６頁参照）を御

覧ください。これはよく見られるもので，左右上

下で，旧条文と新条文が対比して出されてくると

いうわけです。これは今までですと手作業でやる

のですが，立法支援ソフトを使ってデータを一定

の仕方で放り込んでおくと，こういうものが自動

的に生成されます。 

仮に日本側が法整備支援の段階で例えば新しい

民法を起草するとします。日本側は日本語で起草

していきます。日本側は法案をずっと変えてい

くわけですが，これはこれで管理されていると

いうことです。 

 これに対応するものが，ベトナム側でベトナム

語で作成されているとします。すると，日本語の

条文がベトナム語でどうなったかを追跡すること

ができます。逆に言いますと，ベトナム語の法案

が書きかえられたときに，どこが書きかえられた

か日本法の法案の追跡が可能になるというもので

あります。 

 この日本向けの立法支援ソフトをほかの国の言

葉になおそうという作業が現在進行中です。私た

ちは，まずベトナム語化を第一の目標にしていま

す。今年度その準備に着手しました。それが終わ

った段階でロシア語化を進めようと考えていま

す。というのは，ロシア語は，法整備の対象にな

っている旧社会主義圏の諸国の共通語であり，ロ

シア語で法律を作る支援システムをつくっておけ

ば，それは多くの国で使われる可能性を持つから

です。 

 さて，翻訳ですが，まず多くの翻訳者が簡単に

翻訳作業に協力できるようにするための翻訳支援

システムが必要になります。この支援システムは，

翻訳者のために法律辞書，定型表現，文章形式な

どについての情報を提供するだけでなく，翻訳作

業を容易にするさまざまなインターフェースを提

供します。 

 翻訳結果についても，一定の範囲で翻訳の質を

自動検証できるようにします。日本の場合です

と，ある法律上の概念はどの法律に行っても基本

的に同じように使われます。使い方が違うと，法

制局の審査で削られてしまいます。翻訳支援シス

テムは，このような作業を自動的に行います。仮

に名古屋大学が 法令用語，条文用語，送り仮

名，接続詞，使う漢字の種類，適切な用語，不適

切な用語等に関する翻訳基礎情報を提供すると，

それに反する翻訳案には，該当箇所にその旨の指

摘が表示されるというわけです。 

 こういうものを使っていきますと，結局のとこ

ろ先ほども申し上げましたように，旧法令を提示

することもできます。日本側の原案とベトナム側

の法案とが対応関係を持ちながら，提示されるの

です。 

 法令の翻訳は，立法支援ソフトをベースにし，

それに翻訳支援ソフトを組み合わせる形で行われ

ます。例えばベトナム語の法律をベトナム語の立

法支援ソフトで作成し，その現行法をベースにし

て，英訳の作業を進めるという流れになります。

これをベトナムでやっていただけるのであれば，

ベトナム法の英訳が提供されます。同じように，

日本側は日本法の立法支援ソフトで管理された法

文の翻訳支援ソフトを利用して英語に直す作業を

行います。このような作業を続けていくと，英語

を中間言語として，各国の主要な法律について英

訳が国際的に共有されるようになるのではないで

しょうか。 

 私のレジュメの最後に政治的要素と書いてあり

ます。先ほど森嶌先生のお話にもありましたが，

法令管理のスタイルをどうするかというのは，そ

の国のポリシーにかかわっています。かつてのイ

ギリス法のように条文相互の矛盾があっても気に

しない。アメリカ法のように，矛盾していたら裁

判所に調整させればよいというような多様な考え

方があります。我々は，法令の厳格な管理をよし

とする日本的な立法支援ソフトを法整備支援対象

国に持ち込もうとしているのです。それは，日本

の法文化を持ち込むことを意味します。それが許

されるかどうかは，相手国の政治的判断に依存し

ます。その限りで，政治的な折衝が必要になると

思われます。 

 時間がなくなってきました。そこで，翻訳支援

環境について，若干の説明を追加したいと思いま

す。名古屋大学では，日本法の英訳に利用できる

共通の専門辞書を作ろうと考えています。例え

ば，日本法を翻訳するときには，所有権は原則と

してプロパティと訳すというやり方で辞書を作り

ます。複数の訳語を利用して，より落ち着きのい

い翻訳をしようという方法は多分採らないと思い

ます。所有権はプロパティとして一貫した訳をし

ていきます。この方法に無理があるのは，明らか

です。そこで，プロパティという英語について，

日本法を理解する場合の注意情報をハイパーテキ

ストのような形で付加しておくというような処理

をしてはどうかと考えています。 

 用例提示システムというものも提供したいと考

えています。例えば所有権という言葉が出てくる
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翻訳文だけを全部引き出してきて，どういうふう

にその単語が使われているかを表示して，翻訳者

の利用に供するのです。 

 次に，翻訳結果の評価について一言申し上げま

す。自動評価というのは，つまり所有権は例えば

プロパティと翻訳するとしておいして，もしプロ

パティ以外の単語を使っていたら，コンピュータ

ーはプロパティという言葉を使っていませんとい

う指摘をしてきます。そういう意味での機械的チ

ェックを意味しています。 

 しかし，機械翻訳やコンピューターによる翻訳

のチェックには限界があります。そこで，私たち

は，コンピューターによる一次スクリーニングを

パスした翻訳について主観的評価を導入したいと

考えています。よい翻訳文というのは基本的にそ

の時代の法律家が「これはいい」と感覚的に評価

するものです。つまり，私たちは，法律家の集団

的な評価によって適切な翻訳は何かを決めていこ

うと考えているのです。例えば，知的財産法の日

本の専門家から見て，日本の知的財産法の英訳と

してこれでいいかどうかの評価を求めるのです。

この作業をするためには，専門家をネットワーク

で結んで組織しなければなりません。これは，

我々の研究課題の一つです。 

 最後ですが，翻訳の人材は日本では調達できな

いと考えています。日本の労働コストがこれほど

高くなった段階で，日本で英訳をすることは現実

的ではありません。英訳の場合は英語のネーティ

ブ・スピーカーが担当するのが最善ですので，そ

れを世界的に調達するということです。あるいは，

中国語ならば中国で調達するということを考えた

ほうがはるかに合理的だと考えております。この

ような世界を結んだ翻訳ネットワークのシステム

全体の設計が今進んでおります。その専門家が今

日来ておられますので，関心をお持ちの方は後で

御紹介いたします。 

 ちょっと早口で申し上げまして，わかりにくい

ところも多々あったことと思います。その点は，

どうぞお許しください。以上で私の報告を終わら

せていただきます。御清聴ありがとうございまし

た。（拍手） 

【司会（三澤）】  松浦先生，どうもありがとう

ございました。これで前半を終了し，休憩に入り

ます。若干時間が押しておりますので，少し休憩

を短縮させていただき，後半を１５時３０分，３

時３０分より開始したいと思います。ですから，

皆様，その時刻にこの会議場にお集まりくださ

い。それでは，休憩に入ります。 

（ 休  憩 ） 

 

「ＡＰＥＣ諸国・地域における債権回収手続の 

実情に関する研究会報告」          

北川俊光 関西大学法学部教授 

 

【司会（三澤）】  それでは，そろそろ後半を開

始したいと思います。その前に，一つお知らせが

ございます。後半２番目にご報告いただく布井先

生のレジュメが変更になっております。既に変更

後のレジュメはお手元にお配りしておりますが，

もし，まだ変更後のレジュメがお手元にない方は

お近くの係員までその旨お知らせください。 

 それでは北川俊光先生に御報告いただきたいと

思います。北川先生は関西大学法学部教授でいら

っしゃいます。先生は，国際取引法，国際経済

法，製造物責任法等を研究しておられ，そのほか

アメリカの訴訟手続や企業法務についてもお詳し

くていらっしゃいます。そこで，本日は北川先生

に「ＡＰＥＣ諸国・地域における債権回収手続の

実情に関する研究会」について報告をいただきた

いと思います。それでは北川先生，どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

【北川】 ただいま御紹介いただきました北川で 

す。よろしくお願いいたしま

す。私のレジュメは，皆様の

お手元の「第５回法整備支援

連絡会資料」（本誌連絡会資

料２８頁～５０頁参照）に掲

載されております。この「Ａ

ＰＥＣ諸国・地域におけ 

る債権回収手続の実情に関する研究会」（以下，調

査研究会）そのものは，昨年２００３年１２月に

一応の完成を見ておりまして，「調査報告書」もで

き上がっております。この調査研究会の委員等の

名簿は，レジュメ（同資料４８頁）のとおりであ

りますが，私は，座長であったということで，本

日の連絡会に出席いたしております。 

 まず，そもそも，「ＡＰＥＣ諸国・地域における

債権回収手続の実情に関する研究会」という調査

研究会がどのような経緯で形成されたのかという

ところからお話ししたいと思います。これについ

ては，レジュメ（同資料３０頁・３４頁）に書い

ておりますが，もともとは日本政府，経済産業省

が，ＡＰＥＣにおいて，ＡＰＥＣ域内の透明かつ

安定的な市場の枠組み・ルールを作るための「経

済法制度整備」イニシアチブを提案し，２００１

年２月に経済法制度整備コーデイネートグループ

（ＳＥＬＩ）が創設されています。日本政府，産

業経済省は，ＳＥＬＩの活動を通して，東アジア

地域における日本企業他の事業環境の改善および

事業の拡大のために様々の経済法制度整備にかか

わる取り組みをこれまでにも推進しています。こ

れについては，レジュメ（同資料４９頁・５０頁）

にあります。 

 しかし，とはいえ，ＡＰＥＣ域内においては，
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法制度は整備されつつあるものの，その運用には

まだ多くの課題があるという認識の下に，日本企

業が直面している分野の一つとして債権回収とい

う面から，いわゆるＡＰＥＣ諸国・地域の法制度

というものがどのようになっているかの実態を調

査し，改善の方向を示してＡＰＥＣ閣僚に報告す

るというものであります。実際，レジュメ（同資

料３２頁）に書いておりますように，調査研究会

を踏まえての最終報告は２００３年１０月１５日

のＡＰＥＣの閣僚首脳会議で報告がなされており

ます。その関係の文書はレジュメの中にはありま

せんけれども，「調査報告書」の中には英語で入っ

ております。正式には，「Strengthening Economic 
Legal Infrastructure Coordinating Group Japan, 
Asia-Pacific Economic Cooperation, 2003 Study on 
Debt Collection Litigation/Arbitration in APEC 
Economies」です。この「調査報告書」を作成する

に当たりましては，調査研究会で議論，調査を重

ねております。もちろん，この調査研究会を進め

ていくに当たりましては，日本政府として産業経

済省はもちろん，法務省の方々，それからここに

御出席の多くの皆様とその所属の機関・団体にも

いろいろな御支援をいただいて，今日に至ってお

ります。 

 経済法制度を整備していくという中には，もち

ろん新しい法律を作っていく，従来の法律を改正

していく，つまり法が足りないという点を埋め

る，それから，法律が法律としてきちんと運用さ

れているかどうかをみる，かつ，法の執行，エン

フォースメントがうまくいっているのかをそれぞ

れの国ごとにみていくという面も含まれておりま

す。 

 調査研究会における「ＡＰＥＣ諸国・地域にお

ける債権回収手続の実情」についての調査は，ま

ず，何が問題であるのか，ということを具体的に

把握するために，ＡＰＥＣ諸国・地域の日本企業

の出先といいますか，海外子会社・合弁会社に対

するアンケート調査を実施しました。アンケート

調査の対象国は，韓国，中国，香港，フィリピン，

マレーシア，シンガポール，タイ，インドネシア，

ベトナム（２拠点），それからオーストラリア，米

国（４拠点），メキシコ，ペルー，チリです。約３

００件の回答がありました。その中でいろいろな

意見が出てまいりまして，これを調査研究会で整

理して，現地調査（一部は本社調査）を行っても

う少し実態を調べると同時に，現地に進出の日系

企業の人たちに直接にインタビューをして，問題

の在り方を詰めております。 

 アンケート調査結果を踏まえて現地調査をしま

した国が，レジュメ（同資料３１頁）にあります

ように，インドネシア，タイ，ベトナム，中国の

４か国で，２００３年６月から９月にかけて現地

調査団を出しました。アンケート調査でどのよう

なことを聞いたのかということについては，レジ

ュメ（同資料３１頁）に書いております。質問に

おけるもともとの考え方というのは，日本の企業

がＡＰＥＣ諸国・地域に行って製品を作る，製品

を売る。そこでは，製品を売ってそのお金を回収

して初めてビジネスが完結する。特に，今回は，

いわゆる製品売買における債権回収の管理と債権

の中に投資を含めておりますので，日本企業が現

地子会社・合弁会社として進出し，終結若しくは

撤退をするということを含めての投資の管理に重

点を置いて，それらの管理がそれぞれの国の法令

および法制度の下でスムーズに行われているのか

という点について調査を行ったわけです。 

 そういう中で，レジュメ（同資料３１頁）にあ

りますように，遅滞，損害債権へのための対応，

弁護士の使用状況，回収に当たってどのような場

合にどのような困難に直面したのか，裁判制度は

うまく機能しているのか，仲裁はどうか，判決，

仲裁裁定は確実に執行されているのか，弁護士は

信頼できるのかとか，裁判官は信頼できるのかと

か，何が問題だと考えているのかというようなこ

とをいろいろ調査したわけです。なお，この調査

研究に当たりましては，ＵＦＪ総合研究所が幹事

になりまして，優秀なスタッフがすごいバイタリ

ティーと処理能力でこの研究を助けてくれました。 

 この調査における一つのとらえ方は，ＡＰＥＣ

諸国・地域における債権回収がうまくいく，ま

た，海外からの投資が，うまく管理され撤退する

ときにはしかるべく戻ってくるということになる

と，それらの諸国・地域における製品の生産・売

買のビジネス活動が活発になってくるし，また海

外からの投資が促進されてくる。そして，そのこ

とが日本を始めとして企業・産業界にとって大事

なことであると同時に，そのようなビジネスが行

われる国，また投資受け入れ国にとっても大きな

プラスになるという前提です。 

 もう少し具体的には，レジュメ（同資料３５頁）

に書いておりますが，本調査研究においては，債

権回収制度を次の三つの観点から分析，検討して

おります。一つは，「債権回収に関するインフラ」

について，これは司法制度や企業情報の開示の問

題です。次は，「個別的債権回収制度について」，

これは，債権回収訴訟制度，仲裁の制度，特に国

際商事仲裁の法制度と実際，担保の実体法，担保

権の行使および強制執行を含む方法によって債務

者資産からの弁済を個別的に求める個人の債権者

が実施できる債権回収の法律問題です。最後は，

「集団的債権回収制度」です。これは，破産や再

建手続を含んで，債権者全員が集団的に弁済を受

ける債権回収方法の法律問題です。 

 最終的には，この調査研究会は，これら調査研

究の結果を踏まえて，現状と問題点，課題を明ら

かにし，さらにはそれに対する対応策を整理し，

それらの成果をＡＰＥＣ諸国・地域内で共有しよ

うとするものであります。そのような共有によっ
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て，債権回収，投資勘定に関連する法令，法制

度，その他のビジネスのインフラ等についてそれ

ぞれの国・地域が認識を深め，またそれらの透明

性を上げることを通してＡＰＥＣ諸国・地域内の

経済発展に貢献していこうというねらいでありま

す。 

 本日の連絡会会合において，今までいろいろな

専門の方が話をされましたが，私どものこの調査

研究会は，法整備支援ということで法律そのもの

をつくっていこうという支援ではなくて，債権回

収に焦点を当てながらＡＰＥＣ諸国・地域におい

て，どのような法がどのように存在しているの

か，その法はうまくエンフォースされているの

か，何が問題なのか，何が足りないのか，という

ようなことを明らかにし，改善を考えていくとい

うところに目的があります。 

 そして，最終的には，このレジュメ（同資料３

８頁）の後ろの方に「提言」として取りまとめ，

次頁には，「課題への今後の対応策のあり方 ― 各
エコノミーに適した自主的な取り組み促進の重要

性 ― 」を取りまとめております。これは日本政府

が今後進めていかれるわけですけれども，具体的

な課題や対応策については，レジュメ（同資料３

９頁～４６頁）に書いております。皆様も多分ベ

トナムに行って調査をしたらどのような結果にな

るかとか，インドネシアはどうだろう，中国はど

うだろうか，ということについては，もう十分に

ご想像いただけると思いますが，調査結果は，皆

様のご想像と大体合致しているのではないかと思

います。例えば，債権回収の基盤となる信用制度

というものが本当に育成されているのかという点

について皆さんの想像の通りで，結論から言う

と，それはありません。 

 それから，アンケート回答の中では，裁判制度

が信用できないので使用したくないとか，法律は

あるけれどもうまく運用されていないとか，裁判

官の資質にも問題があるとか，担保制度がだんだ

んできつつあるけれども担保登録の制度がないの

で使えないとか，手形・小切手法もあるんだけれ

ども誰も使っていないとか，いろいろな問題がで

てきております。現地における実態調査におい

ても，調査した多くの会社は，「全然問題ありま

せん，私たちはうまくやっています」という返答

でしたが，よく聞いてみると，現地人・現地企業

に対しては，代金先払いでなければ製品を引き渡

さないので債権回収の法律問題は発生しないとい

うことであったり，現地での売り先がすべて日系

企業であり日本の親会社から保証が出ていること

もあり，代金回収には問題がないとかいうことで

ありました。もちろん，このように信用取引が育

成されていないことにビジネス拡大を妨げている

要素があるわけで，その信用制度を法的に支える

制度として一つには担保の制度があるわけで，担

保制度の法律問題としての整備，手形・小切手制

度の整備などの法整備の問題にもつながって参り

ます。ただ，それはやはり法制度の問題点だけで

はなくて，産業の発展に伴って必要とされる経済

インフラの構築も大いに要請されてくるものと感

じました。このことは，かなり進んでいる中国で

も同じ問題だと言えます。 

 いろいろとお話ししているうちに時間がなくな

ってきましたので最終的にはレジュメ，「調査報

告書」を細かく読んでいただくということになる

かと思います。 

 実は，私がこの研究会に入っている理由は，ち

ょうど１０年程前に九州大学法学部教授に就任す

るまでは，（株）東芝にいて国際法務の責任者とし

て，国際市場におけるビジネスに関連する法務問

題に取り組み，アジアの国々においても債権回

収，企業整理・倒産，訴訟対応，仲裁対応，独資・

合弁事業の設立等に取り組んでいたからでもあり

ます。現地調査などを通して，私がアジアの国々

で法律問題に苦慮していた頃よりも，これは皆様

のおかげが大きいのでしょうが，法整備化がすご

く進んでいることや現地国の政府の関係者の意欲

というか，意識が格段に進んでいるということを

強く感じました。特に，今回は現地調査をしたと

きに日系企業にインタビューをしましたが，これ

はどちらかというと全体としての問題点発見に主

眼をおいたものであったといえます。現地調査の

本来の狙いは，それぞれの国における法政策の

機関，その責任者であるとか，法支援受け入れの

責任者であるとか，債権管理の国家としての責任

者であるとかいう方などをずっとインタビューし

て回りました。彼らの持っている問題意識は非常

にすばらしいものでありました。それにどのよう

に取り組んでいかなければいけないのかというこ

とも，かなり認識されていると思われます。ま

た，それを実行しようとする取り組みもできると

ころから徐々になされていると感じてきました。 

 しかし，それらを現地の日系企業の人とのイン

タビューで，フィードバックしてみますと，い

や，それは外資企業には適用がないとか，外資企

業は不利な取り扱いを受けているとか，外資企業

はとてもそういうことは信頼できないとかいう発

言が多く，そこらはどの場合でもあるビジネスか

らの現実の見方と政策側からの努力との間のギャ

ップではありましょうが，まだまだ改善していく

余地は多いものがあるという感じもあります。 

 これまでの調査研究を踏まえて，それでは，債

権回収の制度・運用・執行能力の向上に向けた課

題をどのように把握し，それへの対応策をどのよ

うに提言していくのかを取りまとめた図表をレジ

ュメ（同資料４０頁）に書いております。そこで

は，課題への対応方法として，情報へのアクセス

の改善，情報公開の強化，組織体制の整備，人材

教育・育成，一般への周知を挙げております。具

体的な対応策としては，法整備支援，ベスト・プ
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ラクティス・ガイドラインの策定，実務マニュア

ルの作成，セミナー，ワークショップなどを指摘

しております。 

 ここでのベスト・プラクティス・ガイドライン

というのは，日本でのうまくいっているプラクテ

ィスをベストだといってそのまま紹介するという

ような性格のものではありません。これはＡＰＥ

Ｃ諸国・地域において債権回収などについて，こ

れは結構うまくいった事例だというものを取り出

し，それを広く知らしめることによって情報を共

有化して，それだったら我が国もやれるのではな

いと広げていけないかな，というものです。情報

の公開には，日系企業の悩みとしての現地の判例

がなかなか見つからないということへの対応でも

あります。もちろん先例拘束といいますか，訴訟

において先例を調査することによって判決への予

見可能性が欲しいという意見もありました。国際

商事仲裁制度はうまく滑り出しているようであり

ますので，もう少し統一的な仲裁制度とか，そう

いう面で支援できないかということです。また，

ここで得た情報をセミナー，ワークショップで公

開していくということで，今後の支援につなげる

ことができないのだろうか，ということでありま

す。 

 

 大体ちょうど時間になりました。最初に触れま

したが，この調査研究会は一応終わって「調査報

告書」が出ております。今後の作業は，ＡＰＥＣ

のＳＥＬＩの会議等を通して，日本政府，産業経

済省で推進されていかれますので，私が申し上げ

ることはありませんけれども，是非とも皆さんに

も協力していただき，いいものにしていただけれ

ばと思います。 

 どうもありがとうございました。（拍手） 

【司会（三澤）】  北川先生，どうもありがとう

ございました。北川先生の御報告に関する御質問

や御意見も，この後４時以降に予定されておりま

す質疑応答と自由討論の際にお寄せいただきたい

と思います。 

 

報告「中国支援に向けた調査研究の現状」 

布井千博 

一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 

 

【司会（三澤）】  それでは，引き続き布井千博

先生に御報告いただきたいと思います。どうぞ前

のほうにお越しください。布井先生は一橋大学大

学院国際企業戦略研究科教授でいらっしゃいます。

先生は商法，ＥＵ法，Ｍ＆Ａ法制，中国会社法

等，企業関連の法律について御研究を進めておら

れます。本日はそのうち中国に焦点を当てまし

て，「中国支援に向けた調査研究の現状」について

御報告いただきたいと思います。それでは，先

生，どうぞよろしくお願いいたします。 

【布井】  ただいま御紹介にあずかりました一

橋大学の布井でございます。中国支援に向けた調 

査研究の現状を御報告させ

ていただきます。これまでＪ

ＩＣＡ等で中国の法整備支

援というものは行われてこ

なかったわけでございます

し，私自身も法整備の経験は

今までないわけでございま 

す。新人が登場したということでございますの

で，どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは，早速本論に入らせていただきたいと

思います。本日，森嶌先生を始め諸先生方が法整

備の御経験についてお話しになられました。特に

森嶌先生がおっしゃられました法整備支援につい

ては戦略が必要であるということについて，非常

に感銘を受けたわけでございます。私どものこの

プロジェクトはまだ実際には動いていないわけで

ございまして，とりあえず戦略と言えるものがあ

るかどうかは別といたしまして，戦略的なものか

ら考えていかなければいけなかった。そして，法

整備はどのような形で始めればいいのか，手探り

で来たわけでございます。 

 そういう状況でございまして，必ずしもまだ十

分な内容とはなっていないわけでございますが，

これまでの御経験を参考にさせていただいて，よ

りよいものになっていけばと念じているわけでご

ざいます。 

 そこで，まず，本報告におきましては，法整備

支援の意義について考えてみたいと思います。こ

れは，日中環境を取り巻く経済的要因から分析を

してみたわけでございます。 

 まず，法整備支援の意義，視点でございます。

御承知のとおりＦＴＡがアジア地域のみならず世

界各国におきまして締結が進んでいるわけでござ

います。このような制度的な経済統合が地域の中

で進みつつあるということが，法整備支援の第一

の意義であると考えております。ＡＳＥＡＮにお

きましては，１９９２年から自由貿易地域を形成

するという作業が進められておりますし，また，
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２００２年になりました段階で，ＡＳＥＡＮのほ

うが中国や日本とＦＴＡの協議を行おうという申

出をしているわけでございます。いわばＡＳＥＡ

Ｎがハブのような存在となって，中国，日本，韓

国等を取り込んで一つの経済地域を構築していこ

うという構想が進んでおります。 

 他方，日本，中国，韓国という東アジアの主要

国の間でのＦＴＡはどうかと申しますと，まず２

００２年１１月の日中韓首脳会合におきまして，

中国側から提案があったわけであります。つまり，

中国，日本，韓国の３か国の研究機関が共同研究

のテーマとして，可能性としての日中韓ＦＴＡの

効果を取り上げていく，そういう申出がありまし

た。 

 日本は，これに対しては非常に慎重な立場をと

っておりましたし，韓国も同様であったわけでご

ざいますけれども，とりあえずは研究を始めよう

ということで，３国の研究機関が現在研究を行っ

ているという状況でございます。 

 さらに，２００３年の１１月の日中韓首脳会合

におきまして共同宣言が発出されました。この共

同宣言の中におきまして，将来における３国のよ

り緊密な経済連携の方向性を探求するということ

がうたわれたわけでありますし，また，対内外国

直接投資を促進するために，３国は３国間投資取

り決めのあり得べき形態に関する非公式な共同研

究を立ち上げるということも提案され，実施に移

されようとしているわけでございます。このよう

に日中韓ＦＴＡ，まだ足取りはおぼつかないわけ

でありますが，徐々にその構想というのが考えら

れてきております。 

 また，国内に目を転じましても経済産業省の

「通商白書２００３」におきまして，東アジアビ

ジネス圏構想というのが打ち上げられております。

この構想によりますと，ＡＳＥＡＮプラス３の地

域においてＥＵやＮＡＦＴＡをモデルとする地域

経済圏を構築すること，そして，この構想を実現

するためにＯＤＡを戦略的に活用していくことが

うたわれております。人・物・資本・サービスな

どの自由移動が認められる東アジア経済圏を構築

するためには，市場統合を果たしましたＥＵなど

の経験に照らし合わせましても，とりわけ法制調

和の必要は大きいのではないかと考えております。 

 このような制度的な経済統合の動きと並行する，

あるいは，更にその先を行くような形で事実上の

経済統合というのも進行中でございます。特に，

中国のＷＴＯ加盟後におきまして対中直接投資の

質，あるいは対中輸出の質的変化が見られるわけ

でございます。従来の中国というのは諸外国にと

りましては生産拠点であったわけでございますが，

ＷＴＯ加盟後，世界の市場へと変化してまいって

おります。このようなことを受けまして，対中投

資も組立工場型から市場重視型へ，あるいは労働

集約型から技術集約型へと転化しております。 

 このようなＷＴＯ加盟の影響というのは，中国

に対しても大きなインパクトを持っております。

中国側の事情といたしましては，市場開放を迫ら

れております。従来の外資優遇策は逆に内資差別

につながるということでありますので，特に外資

優遇税制の維持等は困難になっているのが実情で

はないかと思います。このような外資優遇策とい

うのを永続的にとり得ないというふうになってま

いりますと，中国側としては，投資の安全という

のを強調することによって外資を呼び込むという

方向に行くのではないかと考えられるわけであり

ます。 

 また，日本側の事情といたしましても，短期的

な投資優遇策よりも，長期的な投資保護を重視す

るということに今後なっていくのではないかと思

います。市場経済の進展に応じた投資法，経済法

制の整備というものが非常に重要になってくると

考えられます。 

 以上，まとめますと，短期的には投資保護の観

点から，中長期的には法制調和の観点から，中国

における経済法制を市場経済に対応させるために

我が国が協力することは，両国の国益にかなうの

ではないかと思います。ここで協力と書きました

のは，中国は既に法律の制定というのがかなり進

んでおります。そういう国に対しましては法整備

支援というよりも，むしろ法整備に対する協力と

いう形で我が国が積極的に関与していくのは可能

なのではないかという意味合いでございます。 

 以上が対中法整備協力のいわば意義でございま

す。このような意義を踏まえた上で，ＪＩＣＡと

日中企業法制研究会が２００３年３月及び９月に

調査を実施したわけでございます。これはプロジ

ェクト形成調査というものでございました。この

日中企業法制研究会につきましては，レジュメ

（本誌連絡会資料７２頁参照）のところに概要，

会則の抜粋がありますので，御興味のある方は御

覧になっていただきたいと存じます。 

 そこで，２００３年３月の第１回調査でござい

ますが，これは時期的にはあまりいい時期ではご

ざいませんでした。胡錦涛が国家主席に選出され

るという極めて重要な大会のちょうどさなかでご

ざいましたし，当時は機構改革が大幅に進展して

いるような状況でございましたので，調査にはあ

まりいい時期ではなかったわけでございますが，

あえてそれを敢行して実施したわけでございます。

どういう調査をしたかという点に関しましては，

レジュメ（同資料５８頁）のところに現地調査の

日程が入っておりますので御参照になっていただ

ければと存じます。北京，上海，浙江省のほうに

参ったわけでございます。 

 その調査の目的は法整備支援に対するニーズの

調査ということでございました。調査対象といた

しましたのは独占禁止法，投資法・企業改革法，

司法人材育成，大きく言うとこの３点でございま
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す。この調査の結果得られた事項でございますけ

れども，第一に，中国においては既に法整備に多

数のドナーがこれを支援しているということが明

確になりました。これに対しまして，日本からの

支援というのは全く行われていないという状況に

あったわけでございます。 

 このドナーの支援動向に関しましてはレジュメ

（同資料６２頁～６４頁）にまとめてございます。

アジア開発銀行ですとか，世界銀行，あるいはカ

ナダ，オーストラリア，ドイツ，そしてフォード

財団等，今日もこれらの名前は何度も出てきたと

ころでございますが，こういう機関が対中法整備

支援に動いているということでございました。特

に印象に残ったのは，中国の判例の整備につきま

して，ＥＵが既に早い段階からその整備に協力を

しているということでございます。我々はよく中

国の判例というのはなかなかオープンになってこ

ないということを問題にしているわけでございま

すけれども，既にＥＵはそういう判例等の公開に

ついて中国に支援をしている。特に裁判所に対し

て支援をしているということは非常に印象に残っ

た次第でございます。 

 支援の内容というのは視察とか，研修員の受け

入れ，専門家の派遣，シンポジウムの開催，書籍

の提供ということでございまして，さほど目新し

いものはなかったわけでございます。この点で，

我が国が提供し得る協力メニューと大差ないとい

うことが判明してまいりました。 

 ２番目に判明したことは，日本の支援に対する

期待が強いということでございます。その理由

は，中国と我が国の法文化が類似しているという

点，そして我が国が市場経済の中で蓄積した知見

というのが中国にとって参考になるということで

ございました。成功例だけでなく，失敗例もいろ

いろ参考にしたい。あるいは，公社の民営化等に

ついても参考にしたいということが明らかになっ

てまいりました。 

 ３番目の知見といたしまして，多数の機関から

視察，研修員受け入れ，専門家派遣，シンポジウ

ム開催という要望がございましたし，また，地方

の行政機関からも研修への関心が表明されたわけ

でございます。 

 このようなことから，中国の法整備を支援する

ことは我が国にも利益をもたらすのではなかいと

考えられます。そして，我が国の法規と類似した

法規が中国に採用されると，我が国の企業の事業

活動に有利ではないかということも考えられるわ

けでございます。また，支援の過程で得られた最

新の情報をフィードバックする。例えばインター

ネット等で公開するということも有益であろうと

考えられたわけであります。 

 ただし，中国におきましては機構改革中でござ

いましたので，カウンターパートについてはより

慎重に見きわめる必要があろうということでござ

いました。このようなことから，もう一度中国の

状況が落ち着いた状況で第２回の調査を行う必要

があろうということになりまして，２００３年９

月，ＳＡＲＳ禍がおさまった時点で第２回目の調

査を実施したわけでございます。 

 第２回目の調査の目標は，まずは全人代常務委

員会法制工作委，あるいは国有資産監督管理委員

会，このような機関に対するニーズの調査でござ

いました。第２番目はカウンターパートの精査，

第３番目はプロジェクト具体化のための調査とい

うことでございます。特に，企業法整備に対する

ニーズを確認しようということでまいりました。

当初，第１回目は，この他に独占禁止法とか，司

法人材の育成というのが調査対象となっていたわ

けでございますが，この点については直ちに対応

することは困難であろうということで，調査対象

から外れていったということでございます。 

 調査の概要に関しましては資料４（同資料６０

頁）を御覧になっていただければと存じます。特

に資料（同資料６１頁）に調査のスケジュールで

どういうところを回ったのかということが掲載さ

れております。 

 調査結果でございますけれども，ＷＴＯ加盟

後，中国は急速に企業法制等の法整備を行ってお

ります。企業法関係に関しましては，１９９０年

代前半のところでかなりの部分の整備が行われた

わけでございますが，いかんせんまだ国有企業体

制が非常に大きな役割を占める時期でございまし

たので，必ずしも市場経済に対応したような法整

備にはなっていなかったわけでございます。ＷＴ

Ｏ加盟後，これをより一層市場経済化するという

ことが求められているわけでございます。それ

で，法整備も現在，非常に急速に整備が進んでい

る。そのような中にあって，日本の法制に対する

関心も非常に高く，支援を求める声も大きかった

わけでございます。特に，全人代法制工作委，商

務部，国務院法制弁公室のＪＩＣＡへの協力の期

待が大きかったと理解しております。 

 我々は企業法整備に関する調査を実施したわけ

でございますけれども，企業法だけにとどまら

ず，行政法ですとか，貿易法，流通法等に対する

支援の要望も強く聞かれたわけでございます。 

 このような調査の結果，中国側から正式に法整

備の支援申請が出たようでございます。現在，Ｊ

ＩＣＡ，外務省，経済産業省等，関係機関でこの

法整備の実施について検討中であると聞いており

ます。中国側は商務部が申請機関となっているわ

けでございますけれども，協力機関といたしまし

て国務院法制弁公室，全人代法制工作委員会，証

券監督管理委員会等，あるいは国有資産監督管理

委員会，このような企業法制に関係する機関が協

力機関となっておりますし，また，清華大学，あ

るいは中国人民大学等も協力機関として名を列ね

てきておりますので，ある意味，中国側としては



 

  54

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 ・・・・・・・・・・・・・・・・

かなりの機関の調整を経てこの申請が来ているの

ではないか。そういう意味では，私たちの調査と

いうのはある意味成功したのではないかと自負し

ております。 

 このような状況でございますので，いよいよ法

整備支援の実施に向けて検討を始めなければいけ

ないという段階に至っているのかと考えます。こ

れは，あくまで私個人の見解でございまして，私

が法整備支援に関する実施に携わるかどうかは明

確ではないわけでございますが，幾つかのことを

考えてみたわけでございます。 

 まずは法整備の理念でございますが，三つほど

考えております。第一は法制度の相互理解の促

進，第二は投資促進・投資保護のための経済法制

の整備，第三はアジア経済圏の実現のための法制

調和の基盤整備，この三つの点でございます。第

二にどのような方法で法整備を行っていくのかと

いうことでございますけれども，ここのメニュー

はほとんど今まで述べられてきたところ，今まで

我が国が他国で行ってきたもの，あるいは他の国

のドナーが中国で行ってきたものと重なってくる

のかと思っております。 

 特に地方の司法人材の育成に力を入れられれば

いいなと考えております。つまり，会社法が中央

で整備されるという場合に，会社法の実施はまた

地方で行われるわけでございます。中央で制定さ

れた会社法の正確な理解，そして諸外国がこの会

社法制に対してどのような期待を中国に抱いてい

るのか，こういうことを明らかにするために，そ

して地方の司法人材にそういうことを知っていた

だくために積極的に研修を実施していきたいと考

えております。 

 三番目の到達目標ということでございます。先

ほど申しましたように，中国では既に法律制度と

いうのがある意味完備しているわけでございます

ので，この法整備支援，法整備協力についての到

達目標もそれに合わせたものでなければいけない

と思われます。場合によれば志が低いと思われる

かもしれませんが，とりあえず五つの点を考えて

みました。 

 まずは，各々の法制度に対する相互理解の促進

であります。第２番目は，中国における企業法制

の現代化の促進，第３番目は，法制度整備による

投資環境の改善，４番目は，司法人材の交流の促

進，第５番目は，将来のＦＴＡ交渉における窓口

の確保ということでございます。このＦＴＡがど

うなるかは非常に政治的な部分が絡むわけでござ

いますが，今我々がやれることというのは，ＦＴ

Ａ交渉が行われる際に中国の法制度をよく理解し，

立法担当者といろいろな点で協議ができる窓口と

いうのを早目に作っておくことが必要なのではな

いかと考えるわけでございます。 

 以上，大変拙い報告でございますが，私の報告

とさせていただきます。どうもありがとうござい

ました。 

【司会（三澤）】  布井先生，どうもありがとう

ございました。 
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質疑応答・自由討論 

 

【司会（三澤）】  それでは，これから質疑応答

と自由討論に入りたいと思います。会場の皆様か

ら御発言をいただくわけですが，御発言の際には

お手元のマイクのスイッチを入れていただきます

ようお願い申し上げます。また，御発言が終わり

ましたらスイッチをオフにしていただくようお願

いいたします。 

 また，このセッションは当法務省法務総合研究

所国際協力部教官・山下輝年がコーディネーター

を務めます。では，山下教官，よろしくお願いい

たします。 

【山下】  国際協力部教官をしております山下

と申します。あと１時間ほど時間がありますの

で，是非皆さんで活発な討議をしていただきたい

と思うのですが。今日はＡＤＢあり，インドネシ

アあり，はたまた中国あり，コンピューターの話

あり，まるで幕の内弁当のようです。これは，皆

さんがいろいろな情報を共有できるようにという

趣旨と，今後の活動のために国内の動きも知って

いただきたいということがあります，最初，当部

長が申しましたように，国際機関同士の調整など

をどうするのかということのヒントになればとい

うことで，提示させていただいたわけです。 

 前の法整備支援連絡会でも言いましたけれども，

国際会議の場合には問題が二つあります。一つ

は，インド人をいかにしゃべらせないで，もう一

つは，いかに日本人を発言させるかという問題が

あると言われておりますけれども，この法整備支

援連絡会では日本人がしゃべらないということは

期待しておりませんので，活発によろしくお願い

いたします。 

 既に出されている質問とかコメントを申し述べ

たいという紙が届いておりますので，こちらを優

先させていただきたいと思います。その後に自由

に御発言していただきたいと思います。 

 まず星野先生のほうから，中国の話ということ

で，これまでの経験で今後の活動，あるいは中国

に対することで参考になることを申し述べたいと

いうことがありますので，お願いできますでしょ

うか。 

【星野】  星野でございます。私は，国際民商

事法センターの学術評議員をしております。その

関係では主としてコンパ要員として，東京で被支

援国の研修員などの懇親会に出席することが多い

のです。ただ個人的に，一昨年以来急激に中国と

の関係ができました。一昨年と昨年各二度ずつ，

合計四回中国に招かれて，毎回一回，二回講演を

しました。そこで，自分自身の反省を含め感じた

ことがありますので皆さんのお話とは少し方向が

違いますが，述べさせていただきたいと思った次

第です。今日の議論を混乱させては申し訳ないの

で，そうであれば無視してくださって結構です。 

 これまでのお話との関係では，結論的には，森

嶌さんのおっしゃったことは大変重要だと思って

おり，賛成の点が多いのです。ストラテジーの重

要性はそのとおりと考えます。これがマクロの視

点だとすれば，私のは，ミクロの視点からの感想

でとして一言したいと思います。 

 また，私の話は，松浦さんのお話の手前になる

でしょう。皆さんのお話を非常に感心して伺いま

した。北川さんのお話，布井さんのお話も感心し

て伺いました。私の感想は，それらより素朴なも

のではないかと感じます。 

 私が組織的法整備支援にかかわったのは，第３

回国際民商事法研修の際に金沢で講演をしたほか，

第５回と第７回の日中民商事法セミナーで中国の

先生の講演のコメンテーターを勤めたことがある

程度です。 

 ただ，先程申しましたように，個人的に４回ほ

ど中国に招かれてまいりました。そのうち３回は，

かなりストレートに，これから申し上げることに

関係します。最も端的なものは，２００３年３月

に雲南省麗江という所で行われた，中国民法典草

案国際シンポジウムというものです。中国民法典

全編の編纂を行うことが２００２年１２月全人代

常務委員会で決定され，一応の草案が発表されま

した。これに対しては，体系的でなく，ばらばら

な各編の寄せ集めにすぎないという批判があるよ

うですが。このシンポジウムはその検討をするも

のでした。もっとも，「国際」といっても，日本だ

けのようでしたが。京都大学の北川教授，早稲田

大学の藤岡，小口両教授，新潟大学の国谷教授と

私が参加しました。後の２回は，日本に留学した

中国の学者がかなりいて，その人々が中日民商法

研究会という小さな学会を組織しましたが，これ

に招かれたものです。会長は，中国社会科学院の

梁慧星先生で，民法典編纂についての中心である

学者が二人おり，その一人です。同じく中国社会

科学院助教授の渠濤さんが事務局長になっていま

す。毎年開催するということで，昨年，一昨年と

呼ばれて行きました。恐らく今年も行くことにな

るかと思います。残り１回は，中国政法大学の５

０年記念行事に招待されたものです。 

 それから，日本においても，２００２年８月に

早稲田大学の比較法研究所が，「中国における民

法典制定計画について」と題するシンポジウムを

開催しました。そこには，中国でも見られないよ

うな豪華メンバーが揃って参加されました。全人

代法制工作委員会の副委員長で，当時は民法室主

任だった，王勝明さん，今の梁慧星先生，それ

に，中国人民大学教授で，梁先生と並んで民法典

編纂に最も関係の深いもう一人の学者の王利明先

生，さらに先の渠濤さんです。全人代のやり方は

面白いもので，意見の分かれている部分について

は，それを代表する学者にそれぞれ草案の起草を

委嘱します。各先生は，グループを作って，草案
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を作成するのです。例えば不法行為については，

この二人のグループによる草案があります。 

 梁さんと王利明さんが同じ場に出てくるのは割

合珍しいのだそうです。もちろん全人代では，こ

ういう大きな法律の草案の検討のときには，全国

から学者などを呼び集めて，大激論をするのです

が，それ以外の場のことです。なお，中国では，

日本と少し違って，「法律」は全人代の各委員会が

提出するので，内閣提案はありません。国務院

が，その下位の法律を作るのです。会社法，商業

銀行法の改正などは国務院が行います。つまり，

経済法的なものや商法的なものは，国務院立法が

多いのですが，民法，民事訴訟法，刑事訴訟法

は，全人代の立法ということです。 

 そんなことで，早稲田大学のシンポジウムでは

内容の濃い議論がなされましたが，それにも私は

出席して講演，討論を行いました。 

 つまり，中国における民法典編纂の急速な進行

と「中日民商法研究会」の設立とが，これまで中

国に行ったことのなかった私が招かれる理由かと

思っています。どの場合も民法典編纂の話が盛ん

に出て，多くの質問を受けましたが，その中に

は，日本民法の現在の状況のほか，明治時代の日

本の法典編纂に関するものが多かったと思います。

明治民法典編纂のときに特に問題になったこと，

苦心したこと，編纂のどこがうまくいったか，ど

こがまずかったか，などについてよく聞かれまし

た。 

 日本，中国でのそれらの場における経験を含め

て，かなり強く感じた点について，簡単にお話さ

せていただきたいと思います。 

 なお，２００３年１２月の同委員会において，

まず民法の物権法，不法行為法及び国際私法の審

議を精力的に行い，確定草案の出来たものから立

法することになりました。 

大きくは二つの点について申します。 

 第一に，中国の人との研究会においては，学ぶ

ことが多かったというのが，率直な感想です。端

的に言いますと，我々日本の法学者は，現在ある

法律の解釈論に重点を置いていた，もっと言えば

そればかりやっていたために既存の法律を説明す

ること，（それさえ，十分でなかったことは，直

ぐにお話しますが）には長けていても，新たに立

法をするとなると，改めて考えるべき基本問題が

多いということです。以下五つのことを申し上げ

ます。 

 一つは，日本法についての説明にも，「こうなっ

ている」ということ，せいぜい現在におけるその

制度や規定の意味の説明では足りず，その制度や

規定の歴史的・社会的な理由や根拠についての説

明，それらの規定や制度を置くことはなんのため

か，どのような社会的利益をどのように保護する

ことになるのか，などについての相当の説明が必

要だということです。例を挙げますと，そもそも

民法典の編別が問題になります。中国で議論して

いる大問題の一つがそれです。パンデクテン体系

成立の歴史的由来，その長所と短所などをある程

度考えておかなければなりません。債権総則編の

必要性，契約編と不法行為編を分けるべきではな

いかなども，問題になっています。具体的な点と

しては例えば，物権変動のシステムとしてどれが

よいかなどという大問題も，どういう理由でそう

なっているか重要です。細かい点でも，「なぜ権利

能力は出生に始まるのか。胎児になぜ権利能力が

ないのか」「死者に人格権があるならば，死者に

はその限りで権利能力があるのか。孔子の子孫は

孔子の名誉が毀損されたと主張して損害賠償を請

求できるか」などといったことを質問されます。 

 それらに正確に答えるには，まず，それらの法

制度・法命題の意味を正確に把握し，その歴史

的・社会的背景や，立法趣旨を理解していること

が必要です。私どもの研究のほか，教育に際して

も，同様です。少し心配しているのは，ロー・ス

クールでは，条文を前提としてその適用の技術の

教育が重視されるという方が多いのですが，そう

だとすると，法整備支援のための研究・教育とし

ては逆行するのではないかと思います。 

 二番目に，ある意味でこれと関係しますが，被

支援国の人々に教えた経験のある方から，「向こ

うの人は，公信力による動産所有権の取得といっ

てもなかなか分かってもらえない」とか，「表見代

理の結果有権代理と同様に本人に効果が帰属する

ことが理解されない」などと嘆かれることがあり

ます。その理由として，「我が国ではそんなに悪

いことをする者はいない」と言われるとして，笑

われる方もあります。確かに，その理由はおかし

いと私も考えます。しかし，実は，公信力や表見

代理，一般的に取引安全の保護の制度について

は，むしろその質問がもっともなのではないでし

ょうか。私どもも，法学部に入った当時，それら

の制度が奇妙だと思った経験があるはずです。つ

まり，それらの制度は，常識からは離れた，例外

的な制度なのであって，所有権者が保護され，一

定の範囲でのみ代理権を与えた本人が保護される

のが原則のはずです。それらの制度は，近代社会

における取引の大量・迅速化に伴い，第三者の取

引の安全のために，例外として出来た制度のはず

です。また，動産物権における公信力は，中世ド

イツ法におけるゲヴェーレの問題がからむので，

さらに厄介です。民法の規定の中だけでも，この

ように原則と例外とをきちんと理解しておかなけ

ればならないと思います。簡単に物権取得の原因

をして，契約によるものと，法律によるもの，特

に即時取得によるものがあるなどと言ってしまう

のは，司法試験受験のための授業ではよいかもし

れませんが，少なくとも法整備支援に関しては適

当でありません。 

 三番目に，この点は十分に心得て話されている
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と思いますが，民法典の制度だけから判断するこ

とができず，いわばそのインフラが問題になる重

要な制度があることです。物権，特に不動産物権

変動のシステムとしてどれがよいかの問題に典型

的に出てきます。例えば，ドイツ方式とフランス

方式の比較がそれです。私自身，不動産登記簿の

公信力は無理だが，物権変動については意思主義

より形式主義（登記主義）がよいと考えています

が，それを採用するには前提があり，不動産の現

状の正確な把握，登記制度の充実と登記官の養成

がインフラとして必要ないし不可欠です。それは

結局，各国がこれらのインフラを整備するための

予算を投入する決意と能力があるかにかかってい

ます。この辺は我々としてはそれぞれの制度の採

用のためにこういうインフラが必要になるが，皆

さん考えてください，としか言えないのです。 

 四番目に，先ほど触れた民法典の体系にも関係

しますが，私どもが支援しているのは，二十一世

紀に向かう法律の制定だということです。この点

は，相手国の事情に応じて異なるものです。そも

そも我々自身も先を見据えて日本の民法典のある

べき姿を考える必要があります。それを考えるこ

となしに，他の国について簡単にこれが良いなど

とは言えないと感じております。 

 五番目に，情報の問題があります。人について

も，法律の現状などについても，情報が相互に不

十分です。中国の方は，信義を重んじますので，

たまたま日本へ留学して世話になった人を呼んだ

りします。日本に長く留学していた人は，日本の

状況がかなりよく分かりますので，直接には知ら

ない人でも呼んで話を聞いてみたいということに

なったりしますが。我々が得る知識の方も一面的

になる危険があります。中国は広いですし，大学

が張り合っているようなこともあります。立法に

ついては全人代の権限が強いわけですが，研究

（最近では大学院教育）では，中国社会科学院，

また北京だけでも北京大学，中国人民大学，中国

政法大学，清華大学その他があります。それらの

方々の意見の相違に加えてデリケートな点もある

ようです。かなり気を付けないと，一部の人や意

見に安易にコミットしてしまうおそれがあります。

反対に，向こうの人が日本の一部の人だけに関係

を持って，それらの人の意見だけが日本のものと

考えても困るのです。自分の意見はともかく，情

報が十分でないことによる危険のあることはわき

まえておいて，常に留意を怠らないように努める

必要があります。 

 一言でまとめれば，私どもは，発信すると言う

と，「どのように」発信するかを考えます。その

見地から，松浦さんのお話を感心して聞いていた

のですが，そのもう一つ手前に「なにを」発信す

るかについてよく考え，改めて相当勉強する必要

が大きいと感じて帰ってまいりました。 

 全体の第二ですが，最近中国の学者と話してい

て若干気になったことがありますので，聞いたま

まにお話しておきたいと思います。それは，法整

備支援の基本態度に関するものです。三ヶ月先生

がいつもおっしゃっておられるように，私ども

は，決して，「教えてやる」といった態度でいては

いけないので，相手国の方々の要求・希望に応ず

ることでなければならないのです。 

 しかし，最近ちょっと気になる感想を耳にしま

した。例えば「そのことなら日本民法何条を見て

ください」と突き放されることがあったとか，「教

えてあげる」という態度の感じられる場合があっ

た，ということです。これは，ほんの例外的な事

例かもしれませんし，受け取ったほうにも問題が

あるのかもしれません。実は婉曲に私のことを言

われたのかもしれないと考えたりもしましたので

すが，改めて初心に帰る必要があると感じまし

た。 

 最後に別のことです。言わないつもりでいたの

ですが，さっきお話があったので一言しますと，

法整備支援事業についてもっと日本の中で発信し

ていただきたいのです。新聞に載ったことがある

のかどうか分からないのですが，こういう仕事を

しているということを広めていただきたいと思い

ます。日本の友達や，法学者でも知らない人がい

ます。まして，一般のインテリは知りません。こ

の話をすると，こんなよいことをやっていたのか

とか，今までやっていたのに知らなかったと言わ

れ，もっと一般の人に知らせるべきだと言ってく

れます。大いに PR をして例えば記者会見をすれ

ばよいと思います。今日のような会や，研修やシ

ンポジウムなどの際に記者会見をするなど考えら

れないでしょうか。 

 以上，皆さんのお話と少しずれるので申し訳あ

りませんが，その手前のあまりにも素朴なお話で

すけれども，最近痛感していることを申し上げま

した。  

【山下】  どうもありがとうございました。今

お話の内容は，実は国際協力部教官は常に感じて

いるようなところがあります。研修などをやって

いると，極端な例ですが，質問として三権分立の

欠点を教えてくれとか，考えたことのない質問が

来るわけでありまして，なぜこうなっているのか

ということを常に考えるようにしているところで

あります。 

 それから，次に既に質問が出されているところ

では，北川先生に対して立命館アジア太平洋大学

の鈴木先生からございますので，鈴木先生，よろ

しいでしょうか。 

【鈴木】  私の質問は個人破産についてです。

今現在アジアでは非常に中間層が増えています。

日本の企業がアジアで債権回収するというときに，

個人から回収するという形も増えていると思いま

す。現実に，例えば韓国ではナンバー１のカード

会社，ＬＧクレジットが経営危機であるとか，い
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ろいろ起こっています。中国では２００４年つま

り今年中に商業自然人の破産を認めるという破産

法をつくると言っています。いわゆる非商人の自

然人の破産は認めないということらしいのです。

これでは，日系企業，例えば天津トヨタが中国で

カーローンを付けて車を売るというときに非常に

困るという問題もあると思います。 

 一方で，先ほどのカンボジアの話もありました

けれども，カンボジアの商業裁判所ではミックス

ト・コントラクトだということで，非商人の自然

人の破産は可能になるわけです。質問ですが，ベ

トナムを調査されたということで，例えばベトナ

ムの破産法は今のところは自然人の破産というの

は，商人であるとしても，商人自然人としても認

めないわけです。今後認められる可能性というの

はあるのでしょうかというのが，第一の質問です。

今回お調べになったことを確認させていただきた

いと思います。 

 今度アジアで自然人破産に対して，例えば免責

による同時破産が認められているような国という

のは，日本の他にどこがありますか。日本の企業

をいろいろ回られたのでしょうから，実際にそう

いう苦情や個人破産のものをどうにかしてもらわ

なくては困るということはありませんでしたか。 

 例えばインドでは，現在自動車インドという会

社がカーローンを出して，今マルチ，スズキのシ

ェアに迫っています。トヨタとかホンダというの

は先に進出しましたが，後塵を拝しています。一

方で，インドではカーローンのデフォルト率とい

うのは大体２０～３０％だと言われているわけで

す。 

 とすると，最後の質問になりますが，いわゆる

個人民事再生法というモデル草案を，例えばアジ

アに各国別に提案して，アジアの中間層のカード

破産や，類似の経済的破綻を避ける方法というの

を考えるというのは，一つの日本の新しい法整備

支援になるのではないだろうかというのが，私の

提案です。一つは，中間層の人たちの耐久消費財

を扱う日系企業にとっても役に立つと思うのです

けれども，もう一つは，先ほど問題になっている

商業裁判と民事裁判というものの相剋があるわけ

です。それを超克するにも役に立つのではないだ

ろうかと思うのですけれども，どのようにお考え

になっているでしょうかということについてお聞

きしたいと思います。以上３点です。 

【山下】  北川先生，よろしいでしょうか。 

【北川】  基本的には，今回はＡＰＥＣを中心

に実施したために，インド，カンボジアは含まれ

ておりません。それと，現地企業が問題にしてい

るところを中心に実施しましたので，実は個人破

産は，それができる前の段階として，日本の企業

は個人債権をつくらないというポリシーでビジネ

スをやっているということであります。ただ，イ

ンドで個人に対するカードローンが出るというよ

うに，将来のビジネスの方向としてはそういうふ

うになるのだとは思われます。３番目の御質問の

提案ですか，個人民事再生法というものが日本の

ベスト・プラクティスの一つとしてＡＰＥＣに紹

介していくのがいいのではないかという点につい

ては，また別途考えてみたいと思います。ただ，

このベスト・プラクティスの考え方は，日本でや

ったらうまくいったのでそれをＡＰＥＣ諸国にも

広げようというような発想，性格のものとしては

考えてはおりません。 

【山下】  他にこの件で，何か答えられる，あ

るいは意見があるという方がいらっしゃいました

ら，どうでしょうか。 

【金子】  神戸大学の金子ですが，北川先生と

御一緒してこのＡＰＥＣのＳＥＬＩの研究会の委

員をしています。ベトナム出張にも御一緒しまし

た。私は，北川先生の御発言と全く同じ趣旨です

が，ベトナムについては，まだ企業間の信用取引

がそもそもこれからの課題だという状況であるの

で，個人破産云々というのはまた次の段階の議論

だと思います。ただ，ＡＳＥＡＮの中核諸国，タ

イですとかインドネシア，その辺では最近消費者

保護法を制定して，それをアピールするという文

脈がございまして，それと同じような発想で個人

破産についても今改正議論があるということは聞

いております。 

 ただ，これは私的自治，自己責任を原則として

きた契約法の秩序をどこまで修正していくのかと

いう文脈で考えますと，今は情報の非対称性です

とか弱者救済ということで消費者保護というと聞

こえがよろしいのですが，むしろ逆に消費者をス

ポイルしていって，非常にどっぷりと無計画な消

費生活におとしめていく方向につながるのか。本

当の意味の弱者の配慮というのは一体いかにある

べきかという，そういう政策論を別にＡＳＥＡＮ

諸国でやっているわけではありません。 

 先ほど星野先生から２１世紀型の民法典を考え

るという御指摘もございましたけれども，そうい

う趣旨で考え直して，先進国である日本では確か

に論じられていることを，いきなりアジア諸国の

今の経済社会状況の中に持ち込んでいくべきかど

うかということです。そこの民商法秩序に持ち込

み得るのかということです。ＡＳＥＡＮ諸国はか

なり前向きのようですけれども，中国に関して言

えば，統一民商契約法を作った時点で，日本と同

じように契約の対等性ということを打ち出して，

信義則の解釈でそれを補っていくという古典的な

スタイルでやっていこうということで，消費者保

護法もあまり発達させていないと思います。 

 そういう中で，また個人破産法の議論がどう展

開していくのか，おもしろい論点ではありますけ

れども，いきなり日本のコピーとはいかないので

はないかと感じております。 

【山下】  ありがとうございました。２番目の
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質問のところで，日本以外に個人破産を認めてい

るアジアの国はあるのでしょうかということです

が。このことを知っていらっしゃる方がいました

ら，御協力いただきたいと思っておりますが。な

ければ結構でございます。破産法の話になると，

私はすぐに民訴法の先生が詳しいのではないかと

か簡単に思ったり，あるいは以前は民訴法雑誌で

すか，三ヶ月先生の昭和２０年代の破産法の話，

日本に導入するときの話がすぐ思い浮かぶのです

が，内容は全然覚えていませんので，そういう話

が頭に浮かぶということだけ，少し御紹介してお

きます。 

 それで，一応質問に対する回答はあったと思う

のですが，よろしいでしょうか。 

【鈴木】  どうもありがとうございました。例

えばインドネシアですが，そういうクレジット会

社は日本の会社で今７社ぐらいもう進出していま

すね。これはインドネシアでのクレジット事業で

進出しようということで，実際に日本の企業は進

んでいるのです。そうすると，それではカード破

産はどうするのだという問題が必ず起こると思う

ので，２１世紀の民法だったら，そこのところを

提案するのが日本の企業にも役に立つというのが

私の意見です。 

【山下】  ３番目の，今後の法整備支援の一つ

の有力なメニューということで提案されたという

ことだと思います。三ヶ月先生どうぞ。 

【三ヶ月】  実は，個人破産の扱いというもの

につきましては，日本の法が非常に特異な歴史を

たどっているというところからいかないといけな

いのです。まずフランス法を継受しようとした。

ところが，実はフランス法では破産手続というの

は商法の中に入っているのです。そして，商法と

いうのは商人でなければ適用がない法律ですから，

非商人の個人というものは商法の適用外である以

上，破産法の適用もない。では，今言ったように

困ったときにどうするか，平等的に分配するよう

な手続はないかというと，それが今日本の強制執

行になっておりますところの，強制執行における

平等主義というものがそれを代用しているわけで

す。 

 要するに強制執行をかけますと，そこのところ

にみんな入ってきたら，そこでみんな分ける。そ

れで破産法の代用が果たされていたのです。そこ

のところに，今度は商法でドイツ法を持ってきて

しまった。ドイツ法の破産法は商法の中にあるわ

けではないですから，一般の人も破産に乗っかっ

てくるという形になっているわけです。 

 ですから，破産法がなくても，もし，例えば昔

のベトナム，ラオス，カンボジアのようにフラン

ス法の支配がもしあったとすれば，そこでフラン

ス法的な形で，破産は商人だけのもので，個人の

ものではないという考え方になり得るのですが，

レベルとしては，果たしてそこで商人と個人，非

商人との区別というものが法律生活でどの点まで，

今社会主義から転換した国では行われているか問

題です。それに比べると，日本の明治時代はまだ

まだ商人と非商人とを分けて何とか動いていたと

いう点で，幸せな国であったのだなという感じを

持つわけであります。 

 おそらくそういう形で，いろいろ個人破産と申

しましても，昔のいわゆる身代限りという時代の

破産制度ではなくて，今御指摘のあったように，

とにかくカード取引がこれだけ盛んになり，ある

いは信用取引がどんどん非商人の世界にまで入っ

ていくというときになれば，別にそういう法典の

あれこれではなしに，これは当然２１世紀の取引

法といたしましては，個人でも日本の個人再生手

続的なもの，和議法的なもの，あるいは個人破産

法的なもの，それで免責制度というところまで行

くかどうかはともかくといたしまして，これは大

きな問題になるだろうと思われます。 

 これは，今カード破産，カードが非常に重要に

なっているからどうだという進み方と，それに対

応する個別執行の領域，和議の領域，更生の領域

といった段階的な倒産法制の積み上げというもの

が，今のアジアの国で果たしてすぐ取り組めるか

どうかが問題で，むしろ，どうしても個人破産が

必要だったら，今御指摘のように，例えばカード

破産対策としてはこれだという個別立法を積み上

げていくほうが早いと思われます。あまり大きな

立派な倒産法制の網をつくるのは，まだまだ先で

す。私もアジアの法律を見ておりますけれども，

そこまで行くよりも，先にまず訴訟法をやり，強

制執行をやるというところが精一杯ではないかと

いうのが率直な感じであります。それでいいです

か。 

【山下】  どうもありがとうございました。実

は，ベトナムの破産法に関しましては，ベトナム

ＪＩＣＡの支援プロジェクトの中に，起草支援の

中に入っておりまして，谷口安平先生，中西正先

生，北川先生のグループにも入っていた田頭章一

先生などにいろいろ御協力いただいているところ

であります。もし，何らかの情報が得られました

ら，また皆さんにお伝えしたいと思っております。 

 では，パネリスト同士でも結構ですし，フロア

からも是非これは言っておきたい，質問しておき

たい，あるいは何か言っておきたいことがありま

したら，遠慮なく言っていただきたいと思いま

す。鮎京先生どうぞ。 

【鮎京】  名古屋大学の鮎京と申します。布井

先生の中国に関する御報告との関係で，布井先生

とできればＪＩＣＡの佐藤部長に情報として是非

お伺いしたいことがあります。先ほど司会の山下

教官が整理されましたように，私の印象としまし

ては，これまでの法整備支援連絡会，何回かやっ

てまいりましたが，そこにおいては中国以外の中

国の周辺のいわゆる体制移行国，ベトナム，ラオ
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ス，カンボジア，あるいはウズベキスタンという

のが去年までの会合の主要な話題になってきたと

思います。 

 それに対して，今年はインドネシアであると

か，あるいはＡＰＥＣであるとか，さらには中国

という国が，法整備支援の対象国として急速に浮

上してきたという点が非常に大きな特色だと思い

ます。そういう意味では，先ほどから議論になっ

ておりますように，法整備支援にかかわる戦略で

あるとか，理念の問題というのをどうしてもつく

り上げなければならないという印象で受けとめま

した。 

 そこで，具体的な質問なのですが，布井先生が

先ほどの御報告の中で非常に興味深いことを言わ

れました。私，これは知らなかったのですが，中

国から法整備支援の要請がＪＩＣＡに出されたと

いう御指摘があったように思います。この点につ

きまして，できれば佐藤部長のほうから，どうい

う形で援助要請が来ているのか。差し障りのない

限りで，それに対してＪＩＣＡとしては今後どう

いう対応をとっていくのかという見通しがあれば，

是非お聞かせいただきたいと思います。 

 もう一つ，これは布井先生に，中国でのいろい

ろなシンポ等をやってこられまして，その知識か

ら御教示いただきたいのですが，私は中国につい

てはよく知らなかったのですが，一般的には，こ

れは小さい質問なのですが，中国は法整備支援と

いう言い方は大国であるから，あまりしたがらな

いと聞いています。法における教育ぐらいの言い

方でどうだという話を聞いていたのです。 

 先ほどの各援助機関が実施しているということ

との関係で，法整備支援という言葉で，それはそ

れとして受けとめて，中国は日本への要請をはじ

めとして，諸外国援助機関とも付き合っていくの

かというあたりの情報をいただきたいということ

でございます。 

【山下】  ありがとうございます。まずＪＩＣ

Ａのほうなのですが，私が知っている限りでは，

中国はアジア第二部でありまして，佐藤部長はア

ジア第一部であります。所管外かもしれませんけ

れども，もし，御存じの範囲内でありましたらよ

ろしくお願いいたします。 

【佐藤】  それでは，私の知っている範囲でお

答えさせていただきます。アジア第一部は，ＡＳ

ＥＡＮ１０か国と東チモールを担当しておりまし

て，中国を担当していますのは，アジア第二部で

あります。この会議に出席するということで，ア

ジア二部にもちょっと聞いてまいりました。正式

の要請があったかどうかは，私は具体的には確か

めておりません。中国に対するＪＩＣＡの協力と

いうのは最近徐々に少なくなってきております。

特に中国は宇宙飛行士が出るくらいの国ですので，

もう援助は必要がないのではないか，また，援助

の中身をもう少し考えたらいいのではないかとか，

中国の援助をめぐり，いろいろな意見があります。

隣国中国との付き合いというのは今後益々，大事

なわけですけれども，特に日中の経済連携の関係

は絶対避けて通れないわけですが，どういった協

力関係を作るかが課題です。 

 いろいろな形で今後協力が求められる中で，法

整備をはじめ，経済統合連携に合わせた相互の協

力は大変大事な分野で，法整備の協力をＪＩＣＡ

としても優先的に，実施したいという考えが多い

ようです。 

 しかし，中国というのは他のドナーが既に法整

備支援を行っていると言われておりますが，森嶌

先生などのお話を聞きますと，非常にオーナーシ

ップの強い国ですから，ベトナムで実施したのと

同じように，例えば共同研究のようなアプローチ

でやられることが望ましいようです。徐々に相手

国に日本との比較をさせ，日本の持っている良さ

に気付いていただくのが良いと聞いております。

ないといけません。じわりじわりと向こうに日本

の比較とか，日本の持っているよさを気付いてい

ただいてやっていくのがよろしいと聞いておりま

す。 

 先ほど森嶌先生から，他のドナーというのはき

ちんとしたストラテジーがあって，協力に入って

いくと言われましたけれども，日本と中国の関係

につきましては，やはり長期的な観点にたち協力

を考えないとうまくいかないと思います。したが

って，中国に対する法整備支援の協力は，やって

いかなければならない協力分野であると共に，実

施に際しては，非常に慎重に対応していかなけれ

ばならないと思います。 

 中国への本格的な法整備支援に関しては，今

後，どういったアプローチをとるのか，法務省の

関係者をはじめ，今日お集まりの方とも十分協議

していくことが大切だと思います。ＪＩＣＡの協

力も現在は，どちらかというとＷＴＯに加盟した

後の国内法整備フォローという形で，経済産業省，

各大学の関係者，そして日本の企業の関係者等が

中心となって進められております。今後，日本の

法整備支援協力を国内でどのように調整していく

かというのは，重要な問題だと思います。 

 先ほど，ＪＩＣＡの組織改革の中で，法整備支

援をいわゆるガバナンスの中で，民主化支援と

か，平和構築とか，人権保障というところで対応

していくと述べましたけれども，別のアプローチ

で経済産業省もＷＴＯの後のフォロー等，ＡＳＥ

ＡＮに対して経済法を中心にした法整備支援に関

心を持たれています。日本国内での縦割り問題で

もありますけれども，これをどのような形で連携

していくかは非常に大切な問題だと思います。実

は，ＪＩＣＡの重要政策中枢支援というスキーム

は，もともと日本が，援助の世界でトップドナー

になり，従来のハードの協力ばかりでなくて，ソ

フトで知的な国際貢献，もっと援助効果の大きな
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ものも実施していく必要があるとの認識で予算措

置され，始まったものです。今までこのスキーム

は，本当にいい形で進んできたと思います。しか

し，今後，もっと成果の上がる政策支援協力を展

開するには，やはり，法整備支援も，経済政策支

援をも包含したもので協力しないと十分な効果は

出てこないと思います。 

 今後，法整備支援連絡会をどういった形でより

多くの国内関係機関と連携して開催していくかは，

法務省の皆様とも御相談をさせていただきたいと

思います。以上でございます。 

【山下】  ありがとうございました。森嶌先

生，どうぞ。 

【森嶌】  中国との関係では，先ほどの星野先

生とは別のルートで，古くからの個人的な関係で

すが，以前，社会科学院の法学研究所の民法研究

室の主任をしておられて，現在今全人代におられ

る王家福先生との間で中国民法典の起草に関して，

事実上は法整備支援にあたるような共同作業をし

て，民法典起草をサポートしてほしいというお話

しがあるのですが，中国では，支援などという言

葉は絶対に使えませんので，共同研究という言葉

を使っております。 

 それから，ベトナムについても，日本語では法

整備支援と言っていますが，ベトナム政府との間

のＲ＆Ｄでどう言っているかちょっと忘れました

けれども，１９９６年にＪＩＣＡのプロジェクト

がスタートするときのベトナム向けの英語の表現

と，こちらでの法整備支援という表現とは違って

いるはずです。もう覚えていませんけれども，相

手国との関係では，法に関する支援は主権にかか

わることですので，言葉の問題ではありますけれ

ども，向こうからすれば政府とか，党とか，そう

いう関係での問題がありますので，そこは十分に

注意深くおやりにならないといけません。中身の

問題もありますけれども，山下さんなども慎重に

に交渉をしておられることと思いますが，名古屋

大学などでも十分気を付けておやりになったほう

がいいと思います。 

【山下】  確かに言葉だけの問題かもしれませ

んが，星野先生の話にありましたとおり，教えて

やるという態度が見受けられないでもないという

ことですから，多分姿勢にも影響するのだと思い

ます。 

 では，布井先生，よろしいでしょうか。 

【布井】  今の御質問，いろいろなところで中

国の法整備支援という言葉を使えるかどうかとい

うことでございますが。私は幸いなことに団長と

か，そういう資格で参加しているわけではござい

ませんので，こういう言葉を使わずに，具体的な

内容についての詰めだけを担当の人たちと行って

きたわけでございます。 

 ただ，団長等がどういう言葉を使ったか今思い

出してみるわけでございますけれども，経済協力

の一環として法整備に協力したいのだという言葉

遣いをしていたのではないかと思われます。これ

は経済協力という言葉は，ひょっとしたら技術的

な言葉なのかもしれませんけれども，あからさま

に支援をするということは言っていなかったので

はないかと思われます。 

 あと，中国側のほうはどう言っていたか，ちょ

っと私も記憶にはないのですけれども，とにかく

そういう支援を受けたいということは極めて明確

に言っておりました。受け手が使う分にはそんな

にはないかもしれませんが，ドナーのほうであま

り支援，支援というのはいかがなものかと考えて

おります。 

【三ヶ月】  今の問題でございますけれども，

その問題につきましては，私は数年前に刑事政策

研究会が発行する「罪と罰」に論文を書きまして，

協力と支援というのは使い分けたほうがよろしい

と書きました。少なくとも，体制変換に迫られて

いるようなところには知恵を貸すという意味で

「支援」という言葉を使ってもよろしいけれども，

やはり漢字文化圏の国，中国，韓国，台湾，こう

いうところについて，そういうところと同じよう

な意味で支援という言葉は避けたほうがよろしい

ということは，論文にはっきり数年前から書いて

いるわけです。 

 やはりこれは気を付けたほうがよろしいと私は

思います。率直に申しまして，私はこのごろよく

感じることなのですけれども，日本人は少しばか

り法律的に，今から１３０年ほど前に西欧法の取

入れを始めたというので，先ほどの星野君の話で

はないけれども，先輩面が意識の中にあり得る。

しかし，千年の東洋の歴史というものを考えてみ

ると，一体中国と韓国と日本とどちらが文化の先

生だったのかというところまでいきますと，私は

よく言うのですけれども，日本は一人のキリスト

を生み出したこともない，一人のお釈迦さんを生

み出したこともない，一人の孔子を生み出したこ

ともない，一人のマホメットを生み出したことも

ない。ただ，たまたま位置がアジアの隅にいて便

利なものですから，いろいろな国の文化が来ます

ときに，日本に来ますと，みんなよたよたとする

のです。 

 結局いろいろな文化というものが日本によたよ

たと来ますと，これをこきまぜるのが日本人は非

常にうまいのです。違った角度からこのことを言

いますと，およそ精神文化の影響というものは，

その発生地からの距離の二乗に反比例して弱まる

のだと思います。日本はその一番有利な状況です

から，仏教の影響も，キリスト教の影響も，孔子

の影響も，マホメットの影響も，みんなよたよた

となって来るからそれをこきまぜるのは，日本人

は非常にうまい。 

 そうすると，どういうことになるかというと，

早稲田大学の校歌ですが「東西古今の文化の潮一
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つに渦巻くこの大東国」という形で，混ぜるのが

うまいのです。しかし，これは決して創造的な能

力ではなくして，よたよた来てがたがたとなった

ところを，うまい具合にいいところをつまみ食い

をするいわば職人的な器用さというのが日本人の

特徴だと思います。むしろ我々はそういう点を自

分たちの心の中におさめまして，そして，「支援」

なり，「協力」なりという場合にも十分気を付けて

いかなければならないと思うのです。 

 それから，もう一つよく言いますことは，日中

韓ということもいいけれども，できればこちらか

らは中韓日というぐらいの謙虚な気持ちを持って

いきたい。要するに文化の伝統と我々の先生だっ

た順序というものでいきますと，漢字文化圏との

文化交流，これは法律だけではございませんけれ

ども，それがいいのではないかと思います。です

から，今，日中韓というと，アジアの人たちは何

とはなしに大東亜共栄圏という昔の言葉を連想し

ます。そうではなく，伝統と文化の歴史で日本に

教えた古さというのを日本人がもう一度考え直す

べきで，こういう具体的な法律の協力などのとき

でも，それは忘れてはいけないことではないかと

思います。 

 先ほど星野君の言ったことと少しまた同じよう

なことを裏から言っているようなわけですけれど

も，私のこのごろの文化論はそういうところで

す。 

【山下】  どうもありがとうございました。そ

れでは，この辺にいたしまして。 

 先ほど鮎京先生と同じ時期に，一番後ろに座っ

ている方が手を挙げられたと思うのですけれども。 

【島田】  遠いところから申しわけありません。

名古屋大学の島田と申します。先ほどインドネシ

アから平石弁護士が報告をしていただいたときに，

私が今後法整備支援を企画する場合に，一般市民

の司法へのアクセスというものを少し考えてほし

いということを言って，その後，森嶌先生が報告

の中で私が言ったことを取り上げてくださいまし

た。それに少し補足をしたいと思いまして，発言

の許可をお願いします。 

 森嶌先生が司法へのアクセスとおっしゃったと

きに，法整備支援というのは国同士の事業であ

り，お金のかかる事業であって，アクセスという

ものは個人として行われる，あるいは小さな組織

として行われるので，法整備支援の中からはとり

あえず外しておこうという趣旨のことをおっしゃ

ったと思うのです。ただ，司法のアクセス，おそ

らくその一番代表的な方法としては法律扶助とい

うものがあると思います。 

 法律扶助というのは，もちろん運営については

政府から独立である，おそらく民間組織なり政府

から独立した組織が行わなければいけないのです

けれども，ただ，その機能としては公共財を供給

するという機能を持っていて，また，その規模自

体も非常に大きいものですから，おそらく公的資

金が常に供給されない限りアクセスというのは保

障されないと思います。 

 また，そのようなアクセスを保障するための制

度というのをどういうふうに作るかといこと自体

に，国がその制度設計に携わること自体は別に問

題がない。むしろ必要なことだと思います。です

から，司法へのアクセスという問題についても，

やはり法整備支援という枠組みの中で語られるの

にしかるべき内容ではないかというのが一つあり

ます。 

 もう一つは，アクセスという問題について，や

や観念的であることの一つの例としてまた取り上

げていただいたのですが。森嶌先生は，法整備支

援についてストラテジーが大事であるとおっしゃ

いました。その際に各国のストラテジーというの

は非常に明快に整理して教えていただいて，私は

これは非常に勉強になって，まだまだ勉強不足だ

なというのを痛感したわけです。特にガバナンス

に関する森嶌先生の御意見というのは，非常に私

は勉強になりました。 

 それでは，日本のストラテジーというのをどの

ように理解していくかということになります。ま

だ皆さんが考えてほしいということだったのです

が，どのようなことをイメージしているかという

と，とりあえずは供与国ではなく，援助を受ける

側のイニシアチブを尊重して，経済発展なり，そ

の前提となる投資環境の整備，あるいは統治能力

の向上といったものを目指していくというのが，

今のところ森嶌先生の御意見なのでしょうか。私

の解釈ではそのようなものになります。 

 ただ，アクセスという問題を考えた場合には，

経済発展の過程でやはり様々に社会的な矛盾なり

問題なりが出てくると。そういう問題なり，矛盾

の当事者となった人たちが，そのイニシアチブで

問題を顕在化させて，解決とはいかないまでも，

ある程度改善していくためには，司法のアクセス

というのは非常に重要ではないか。つまり，法律

など何も知らない人たちの感じる問題というのを，

法律なり司法なりの場で使える用語に翻訳する機

能というのを，司法へのアクセスというものに求

める必要があるのではないかと思います。 

 そうでなければ，やはり司法というのは，変な

言い方ですけれども，司法の顧客というのが大企

業と刑事被告人だけになってしまって，社会から

司法というのが飛び地のようになってしまいます。

そういう社会をつくっていってしまうのではない

かという気がします。ですから，なおさら法整備

支援の中に司法へのアクセスというものを組み込

む必要があるのではないかというのが，私が感じ

たところです。 

 なぜ私がこのようなことを考えるに至ったかと

いいますと，今インドネシアの法整備支援，始ま

ったばかりで全体像がはっきりしないのですが，
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一つ非常にはっきりしたプロジェクトを行ってい

るのが，警察庁が行っているプロジェクトがあり

ます。警察庁は名古屋大学の地元である愛知県警

の警察本部から山崎さんという方が警察庁長官の

政策アドバイザーとして派遣されています。その

方が市民警察の育成，詳しいことは忘れてしまっ

たのですが，インドネシア警察について市民警察

を目指すというプロジェクトを行っている。 

 その中では信頼される警察と能力のある警察，

この二つを目指すということです。信頼される警

察というのは何かというと，市民の要望に対して

即座にこたえる。つまり，通報があれば，即座に

出かける。あるいは，市民に常に近い場所にいる

というものを目指している。これは，おそらく今

まで警察というのはインドネシアの中でまさに飛

び地であって，警察にはできれば近付きたくな

い，あるいは警察のやっていることについては関

心がないといったものを，飛び地ではなくさせる

方向として，この市民警察というものが構想され

ているのではないかと思われます。 

 そういうのを見まして，今アクセスというのが

非常に重要だと思います。それ自体法整備支援の

中に非常に重要な要素を占めると考えるに至った

ということです。それで先ほど言った次第です。 

【山下】  ありがとうございました。よろしい

ですか。多分，私は，受け取り方が違うと思うの

です。森嶌先生は，ＮＧＯとＯＤＡの支援を分け

るときに，自分はこれからＯＤＡの支援を話すの

だという前提で，区切りをつける前に，ＮＧＯが

市民にやることは入りませんと言っただけで，司

法のアクセスは法整備支援の対象には入らないと

は言っていないのです。やはりＯＤＡが政府を通

じて，例えば裁判所を通じてでも，司法省を通じ

てでも，司法のアクセスが容易になるような支援

は全然排除されていないと私は受け取ったわけで

す。ですから，多分前提が違うのではないかとは

思いますけれども。よろしいですか。 

【森嶌】  おっしゃるとおりで，どうもありが

とうございます。無権代理とは言いません。あり

がとうございました。 

 国によって違うのと，ＪＩＣＡがプロジェクト

を立てていく場合に，予算の制約があるわけです

からで，やはりプライオリティーを付けていかな

ければならないわけです。例えば，今から市場経

済に移行する国で，これまで市場経済法が何もな

い国で民法をつくったり，民事訴訟法をつくると

いう場合には，そうした基本的な分野にプライオ

リティーが置かれるべきです。他方で，インドネ

シアにはよく行きますけれども，法整備で行った

ことがないのでよくわかりませんが，ある程度裁

判制度などがある国では何に重点をおくのかとい

うことになりますので，国によって違ってきます。 

 ただ，私が先ほどストラテジーと言ったのは，

法整備をやる場合に，何をゴールにしていくのか

という全体の法整備についてのビジョンというの

を持っていなければならないということです。こ

れは，いずれ市場経済化が進んでいくと，民法や，

民事訴訟法などの市場経済法が少しずつベトナム

やカンボジアでも整備されていきますと，いずれ

課題は変わってくるだろうと思われます。おそら

く人材育成とか，そういうもっと長期的に金のか

かる問題が出てくるだろうと思います。 

 そういうときに，では，法総研が今こういう形

でやっておられますけれども，そういうものを５

年，１０年先にどういうふうに動かしていくのか

ということを，今頭に入れながら，大学も含めて，

考えておかなければならないということなのです。

行き当たりばったりでやっていたら，日本の法整

備支援は今は動いているけれども，プロジェクト

としてＪＩＣＡの長期的な事業としてはいずれ行

き詰まってくるだろうし，また，他の国とコンフ

リクトが起きた場合に，自分たちはこういうこと

を考えているのだから，あなたたちのやっている

ことは遠慮してくれとか，あなたたちがやってい

ることに自分たちも乗ろうとかいうことは言えな

いだろうと申し上げたわけです。 

 裁判所に対するアクセスをやるとか，やらない

とかいうことは，全体のストラテジーの中でプラ

イオリティーを考えて，その国の中で今何が重要

かということの中の位置付けでしかないわけです。

まさに一番最初に山下さんがお答えになったよう

に，当面我々がやってきた文脈からいうと，司法

へのアクセスの問題は，とりあえずは脇に置いて

お話しいたしますと，申し上げたようなわけです。 

【山下】  ありがとうございます。先に手が挙

がったのが真中の後ろの方なのですが。 

【五島】  大阪外国語大学の五島でございま 

す。私は大阪外国語

大学でベトナム語，

ベトナム政治を担当

しております。１９

８７年から１９９０

年にはベトナム大使

館で専門調査員をし 

ておりました。当時と比べると，その後，ベトナ

ムは大きく変わり，今は皆さんの御努力で法改正

も行われ，経済の支援も受けているわけです。 

 現在ベトナムではＪＥＴＲＯ，ＪＩＣＡ，ＪＢ

ＩＣ，大使館と，この四つは援助関係で大変に力

を持っているところだと言われ，同時にベトナム

側からも非常に重視されていると聞いております。

そのような援助機関の実施する援助の一つとして，

法整備支援がございます。これは，外務省がおそ

らく９０年代の初めに，今，森嶌先生がおっしゃ

られましたような，一定の戦略に基づいて始めた

ことであると思います。要するに，ベトナム支援

国であったソ連が崩壊しつつある時に，ベトナム

が今後どうなるかという中で，同国に一応新しい
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方向が出ていると判断して，積極的に日本がベト

ナムという国を重要だと思って始めたことです。 

 私は，その後の１０年の経過を見て，大変に日

越関係がよくなったことを喜んでおります。た

だ，経済援助にしても，法整備支援にしても，あ

る程度一つの段階が終わりつつあるのではないか

というイメージを持っております。 

 私も援助について説明して回ったことがあるの

ですが，かつては移行国に対して同じことを同じ

ように，市場経済とは何ぞやとか，市場経済に合

った法律というのはこうでなければいけないみた

いなことを伝授するものでした。しかし，今では

相手国も，このようなことに関する基本的な論点

はわかってきている。現在は，例えばベトナムで

あれば，１９９７年のアジア通貨危機のようなと

きにどうするのか。それから，ＷＴＯに入ったら

どうするのか，どういう問題が起きてくるのか，

という具体的な問題と対応策に関心を抱いていま

す。もちろん非常に難しい問題で，彼ら自身も困

っていますし，日本の国そのものもいろいろ問題

を抱えていると思います。 

 そういう１０年間の変化を振り返ってみる中で，

私たちが今ベトナム側から求められていることと

いうのは何なのか。謙虚に受けとめてみると，例

えば我々は向こうに行って，向こうの法律を読ん

で，これはどうなっているのですかと質問して，

ああ，そうですか，それだったらこうですねと，

ただ自分の意見を言うのではなくて，もう少しベ

トナム全体の状況を把握しておいて意見する必要

があると思います。先ほど中国の経験のある方が

おっしゃっていましたが，中国の状況とか，そう

いうものをもう少し見る必要がある，把握する必

要があるという御意見に，私も賛成です。 

 そのように考えますと，現在の法整備支援は逆

説的に聞こえるかもしれませんが少し個別の問題

に分かれ過ぎて支援が行われていないかなと思い

ます。そのことを前提に申し上げたいのですが，

要するに先ほどから出てきておりますが，法整備

支援という言葉を使うかどうかは別にしましても，

これまでの１０年の成果を公開していただきたい。

もっと，どんな法律でどんな問題があったのかと

いうことをお互いに知る必要があると思います。 

 成果を公開することは，もう少しお互いにでき

ることを見極め，法整備支援にかかわっている機

関・グループ，例えば今，文科省の支援をいただ

いている鮎京先生のグループ，そして，ＪＩＣＡ 

の支援をいただいている色々な機関があると思う

のですが，これらが連携を進めていく上でも，必

要なことだと思います。今，ハノイでも話してい

ますが，ＪＥＴＲＯ，ＪＩＣＡ，ＪＢＩＣ，そう

いう機関が連携して是非ベトナム法の整備状況の

全体像を紹介すべきだろうと思います。それは一

つ一つのプロジェクトについての公開だけではな

くて，もう少し大きく言ってしまえば，外国法と

いうものを整備していく上でどれだけ法整備支援

が役立っているのかを示す上でも重要であると思

います。 

 先ほどどなたかおっしゃっていましたが，日本

の法律を紹介すること，その英訳もものすごく重

要ですが，外国の法律もどれだけあるのか，もう

ちょっとどこかの機関でまとめていただくといい

と思います。 

【山下】  分かりました。成果の公表とか，こ

れまでやってきたことの公表ということだと思い

ますが。時間は来ておりますけれども，５分や１

０分，特に問題はありませんので。先ほど手を挙

げた中で，申しわけないのですけれども，あと二

人まででよろしいですか。金子先生，どうぞ。 

【金子】  時間が限られている中，僣越です

が，所属の神戸大学から是非この場で宣伝してく

るようにと強く言われてまいりましたので。お手

元にお配りしたチラシがございます。神戸大学大

学院国際協力研究科で，来年度より，法務省法務

総合研究所国際協力部の御協力を得まして，法整

備支援論という名称の講座を開講することになり

ました。法総研のほうでも初めての試みというこ

とで，御理解いただいているところです。 

 私どもで大変盛り上がっております。そして，

非常に期待に満ちているわけであります。と申し

ますのも，私ども大学院，国際協力，国際援助を

専攻するということでありますが，この分野は，

ＪＩＣＡさんの場合もそうでしょうけれども，国

際援助の世界ではとにかく経済学が牛耳っており

ます。大学院，私どものところには経済学，政治

学，法学の研究者が学際研究をやっております

が，とにかく経済学の権力が大きいわけでありま

す。 

 ところが，この経済学におきまして目下法整

備，法制度に関する関心が非常に高まっておりま

す。法制度をテーマとする論文が今非常にたくさ

ん出て，読まれているという状況がございます。

そういう中で，神戸大学としましては，法整備支

援に直接かかわらせていただいたことはないわけ

でありますけれども，人材育成という形でこの分

野のお手伝いをしていけないかということで，二

つの意味での人材育成が挙げられます。 

 一つは，教育を受けてこれからＪＩＣＡなり世

銀なりに入っていって，国際援助を動かしていく

経済学，政治経済学を主たる専攻分野とするよう

な人たちに，もっと法律の知識を持ってもらうと

いうことです。生半可に法制をかじって，数式に

当てはめていいかげんな仮説を論じるというので

はなく，しっかりとした法知識に触れる場として

の，そういった方向性の人材育成が一つ言われて

おります。 

 もう一つは，先ほどから森嶌先生なども御指摘

になりましたように，法整備支援にかかわってお

られる法律専門家が現地の情報，現地の経済事情
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に触れて視野を膨らませていただいて，更なる支

援を広めていただく。そういう意味での関与され

ている法律専門家，弁護士，企業法務の方々など

にも開かれたような場の提供です。こうした二つ

の意味での人材育成，そういうことを私ども研究

科は掲げて試みでやってみようとしているわけで

す。 

【山下】  よろしいでしょうか，もう。あと，

まだありますか。 

【金子】  ＪＩＣＡの方もおられますので一言

述べさせていただきます。本日の質問というよ

り，コメントです。本日，国際機関との相剋とい

うことが随分議論になりましたけれども，もう一

つの相剋として，日本の中の相剋もあるのではな

いかと思います。例えばベトナムにせよ，ラオ

ス，カンボジア，我々法整備支援が向かっていく

のと並行して，経済学者による市場経済化支援の

ようなプログラムが持たれるわけです。えてして

彼らは勝手に経済法制と称して，要するに経済関

係の役所のつくる行政法規のお手伝いをするので

すけれども，法整備支援とは全く関連のない形で

支援を展開していくといったことも少なからずそ

ういうことがあります。その辺の調整を是非ＪＩ

ＣＡさんに積極的に期待したいということを付言

したいと思います。 

【山下】  分かりました。せっかくですので，

お二人も手を挙げておりますので，二人まで。端

的にお願いできますか。 

【鈴木】  北海道大学の鈴木と申します。私は

中国法の勉強をしておりまして，布井先生の御報

告に非常に感銘を受けました。２０年ぐらい中国

法をやってまいりましたけれども，中国が法整備

支援国に入ったというのは感慨深いものがござい

ます。 

 二つだけお話ししたいと思います。一つは，日

本に対する支援の期待が強いというお話ですが，

これは半分本当ですけれども，半分リップサービ

スもあります。先ほども御指摘があったとおり，

中国国内の各機関同士の競争が非常に激しい状況

がございます。ですので，どれだけの資金と支援

の手づるを外国からどれだけ獲得してくるかとい

うことが，各機関の間の競争になっております。

したがいまして，日本人が行けば，当然どの機関

も大歓迎だと言うのは当たり前でありまして，そ

の点は割り引いて考える必要があります。 

 逆に言いますと，各国が中国に刺さり込んでお

りますから，日本はそれらの国々との競争関係に

あるということを十分に自覚した上でかからない

といけないと思います。 

 もう一つは，中国では法制度がある程度完備し

ているという御指摘が何かございましたけれども，

私はこの点についてはちょっと違った考えを持っ

ております。確かに一応法典はそろっているので

ございますが，すべてが暫定法であります。今後

おそらく１０年間の間にほとんどすべての法律は

改正されるだろうと思われます。民法は御存じの

ようにまだできておりませんし，会社法，証券

法，民訴法，刑訴刑法，法印組織法，今すべて全

面改正作業に入っております。 

 これはどういうことかといいますと，ソ連型の

法から市場経済型の法への転換を中国は非常に段

階的に進めてきたのです。したがいまして，安定

した法になるには相当時間がかかるということで

す。ですから，一応整えられていると言うとちょ

っと誤解があるのではないかと感じました。あり

がとうございます。 

【山下】  どうもすみません。では，最後に今

泉さんお願いします。 

【今泉】  日本貿易振興機構アジア経済研究所

の今泉です。少しお時間をお借りして，アジア法

学会に関して御紹介したいと思います。アジア法

学会，昨年１１月２９日に設立されたばかりの２

か月足らずのまだ非常に若い学会ですけれども，

現在まで約１２０名の方に参加していただきまし

た。短期間にこれだけ集まったのは，アジア法に

関する関心が高いことのあらわれだろうと思って

おります。 

 今日のテーマであります法整備支援との関係で

は，アジア法学会の意義と目的は３点挙げられる

と思います。 

 今日，日本とアジアとの交流が深まる中でアジ

ア法研究が重要なことは申すまでもありませんけ

れども，法整備支援という局面においても，アジ

ア法研究の役割というものは非常に大きくなって

いるわけです。多くの法律家の方が現地に派遣さ

れているわけですが，そこで現地の法概念と日本

の法概念との差にぶつかって，それを１人で解決

しているのが現状ではないかと思います。そうい

うときにアジア法研究の蓄積のあることが，そう

した法整備支援の効率性を高めていくことにつな

がると思います。 

 また，２番目に研究交流ということです。学会

のほうでもアジア法学会だけでなく，ほかの分野

でも多くの学会でアジアの問題を取り上げていま

すが，対象は断片的になっています。本日は森嶌

先生からお話がありましたように，日本の援助が

現地の社会，文化等を視野に入れたものを特色と

して実施していこうとするならば，法律だけでな

く，その他の分野の研究者も集まったアジア法研

究というものが必要になってきています。 

 ３点目は若手育成ということなります。まだ日

本の大学でアジア法の講座を持っているところと

いうのは非常に少なくアジア法に関心があっても，

今まではなかなか発表の機会がない人が多いわけ

です。そういう人たちに機会を与えて研究者を育

成しようということを目的としております。 

【山下】  どうもありがとうございました。か

なり時間，押しておりますけれども，この後，三
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ヶ月先生に所感でもいただきたいと思います。私

なりに，若干簡単にポイントだけ指摘します。ド

ナー調整みたいなことから始まりましたけれども，

森嶌先生が最初から調整なんか要らないと，主張

していくようにということでした。皆さんは国内

では一生懸命主張していただきました。これを外

国に主張するようにお願いいたします。主張すれ

ば，交渉のきっかけが始まって，交渉が始まっ

て，そして調整ができると，こういうことなのだ

ろうと思います。 

 それから，国内の相剋があると言いましたけれ

ども，これは多分ＪＩＣＡが最初のほうに部長が

あいさつされたとおり，多分４月以降，横断的な

何らかの部ができるのではないかと思います。そ

うなると，若干の期待もできるということになっ

ているかと思います。 

 ごくエキスだけとるとそういうことになります。

三ヶ月先生よろしくお願いいたします。 

 

所 感 

法務省特別顧問 三ヶ月 章 

 

【司会（三澤）】  それでは，これですべての報

告と御講演，それから討論を終了いたします。 

 ここで三ヶ月章先生にこの会議を総括していた

だき，御所感を頂戴したいと思います。恐縮です

が，三ヶ月先生，前のほうまでお越しください。

三ヶ月先生につきましては，おそらくここにいら

っしゃるすべての方が大変よく御存じかと思いま

す。その肩書，御業績を紹介いたしますとそれこ

そ時間があっても足りませんので，ごく代表的な

ものだけ御紹介申し上げます。 

 元法務大臣でいらっしゃいまして，現在法務省

特別顧問でいらっしゃいます。そして，東京大学

名誉教授であり，財団法人国際民商事法センター

特別顧問，日本ローエイシア友好協会会長など，

そのほかにも大層なたくさんの肩書をお持ちでご

ざいますが，ここらで先生にバトンタッチをし

て，今日の会議を総括して御所感をいただきたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【三ヶ月】  大変な御紹介をいただきまして， 

恐縮です。実は，私，この法

整備支援連絡会の当初から

関係をいたしております。今

回は第５回ですが，第１回は

どんなことをやったかと申

しますと，いろいろなところ

でアジアとの接触を持つ組 

織だとか，学会だとかができているが，お互いの

連絡が全然なかったのです。それはいかんから，

一つ法務省の地下室に集まって，自分のところは

こんなことをやっている，ローエイシアはこんな

ことをやっている，国際民商事法センターはこん

なことをやっている，名古屋大学はこんなことを

やっている，それから日中法律家交流協会はこん

なことをやっているということをしゃべって，あ

あ，なるほど，そんなことを彼等はやっているの

かという形で顔を合わせるだけで，議事録も何も

ないのです。 

 今日みたいにしっかりしたレジュメが出てきて，

また議事録が出てくるというのは３回目からです。

１回目と２回目は全くそういうふうに，ああ，君

のところはそんなことをやっているのか，自分の

ところはこんなことをやっているということで済

んでおりましたのです。今日の５回目になります

と，総括あるいは所感ということになっておりま

すけれども，とてもこれは総括できる会ではない

ですね。前回，４回のときに，私はこれは困ると

申しました。ただ所感とも書いてあるから，「所

感」ならいいだろうと申しました。これからも一

つ所感を述べさせていただくということにいたし

ます。 

 先ほど申しましたように，第１回，第２回はそ
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んなところでございますが，３回，４回，５回，

そうなりますと資料も整ってまいりますし，レジ

ュメも整ってまいりますし，内容もわずかの間に

ものすごく質が向上してまいったと思います。こ

れはとても，私は今年８３歳でございまして，来

年には何回目かの酉年を迎えて８４歳になるわけ

でございます。 

 そういう頭脳をもってしてはとても総括はでき

ないのでございますが，印象だけ申し上げます。

１回目，２回目，３回目，４回目，５回目と本日

の会を見まして非常に感銘を受けましたことは，

まず第１に，非常に組織がしっかりと立ってき

た。例えば，ＪＩＣＡが本当に主催者という形で

はっきりと名前を出してくださるようになりまし

た。初めは全く法務省の地下室でごそごそっとや

っていて，ＪＩＣＡはどちらかというとお客さん

でございました。 

 それがこういう形になりました。内容は，私ど

もが当初考えておりましたことと違いますのは，

まず質の面から申しますと，初期の頃から効果を

ねらっておりました国際化というものの幅と質が

深まってきたということを痛感するわけです。一

例を挙げますと，大体この協力部ができますとき

も，私は是非これを大阪に持っていくようにと申

して，大阪をアジアの交流の中心にしなければい

かんということでこの建物ができたのですが，で

き上がってみますと，このようなすごい会議室を

持っているところは法律関係としては日本中他に

ないのです。 

 そういうところでやっており，今日はテレビ会

談とかでございますか，しかも，それが２か国に

わたる。何とラオスからは最高裁判所の副長官が

出てこられる。まさに今日の連絡会そのものが一

つの大きな国際的シンポジウムという感じの様相

を呈してきている。これは，私どもがあの法務省

の地下室でごそごそとやっているというところか

ら始めたのを顧みますと，全く大変な違いであり

まして，関係者の努力に敬意を表するわけでござ

います。 

 同時にもう一つ感じられますことは，そこにお

ける法整備支援協力というものについての視角が

非常に深まった。先ほど来，ストラテジー，スト

ラテジーという言葉が出てまいりました。おそら

くこの中で軍隊に行かれまして，軍隊の学校の補

助教官として師団単位の戦術を教えたりしたのは

私だけではないかと思うのです。確かにこれは戦

術なのです。だけれども，戦術ばかりやっている

と足をすくわれる。やはり戦術をしっかりと踏ま

えながら，地道な積み上げというのも必要だろう

と思って，これまでは主に地道な積み上げのほう

が中心でした。 

 同時に，今度は，先ほども国際化のところで申

し上げましたのと同じように，これだけの立派な

会議室で開かれる会議として非常にふさわしい形

での技術的な進歩が出てきました。テレビ会議な

んていうのは私も初めて経験したことでございま

すし，おそらくこれからもますますそういう形が

利用されてまいりますと，ますます効果が上がっ

てくるのではなかろうかと思います。 

 もう一つは，国際的な協力の広がりです。例え

ば，これまではなかなかＡＰＥＣという国の問題

というのが自覚的に取り上げられることはなくて，

体制変換国はどうする，漢字文化圏はどうする，

というところでしたけれども，それがずっと広が

ってきて，特に名古屋大学などは，私どもはロー

エイシアなどで考えておりますと，せいぜいイン

ド・パキスタン止まりだなと思っていたのが，イ

ンド・パキスタンより向こうに対策を広げるとい

うふうになってまいりまして，非常にスケールが

大きくなってきたという感じです。 

 これ以上こんなことをしゃべっておりますと，

老害と言われる心配がございますので，そろそろ

終わりにいたします。今回も皆さん方がますます

先ほどのストラテジーとテクノロジー，両方の面

から是非中韓日を含むアジアの法整備協力支援と

いうものに優秀な貢献を永久に続けていっていた

だきたいという希望を申し述べまして，所感を述

べさせていただいた次第です。どうもありがとう

ございました。 

【司会（三澤）】  三ヶ月先生，どうもありがと

うございました。今三ヶ月先生がおっしゃられま

した議事録につきましては，法務総合研究所国際

協力部で発行しております『ＩＣＤニュース』第

１４号に掲載の予定です。第１４号は３月末に発

行予定でございますので，詳細につきましてはど

うぞそちらを御参照ください。 

 そして，本日は講演，報告の先生方には大変有

益なお話をいただき，誠にありがとうございまし

た。また，参加者の皆様にも大変活発な御質問，

御意見をいただき，皆様に貴重な１日を割いてい

ただくだけの充実した会議になったと思っており

ます。 

 それでは，これにて第５回法整備支援連絡会を

終了いたします。 

 それでは，本日はどうも長時間ありがとうござ

いました。 

（閉 会） 


